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■ミニ権利パンフの「２０１１年改定」にあたって 

 全教広島は、教職員が安心して、いきいきと働き続けるために、その権利が保障されることの重要性から

権利パンフレットを発行し、時々の権利関係を明らかにするとともに、職場・地域の学習活動などの資料と

しても活用してきました。しかし、「３訂版」の改定作業が文部省（当時）からの「是正指導」を受ける時期

と重なり、真摯な反省を欠いた教育行政による一方的な権利関係の変更などの事態も相次ぎました。こうし

た推移を整理した改訂版をめざして準備をすすめてきましたが、今日段階で「４訂版の発行」に至っていま

せん。 

 一方、競争、管理、統制の動きは急速に強まり、病休者や若年退職者の急増など学校と教育の困難をいっ

そう深刻なものにしています。全教広島にも、「病気で休まざるを得なくなった」「休職からの職場復帰の留

意事項」など多方面からの質問が相次いでいます。「教職員の権利」「休暇のとり方」などをテーマにした職

場や地域の学習も、その必要に応じるように増加傾向にあります。 

 そのため、全体としての権利関係の資料整理をすすめながら、当面必要とされている最小限の内容を整理

する必要から２００３年秋に「ミニ権利パンフ」を発行しました。今回は、その後の権利関係の変遷を踏ま

えた「改定」版として職場にお届けすることとし、事務職員部の仲間を中心にした検討委員会を設置して準

備をすすめてきました。全教広島への相談事例なども考慮して、休暇の制度、病気のときの対応、介護休暇

など具体の状況に対応した内容で整理しました。また、職場での使いやすさも考慮して、県教委が整理して

いる「休暇制度Ｑ＆Ａ」も積極的に取り入れた内容にしています。 

 教職員が、健康で、安心して、いきいきと働き続けることができる職場は、子どもたちの人間らしい成長

と発達を保障する学校の最低限の条件です。簡単なパンフではありますが、こうした営みの一助になれば幸

いです。 
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 この条例の規定のように、職員には、｢有給｣ による休暇が与えられます。大きく分けて ｢年次

有給休暇｣ (年休) と ｢特別休暇｣ (特休) および ｢介護休暇｣ となります。95 年度より新設された

介護休暇 (以前は、家族看護欠勤) は、 ｢給与減額｣となりますが、年休・特休は、｢有給｣ です。 

(介護休暇の賃金保障については、別項を参照) 「年休」は、実質的な届出によって効力を発生し、 

｢何のために……｣ という理由は一切問われません。これに対して、「特休」は一定の条件の下で所

属長 (校長) の承認によって効力を発生するという違いがあります。とはいえ、特休についても、

条件さえ整えば校長の恣意的な判断で左右されるものではありません。 

 

 

 年次有給休暇は勤続年数に応じた日数が付与されるのが労基法の規定ですが、公務員の場合は、

１年以上の勤続者にはすべて 20 日間の年休を保障しています。新採用者は、採用の月によって次

のような付与日数になっています。 

採用月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

そ の 年

の年休 

２０ 

日 

１８ 

日 

１７ 

日 

１５ 

日 

１３ 

日 

１２ 

日 

１０ 

日 

８ 

日 

７ 

日 

５ 

日 

３ 

日 

２ 

日 

＊ 国や他の地方自治体から引き続き広島県費の教職員として採用された場合には、採用月とは

無関係に、該当者が受け取ることができた年休日数が確保されます。この制度は、組合の休

職専従者についても準用されることになっています。 
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 年休は、１日または１時間を単位にとることができます。時間は積算し、７時間４５分で１日と

なります。（’09 年までは８時間で 1 日）勤務終了までの時間年休などの際には、注意が必要です。

「うちの学校で時間年休をとる時には、○時○分で勤務終了」とみんながわかるように年度当初の

勤務時間交渉などで確認し、周知させることが重要です。 
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 広島県の年休の制度は、暦年 (１月から 12 月までを単位にする) になっています。12 月末の時

点で、その年の年休日数が残っている場合は、勤務年数に関係なく、最大 20 日を限度として次の

年に繰り越すことができます。従来あった ｢８割出勤の要件｣ は、92 確定で撤廃され、特に育児休

業あけの仲間から喜ばれています。 
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 第 11 条（休暇の種類）  

  職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇及び介護休暇とする。  
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  年次有給休暇は、労働基準法によって、すべての労働者に保障されている権利です。 

臨時的任用の場合には、任用月数によって付与される年次有給休暇が決まります。非 

常勤講師の方は、週当たりの労働日で決まります。詳しくは別項で。 

 

◇年休の時間換算について 

時間で年休を取得する場合、7 時間 45 分で１日と換算するため、日に換算すると下表のように 

なります。取得日数が 20 日を超えた場合の繰り越しは分単位まで行います。 

1 0 1 0 53 6 6 30 105 13 4 15
2 0 2 0 54 6 7 30 106 13 5 15
3 0 3 0 55 7 0 45 107 13 6 15
4 0 4 0 56 7 1 45 108 13 7 15
5 0 5 0 57 7 2 45 109 14 0 30
6 0 6 0 58 7 3 45 110 14 1 30
7 0 7 0 59 7 4 45 111 14 2 30
8 1 0 15 60 7 5 45 112 14 3 30
9 1 1 15 61 7 6 45 113 14 4 30
10 1 2 15 62 8 0 0 114 14 5 30
11 1 3 15 63 8 1 0 115 14 6 30
12 1 4 15 64 8 2 0 116 14 7 30
13 1 5 15 65 8 3 0 117 15 0 45
14 1 6 15 66 8 4 0 118 15 1 45
15 1 7 15 67 8 5 0 119 15 2 45
16 2 0 30 68 8 6 0 120 15 3 45
17 2 1 30 69 8 7 0 121 15 4 45
18 2 2 30 70 9 0 15 122 15 5 45
19 2 3 30 71 9 1 15 123 15 6 45
20 2 4 30 72 9 2 15 124 16 0 0
21 2 5 30 73 9 3 15 125 16 1 0
22 2 6 30 74 9 4 15 126 16 2 0
23 2 7 30 75 9 5 15 127 16 3 0
24 3 0 45 76 9 6 15 128 16 4 0
25 3 1 45 77 9 7 15 129 16 5 0
26 3 2 45 78 10 0 30 130 16 6 0
27 3 3 45 79 10 1 30 131 16 7 0
28 3 4 45 80 10 2 30 132 17 0 15
29 3 5 45 81 10 3 30 133 17 1 15
30 3 6 45 82 10 4 30 134 17 2 15
31 4 0 0 83 10 5 30 135 17 3 15
32 4 1 0 84 10 6 30 136 17 4 15
33 4 2 0 85 10 7 30 137 17 5 15
34 4 3 0 86 11 0 45 138 17 6 15
35 4 4 0 87 11 1 45 139 17 7 15
36 4 5 0 88 11 2 45 140 18 0 30
37 4 6 0 89 11 3 45 141 18 1 30
38 4 7 0 90 11 4 45 142 18 2 30
39 5 0 15 91 11 5 45 143 18 3 30
40 5 1 15 92 11 6 45 144 18 4 30
41 5 2 15 93 12 0 0 145 18 5 30
42 5 3 15 94 12 1 0 146 18 6 30
43 5 4 15 95 12 2 0 147 18 7 30
44 5 5 15 96 12 3 0 148 19 0 45
45 5 6 15 97 12 4 0 149 19 1 45
46 5 7 15 98 12 5 0 150 19 2 45
47 6 0 30 99 12 6 0 151 19 3 45
48 6 1 30 100 12 7 0 152 19 4 45
49 6 2 30 101 13 0 15 153 19 5 45
50 6 3 30 102 13 1 15 154 19 6 45
51 6 4 30 103 13 2 15 155 20 0 0
52 6 5 30 104 13 3 15 156 20 1 0  
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 年休は、届出だけで効果を発生します。その場合、理由を明記する必要はありませんし、口頭で

も告げる必要はありません。これは、次の判例からも明らかです。 
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 時々 ｢この年休は別の日にするように｣ と校長が言ったというケースがあります。確かに、労基

法には、 ｢事業の正常な運営を妨げる場合においては｣ 時季変更ができると定められています。し

かし、裁判などの方向は、この時季変更権 (届け出られた年休を他の日時に変更すること) をでき

る限り狭く解釈しようとしています。 

 次の判例は、教職員の年休申請と校長の時季変更が争われたケースですが、明確な結論となって

います。この判例からも、年休は、働く者がその必要に応じて自由に取得できる権利であることが

わかります。ちなみに、県教委は、教職員の１／３ が欠けるかどうかを ｢正常な運営を妨げるか

どうかの分かれめ｣ との見解をとっています。 
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【判例】白石営林署・国鉄郡山工場事件  昭 48. 3. 2  最高裁第２小法廷  

 年次有給休暇の権利は、労基法 39 条１・２項の要件充足により法律上当然に生

ずるもので同３項の  ｢請求｣ とは、休暇の時季の指定を意味する。労働者が休暇の

始期と終期を特定して時季の指定をすれば、使用者が３項但書による時季変更権を

行使しないかぎり、右指定によって年次有給休暇が成立し、就労義務が消滅する。

年次休暇の目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するか

は、使用者の干渉を許さない労働者の自由である。  

  (注：ここでいう  ｢３項｣ は  ｢改正｣ 労基法の  ｢４項｣ のこと ) 

  

Ṍ ‚–΅―” Ṍ  

【判例】北教組夕張南高校事件 昭 61.12.18 最高裁第１小法廷  

  〇〇が行使した年休権に対し校長が行った時季変更権の行使は労基法３９条第３

項但書所定の事業の正常な運営を妨げる事情は見られない。 (注：ここでいう  ｢３項｣ 

は  ｢改正｣ 労基法の  ｢４項｣のこと ) 

 ａ．労働者が年休の時季指定をしたときは、使用者において当該時季に代替要員を確

保したり、労働者の配置を変更したりして事業の正常な運営を確保するための可

能な限りの手だてを講じたにも拘らずなお事業の正常な運営が阻害されると判断

されるときに、はじめて時季変更権行使のための客観的要件である  『事業の正常

な運営を妨げる』 事情が存在することになるというべきであって、それらの努力

を傾けることなくただ漫然と時季変更権を行使することは許されない。  

 ｂ．原告らは、年休中の授業についても十分な手当をしていたこと。  

 ｃ．年休中の授業が欠けるとしても、その後の年間授業計画の中で、欠けた授業の回

復は可能であること。  

 ( Ὸ⁮” ᾿ „ ” ₀ ‼

‴ ‍) 
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 任用される期間に応じて、下の表のように付与されます。1986 年４月から実現したもので、それ

までは２か月の任用期間について１日だけというひどいものでした。当時の広島市教組（全教）や 

｢臨採・講師の会｣ の運動の大きな成果でした。 

月 数 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10 月 11 月 12 月 

期間内 

の年休 

２ 

日 

３ 

日 

５ 

日 

７ 

日 

８ 

日 

１０ 

日 

１２ 

日 

１３ 

日 

１５ 

日 

１７ 

日 

１８ 

日 

２０ 

日 

 

・任用期間に端数がある場合には、１月とみなします。 

・任用が更新された場合には、更新後の通算任用月数によって付与される年休が決まります。更新

前に消化した日数を減じた日数が通算付与日数となります。 

・通算任用日数が１２月を超える場合には、最初の任用日から起算して１２月を超えることとなる

日の前日までで計算します。以後は１２月経過後に新たに任用されたとみなして付与日数が決ま

ります。１２月までに残日数がある場合には、繰り越しが可能です。 

・臨時的任用から引き続き正規任用になった場合には、直前の任用期間に付与されている日数を加算し

て付与日数が決まります。 

一方、 ここ数年、県教委施策によって急増している非常勤講師の先生たちについては、年休は認

められていませんでした。全教広島は、繰り返し ｢年休の制度化｣ を求めてきましたが、県費によ

る非常勤講師については、 '94 年４月の労働基準法改正を機に実現することとなりました。継続任

用の年数と週の労働日数によって、下表のようになります。 

県内に多数存在する市町村費の非常勤講師の方については、任命権者である市町によって相当の

バラツキがあり、年休についてもすべて認められているという状況ではありません。 
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（１） 年次有給休暇は、１会計年度につき、勤続年数・週あたりの勤務日数の区分に沿った日数が

付与されます。 

 

週所定の

勤務日数 

 継  続  勤 務  年  数  

委嘱 

年度 

２年

度目 

３年

度目 

４年

度目 

５年 

度目 

６ 年

度目 

７ 年

度目 

８ 年

度目 

９ 年

度目 

10 年

度目 

11 年

度～ 

５日以上 15 日 15 日  15 日  15 日  16 日 18 日 20 日 20 日  20 日  20 日  20 日  

４ 日 12 日 12 日  12 日  12 日  12 日  13 日 15 日  15 日  15 日  15 日  15 日  

３ 日 ９日 ９日  ９日  ９日  ９日  10 日 11 日 11 日  11 日  11 日  11 日  

２ 日 ６日 ６日  ６日  ６日  ６日  ６日  ７日 ７日  ７日  ７日  ７日  

１ 日 ３日 ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  ３日  

 

（２） 年度の途中で任用された非常勤講師については、その年度については、委嘱月数に応じた日

数が付与されます。端数は１月とみなします。詳細は、全教広島に問い合わせてください。 

（３） 年度末で、年次休暇に残がある場合は、「週所定の勤務日数」と継続勤務年数に応じた「限

度日数」までは、翌年度に繰り越すことができます。詳細は全教広島に問い合わせてくださ

い。 
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 様々な休暇の中で私たちが最も使用しやすい「年次有給休暇」ですが、それだけに知っておきたいこ

とが多くあります。県教委作成「休暇制度のＱ＆Ａ」ではどのように整理されているのでしょうか。い

くつかのＱ＆A を抜粋して引用してみます。 

 

 

 

A １ 年次有給休暇は届出事由を問わないものであるから、それが他の特別休暇の承認事由に該当するもの

であっても、使用後においては、特別休暇に振り替えることはできない。 

 

 

 

A２ 実質的な使用時間は１０分であるが、年次有給休暇の最小付不単位は 1 時間であるため（勤務時間等

規則第 9 条第 1 項）、1 時間使用したこととなる。 

 

 

 

 

 

A３ 12 ：15 ～13 ：00 の休憩時間（45 分）は、勤務時間から除外されている時間であり、年次有給休

暇の対象とはならない。したがって、10 ：00 から 14 ：00 までの年次有給休暇の実使用時間は、3 時

間 15 分であるが、年次有給休暇の最小付不単位は 1 時間であるため、この場合も使用時間は、4 時間

となる。 

 

 

 

A４ 休憩時間を挟む場合を除き、連続しない年次有給休暇は、使用時点ごとに整理する。 

   したがって、本事例の場合は、各 1 時間で、合計２時間使用したことになる。 

     8 ：30  ～ 9 ：00  → 1 時間 

    15 ：45 ～ 16 ：15  → 1 時間 

 

 

 

 

A５ 休職期間、専従許可期間等についても、職員として在籍しているものであり、１暦年において 20 日   

  の年次有給休暇は他の職員と同様に付不されており、休職等から復帰した職員は、その１暦年の残余 

  期間内において、20 日以内（繰り越し日数があればそれも加える。）の年次有給休暇の使用が可能で 

ある。 

 

Ｑ１ 年次有給休暇として届出がなされて成立し、既に使用した日について、事後において、他

の特別休暇（例えば病気休暇）に振り返ることはできるか。 

Ｑ２ 8 ：30 から 8 ：40 まで年次有給休暇を使用したい場合、使用時間は何時間になるのか。 

Ｑ３ 10 ：00 から 14 ：00 まで年次有給休暇を使用したい場合、使用時間は何時間になるの

か。 

（休憩時間 12 ：15 ～13 ：00 の場合） 

Ｑ４ 8 ：30 ～9 ：00 、15 ：45 ～16 ：15 というように、同一日に 2 回年次有給休暇を使用

したい場合、当日は合計年時間の年次有給休暇を使用したことになるのか。 

Ｑ５ 休職から年の中途で復職した職員のその年における年次有給休暇の付不日数は何日か。 
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 公務員の仕事と位置付けが、住民に対する全体の奉仕者である性格から規定されている条文です。

この条文を盾に、正当な職場での組合活動を妨害する動きも一部には見られますが、その趣旨を曲

解しているというべきです。 

 また、この職務専念義務は、条例などの定めに応じて免除され、一般的には給料の減額がありま

せん。現在、規定されている職務専念義務の免除 (職専免) には次のようなものがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 以上の規定などによって、次のような場合が職専免の対象となります。 

    （１）研修…………任命権者が計画する研修に参加する場合はもちろん、通常の勤務時間であっ

ても校長が授業に支障がないと認めたときに勤務場所を離れて行う長期休業中などの研

修もこの扱いになるとされています。しかし、「研究と修養」（＝研修）は教職員の責務

であり、勤務そのものです。全教広島は、任命権者による研修も含めて、「職専免」では

なく「勤務」として扱うべきだと考えています。 

 （２）厚生計画……共済組合が行う人間ドック、骨密度検査や脳ドックなど各種の器官別検診等

がこれに該当します。なお、定期の健康診断によって ｢要精密検査｣ などの診断が行わ

れた場合の再検査は、03 年４月から「職専免又は出張」の扱いで処理されることになっ

ています。 

 （３）交渉…………教職員組合と対応する当局との交渉が該当します。これには、県教委だけで

なく、教育事務所や地教委、勤務時間等についての校長交渉も当然含みます。職場での

交渉を「勤務時間終了後」と強調する管理職もいますが、誤りです。 

 （４）その他………他校での校内研修に講師として参加する場合や人事委員会への措置要求での

審理に参加する場合、不利益処分での審査に出席する場合、職務に関連した試験や講習
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 第 35 条  (職務に専念する義務 ) 

 職員は、法律又は条例に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注

意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務

にのみ従事しなければならない。  
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 第２条  (職務に関する義務の免除 ) 

 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を

受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。  

 一 研修を受ける場合  

 二 厚生に関する計画の実施に参加する場合  

 三 前２号に規定する場合を除く外、人事委員会が定める場合  
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 第２条  (職員団体のための職員の行為の制限の特例 ) 

 職員は、次の各号に掲げる場合、又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためそ

の業務を行い、又は活動することができる。  

一 法第 55 条第８項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合  

              以 下 略  

 



を受ける場合などが該当します。 

      最近では、検察審査会議に出席する職員について職務専念義務が免除される通知が出

されています。また、妊娠中の職員が母体と胎児を守るために必要な「休息、補食」を

とる時間も職専免の扱いで認められます。 

以上を整理すると次のようになります。 

΅⁶΅⁶ 
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出 勤

簿 

の 表

示 

区分 事由 期間 

 

  

 

 厚 

 

 

 生 

リフレッシュ 

厚生計画 

各年度の４月１日現在において満４０

歳、５０歳である職員の健康保持及び

元気回復を図る。 

各年度の４月１日～３月３１日の間に

原則として連続する３日以内。 

 ＊翌年度に限り繰り越しＯＫ。 

夏季厚生計画  ７月１日～９月３０日の間に２日。 

人間ドック等 

厚生計画 

共済組合が行う人間ドック・胃検診・

各種器官別検診を受ける。 

その都度、必要と認める日または時間 

（再検査の場合は「厚生」、治療行為を

伴う場合は「病休」です） 

風疹抗体検査 ４０歳未満の女性教職員が風疹抗体検

査を受ける。 

４月１日～６月３０日までの間、風疹

抗体検査をするために必要な期間。 

特定保健指導 共済組合又は全国健康保険協会管掌健

康保険の保険者が行う特定保健保険指

導を受ける。 

定期健康診断、人間ドック又は全国健

康保険協会管掌健康保険生活習慣予防

検診の結果に基づく特定保健指導を受

ける。 

指導を受けるために必要な時間 

（移動に要するために必要な時間を含

む） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生、職免は、「休

暇、職務専念義務免

除簿」に記入しま

す。 
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出 勤

簿 

の 表

示 

区分 事由 期間 

 

  

 

 職 

 

 

 免 

 

 

 

 

 

 

 

 

 職 

 

 

 免 

 

骨髄バンク登

録 

財団法人骨髄移植推進事業団が実施す

る骨髄バンク登録その他骨髄提供に関

する一連の手続き 

必要と認める日または時間 

献血事業協力 日本赤十字社が実施する献血事業 必要と認める日または時間 

原爆被爆者二

世の健康診断

の 

受診 

 

（１）厚生労働省が都道府県、広島市

及び長崎市に委託して実施する原爆被

爆者二世の健康新診断を受診する場合 

（２）財団法人放射線影響研究所が実

施する被爆二世健康影響調査に係る健

康診断を受診する場合 

この健康診断を受診するのに必要と認

める日または時間 

（１）の場合 

 「 厚 健康診断受診」と記載 

（２）の場合 

 「 放 健康診断受診」と記載 

国体の大会 

役員・競技役員 

国民体育大会の大会役員または競技役

員として業務に従事する 

必要と認める期間。 

 

妊娠中の女子

職員捕食・休憩 

妊娠中の女子職員が請求した場合にお

いて、そのものの業務が母体または胎

児の健康保持に影響があると認められ

るときは、当該職員が適宜休憩し、ま

たは捕食するために必要な時間。 

当該職員が適宜休息しまたは捕食する

ために必要な時間。 

＊あらかじめ包括的に承認申請する。 

（出勤簿への記載は不要） 

定期健康診断

の再検査 

校内定期健康診断で再検査が必要とさ

れた場合。 

必要と認める日または時間。 

＊免除の期間は最大１日、１回限り。 

人間ドック等

の再検査 

共済組合が行う人間ドック（指定年

齢・一般希望）・各種器官別検診で再検

査が必要とされた場合。 

必要と認める日または時間。 

＊免除の期間は最大１日、１回限り。 

 

 

 

 

 

       事  由 

服務上の取り扱い 

校内で行う一般

定期健康診断、

ＶＤＴ作業従事

者検診ほか 

公立学校共済組合等が行ってい

る健康診断、人間ドック（指定

年齢、一般希望）、器官別検診 

 指定された日に受診  

公  務 

厚 生 

次の理由で受診できな

かったために代替日に

受診 

出張・公務による都

合 

 

年次有給休暇 

総合判定が「要再検査」以

上の場合 

再検査等受診の場合 職 免 職 免 

治療行為を行う場合 病気休暇 病気休暇 
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出勤簿 

の表示 
区分 事由 期間 

 

研修 

研修 

（教育公務員特例法第２２条第

２、３項の規定による研修をいう） 

校長の承認を受けて、研

修等を行う場合 

認定講習に参加する場合 

必要と認める日また

は時間 

 

Ṳ ” ‗ ”  

 行政的には、「教職員（＝特に、教員）」の研修は、上記のような整理をされていますが、全教広島はこの法解釈は誤り

を含んだものとして、地教委への申し入れなどに取り組んでいます。その基本は次のようなものです。 

（１）教育公務員特例法第２２条第２項が規定する研修は、「職務としての研修」を定めているものであり、職務専念義

務免除の扱いではない。職務専念義務が免除されて「職務遂行上の義務」としての研修という矛盾を克服すべき。出勤

簿上の整理は、「普通研修」で足り、研修簿に適正な記載が行われるべきことは当然。 

＊教育公務員特例法の施行に関わる文部事務次官通達（昭和２４年２月５日付、発学第４６号） 

「……なお、教育公務員特例法第２２条の規定による研修の場合は、当然職務とみるべきである…」 

（２）教職員の申し出による自主的な研修は、その内容の厳正・適正を確保しつつも、「職務としての研修」として取り

扱われるべきで、積極的に推奨される性格を持っている。 

（３）教育公務員特例法第２２条の「勤務場所を離れて研修が行うことができる」との規定を生かした対応が行われる必

要がある。この際、「研修は休暇ではない」ことを明確にすることが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ”   

 形式的には、所属長 (校長) の承認を必要としますが、その恣意的な運用が認められるものでは

なく、休暇の性格上、明らかに教職員の権利と言うべきものです。 
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感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律 (平成

１０年法律第１１４号 )による交

通遮断  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

長 期 間 と な っ た 場 合

は日及び時間（分）を

単位  

とする  

・感染症新法による一類感染症

が対象。 

・職員が感染症にかかり、勤務

できない場合は、病休扱いとな

る。 

  

風水震火災その他の非常災害に

よる交通遮断  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

 

  

  風水震火災その他の天災地変に

より次のいずれかに該当する場合

その他これらに準ずる場合で、職

員が勤務しないことが相当である

と認められるとき  

 イ  職員の現住居が滅失し、又は

損壊した場合で、当該職員がその

復旧作業等を行い、又は一時的に

避難しているとき  

 ロ  職員及び当該職員と同一の世

帯に属する者の生活に必要な水、

食料等が著しく不足している場合

で、当該職員以外にはそれらの確

保を行うことができないとき  

１ 週 間 を 超 え な い 範

囲 内 に お い て そ の 都

度必要と認める期間  

「これらに準ずる場合」とは、

例えば、地震、水害、火災その

他の災害により単身赴任手当

の支給に係る配偶者等の現住

居が滅失し、又は破壊した場合

で、当該単身赴任手当の支給を

受けている職員がその復旧作

業を行うときをいう。 

 

現に居住している実態がない

場合は認められない。 

ϷƲὕὤǱǰǶʥ֯  

  

  その他交通機関の事故等の不可

抗力による場合  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

交通渋滞の場合でも、渋滞が日

常化しており、遅延が予見可能

な場合は認められない。 
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₀ › 証̓人、鑑定人、

参考人として国会、裁判所、地方

公共団体の議会その他の官公署へ

の出頭  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

出頭の必要性が本人に起因す

る場合や個人的な権利行使と

しての場合は認められない。

（民事・刑事事件の原告・被告

となる場合、刑事事件の被疑者

として事情聴取を受ける場合

など） 

  

  選挙権その他公民としての権利

の行使  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

  

 所轄庁の事務又は事業の運営上の

必要に基づく事務又は事業の全部又

は一部の停止  

そ の 都 度 必 要 と 認 め

る時間（「分」単位）  

 

  

  負傷又は疾病 (予防注射又は予

防接種による著しい発熱等の場合

を含む。 ) 

 

医師の証明等に基づい

て最小限度必要と認め

る日または時間 

給料の１０割支給は 

一般疾病  ９０日まで 

精神疾患 １８０日まで 

結核性疾患  １年まで 

（「病休」の項３４参照） 

  

  職員の出産  

 （出産の定義 

＝妊娠満１２週以上の分娩） 

出 産 予 定 日 の 八 週 間 (多 胎

妊娠の場合は 14 週間 )前の

日 か ら 出 産 の 日 後 ８ 週 間

(出 産 の 日 以 前 の 期 間 が ６

週間に満たないこととなっ

た場合にあっては、その満

たない期間を８週間に加算

し た 期 間 )を 経 過 す る 日 ま

での期間内において必要と

認める期間  

次の点に留意 

① 出産の定義 

② 出産予定日 

・確認資料 

・予定日の変更 

③ 産後期間 

・産後６週間については、

絶対就労禁止期間。 

④ 産前の期間の通算 

（Ｐ．４４参照） 

  

  妊娠中の女 子職 員が妊娠

に起因する障害 (つわり又は

悪阻 )により勤務することが

困難と認められる場合  

 

１４日を超えない範囲内に

おいて必要と認める日又は

時間  

時間単位で取得した場合は７

時間４５分をもって１日に換

算する。 

（Ｐ．５３参照） 

  

  妊娠中の女 子職 員が請求

した場合において、当該職員

が通勤に利用する交 通機関

内又は原動機付の交 通用具

正規の勤務時間の始め又は

終わりに、１日を通じて１

時間を超えない範囲内で必

要と認める時間  

・「原動機付の交通用具」 

 自動車及び原動機付自転車

をいう。 

・「混雑の程度」 

 社会通念により判断する（交



(人事委員会が定めるものに

限る。 )による通勤経路の混

雑の程度が母体又は 胎児の

健康保持に影響があ ると認

められる場合  

通機関…利用時間帯に通常座

れるかどうか。交通用具…利用

時間帯において通常に比べ交

通量が多いかどうか） 

・「支障の程度」 

 医師による一定の指導がな

されている事実で足りる。 

（Ｐ．４８、５３参照） 

  

  配偶者の出産  

配偶者の出産予定日の前日

から出産の日以後２週間を

経過する日までの期間内に

おいて３日を超えない範囲

内  

・「出産」の定義については「出産

休暇（９号）」と同じ。 

時間で取得した場合は７時４

５間をもって１日に換算する。 

１３  男性職員の育児参加休

暇  

  職 員の配偶者の産前産後

の期間において、出産に係る

子又は小学校就学の始期に

達するまでの子を  

 養育する場合  

配偶者の出産予定日の８週

間の期間（多胎妊娠の場合

は１４週間）前の日から出

産の日後８週間（出産の日

以前の期間が 6 週間に満た

ないこととなった場合にあ

っては、その満たない期間

を８週間に加算した期間）

を経過する日までの期間内

で ５ 日 を こ え な い 範 囲 内

で、必要とする日又は時間  

時間で取得した場合は７時間

４５分をもって１日に換算す

る。 

  

  職員の生後 満 １ 年３月に

達しない生児の養育 (男子職

員にあっては、その配偶者が

当該生児を養育でき る場合

を除く。 ) 

１日２回、それぞれ 45 分が

原則。  

※ 60 分と 30 分に分けて、あ

るいは１時間 30 分まとめ

て、いずれも可。  

・職員の育児時間＋職員の配偶

者の育児時間≦90 分 

・育児時間＋部分休業≦120 分

（職員と配偶者の時間帯が重

ならなければ、いずれも 120

分まで請求可） 
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  配偶者、父母、配偶者の父母

又は子（配偶者の子を含む）の

看護(負傷し、又は疾病にか

かったそ の子の 世話 を行う

ことをいう。)を行う職員が、

当該職員 以外に 看護 者がい

ないため（中学校就学の始期

に達する までの 子を 養育す

る場合にあっては、当該子の

看護のため）勤務しないこと

が相当で あると 認め られる

場合  

１の年において５日の範囲

内で必要と認める日又は時

間  

（中学校就学の始期に達す

るまでの子を２人以上養育

する場合は、５日をその子

の 看 護 の た め に 加 え た 期

間。）  

・時間で取得する場合は７時間

４５分をもって１日とする。 

・中学校就学の始期に達する

までの子を養育する 場合に

あっては、疾病の予防を図る

ためにその子に予防 接種も

しくは健康診断を受 けさせ

る場合も取得可能。  

  

 重度の負傷、疾病又は老齢に

より、日常生活を営むのに支

障がある者（要介護者）の介

護その他の次に揚げる世話

を行う職員が、その世話をす

るため勤務しないことが相

当であると認められる場合  

 ①要介護者の介護  

 ② 要介護者の通院の付き添

い、要介護者が介護サービス

の提供をうけるために必要

な手続の代行その他の要介

護者の必要な世話  

(右に掲げる親族に限る。 )  

 

対象となる者１人につき５

日（要介護者が２人以上の

場合にあっては、１０日）

を超えない範囲内で必要と

認める日又は時間  

・時間で取得する場合は７時間

４５分をもって１日とする。 

※「要介護者の状態等申出書」

の提出が必要。 

〔要介護者の範囲〕 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある

者も含む。以下、この項について同じ）、   

父母、子、配偶者の父母その他、次にあたる者 

①  ２親等以内の親族 

②  配偶者の父母の配偶者で職員と同居しているもの  

（無給の介護休暇と同一）  

  

  女子職員の生理  

２日を超えない範囲内に

おいてその都度必要と認

める期間  

 １回の生理につき、２日以内と

いう意味であり、同一月に２日以

内ということではない 

  

  職員の結婚  

７日を超えない範囲内に

おいてあらかじめ必要と

認める期間  

 



  

  原子爆弾被 爆者 に対する

援護に関する法律 (平成６年

法律第１１７号 )による健康

診断  

 

その都度必要と認める日

又は時間  

・対象となる職員 

ア 原子爆弾被爆 者 に対する

援護に関する法律第１１条

第１項の認定を  

受けた職員…「医療特別手当」

の証書で確認  

イ 原子爆弾被爆者に対する

援護に関する法律第２７条

第２項の認定を受けた職員

…「健康管理手当」の証書で

確認  

  

  原子爆弾被 爆者 に対する

援護に関する法律第 １１条

第１項又は第２７条 第２項

の認定を受けた職員が、その

健康の保持を図るた め必要

な保養をする場合  

年間６日を超えない範囲

内において必要と認める

日  

  

  母子保健法 (昭和４０年法

律第１４１号 )第１０条又は

第１３条の規定によ る妊娠

中又は出産後１年以 内の女

子職員の受ける保健 指導又

は健康診査  

 

妊娠 23 週 (第６月末 )までは４週間に１回、妊娠 24 週 (第

７月 )から妊娠 35 週 (第９月末 )までは２週間に１回、妊娠

36 週 (第 10 月 )から出産までは１週間に１回、出産後１年

まではその間に１回 (医師等の特別の指示があった場合に

は、いずれの期間についてもその指示された回数 )とし、

その都度必要と認める日又は時間  （Ｐ４９参照）  

 

  

  父母、配偶者及び子の祭日  

 

 

慣習上最小限度必要と認

める期間  

 

「父母」…配偶者の父母は該当し

ない 

 ” ᾿ ”‍‼” 

 

  職員の親族 (右に掲げる親

族に限る。 )が死亡した場合

で、職員が葬儀、服喪その他

の親族の死亡に伴い 必要と

認められる行事等の ため勤

務しないことが相当 である

と認められるとき  

別に定める期間内において、必要と定める期間 

【別表】 

7 3

5 1

3 1

1

1 1

10

①   生計を一にする姻族の場
合は血族に準ずる

②   いわゆる代襲相続に場合
において祭具等の継承を受け
た者は、父母及び子の血族に
準ずる

③   遠隔地の場合は実際に要
した往復日数を加算する

 



  

  職員が夏季 にお ける盆等

の諸行事、心身の健康の維持

及び増進又は家庭生 活の充

実のため勤務しない ことが

相当であると認めら れる場

合  

１の年の７月から９月の

期間内における、週休日、

休日及び代休日を除いて

原則として連続する３日

の範囲内の期間 (再任用短

時 間 勤 務 職 員 に あ っ て

は、その者の勤務時間等

を考慮し、人事委員会が

別に定める日数 )   

 

「原則として連続する３日」…連

続取得が趣旨であるが、「特に必

要があると認められる場合」は、

１日単位で分割取得も可能。 

 

 

 

 

 

 ∑≤└Ω₉₈  

  職員が自発的に、かつ、報

酬を得 ない で次 に掲 げる社

会に貢献する活動 (専ら親族

に対す る支 援と なる 活動を

除く。 )を行う場合で、その

勤務し ない こと が相 当であ

ると認められるとき  

イ 地震、暴風雤、噴火等によ

り相当規模の災害が発生し

た被災地又はその周辺の地

域における生活関連物資の

配布その他の被災者を支援

する活動  

ロ 身体障害者療護施設、特別

養護老人ホームその他の主

として身体上若しくは精神

上の障害がある者又は負傷

し、若しくは疾病にかかった

者に対して必要な措置を講

ずることを目的とする施設

であって人事委員会が定め

るものにおける活動  

ハ  イ及びロに掲げる活動の

ほか、身体上若しくは精神上

の障害、負傷又は疾病により

常態として日常生活を営む

のに支障がある者の介護そ

の他の日常生活を支援する

活動  

１の年において５日の範

囲内の期間  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災の被災状況を受け、 

｢公的な団体等からの依頼を受け

て、現地で被災者支援活動を行うた

めに必要と認められる期間(10 日

間)｣のうち、このボランティア休暇

の残日数を超える期間の職免の取

扱いが 2011 年 4 月 20 日施行され

ました。（現地からの復路において、

天災その他やむを得ないと認めら

れる事情により帰着が遅延する場

合は、10 日を超えて必要な期間） 



   

 ​” ”  

  その他法令 によ って特に

勤務しないことが認 められ

ている場合及び人事 委員会

が特に必要と認めた場合  

その都度必要と認める期

間  

 

 

 

ṻ​” ” 26 ……25 号までに規定されている休暇のほか、法令の規定や社会的な必要性から

人事委員会が特に必要と認めることによって生じる休暇です。県教委作成「休暇制度のＱ＆Ａ」では次の

ように整理されています。 

（２６） その他の特別休暇 

ア 本号の休暇は，前記２５種類の休暇の外，法令の規定により，あるいは社会的な必要性によって人事

委員会が特に必要と認めることにより，付与される休暇である。 

 

イ 昭和 4７年 9 月２９日付けで行われた「職員の給与の支給に関する規則」の改正により，職務専念義

務免除制度が原則として有給とされたため，研修に該当するもの，厚生計画の実施に係るものなどを中

心に，それまで本号によって承認されていたケースの大部分については，職務専念義務免除により対応

するところとなった。 

したがって，現在，本号が適用される休暇は，職専免の範疇外の，限られたもののみとなっている。 

 

ウ 本号の休暇のうち，法令により認められた休暇として，現在実効を有しているのは，次の１件だけで

ある。 

市町村の非常勤の消防団員としての職を兼ねている職員が，災害出動，訓練等の消防団活

動を行うのに必要な期間 

 

エ 人事委員会の承認によって付与された休暇のうち，包括承認されているものとしては，次のようなも

のがある。 



 

オ Q&A  

 

  Q1  臨時的任用職員が、教員採用候補者選考試験又は育休任期付職員採用選考試験を受験する 

場合の服務の取扱はどうか。 

 

  A1  年次有給休暇によることとなる。 

 

 

 

（ア）大学通信教育の短期面接授業（スクーリング）を受ける場合 

（遠隔地の場合，往復に要する期間も加算できる。） 

（イ） 国民体育大会に係る次の場合 

   ① 本大会に役員，監督，コーチ又は選手として参加する場合（この場合の監督又はコーチとは，財

団法人広島県体育協会会長又は各競技団体の長から委嘱又は要請を受けた者に限る。②及び③につ

いても同じ。） 

   ② 結団式に役員，監督又は選手として参加する場合 

   ③ 中国地区大会（ブロック大会）に役員，監督，コーチ又は選手として参加する場合 

（ウ） 全国障害者スポーツ大会に係る次の場合 

   ① 本大会に役員，監督，コーチ又は選手として参加する場合（この場合の監督又はコーチとは，広

島県障害者社会参加推進センター会長又は各競技団体の長から委嘱又は要請を受けた者に限る。②

及び③についても同じ。） 

   ② 結団式に役員，監督又は選手として参加する場合 

   ③ 中国地区大会（ブロック大会）に役員，監督，コーチ又は選手として参加する場合 

       注：全国障害者スポーツ大会は，平成１３年度から，全国身体障害者スポーツ大会と全国精

神薄弱者スポーツ大会が統合されて実施されている。 

（エ） 定時制・通信制高校在学者が，修学旅行，運動競技会等の学校が計画・実施する行事に参加 

する場合（1年につき７日を超えない範囲） 

（オ） 新型インフルエンザ等感染症等により出勤することが著しく困難であると認められる次の場合 

① 特別休暇として取り扱う場合 

 a 職員が免疫法第１６条第２項に規定する停留の対象となった場合 

 b 職員が感染症予防法第４４条の３第２項の規定に基づき、新型インフルエンザ等感染症にかか

っていると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から

外出しないことを求められた場合 

 （出勤することが著しく困難であると認められる場合に限る。） 

② 特別休暇の期間 

 a 免疫法による停留期間 

 b 感染症予防法による当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた期間 

（出勤することが著しく困難であると認められる期間に限る。） 

 



 また、2010 年 4 月より県費非常勤講師の特別休暇が、一部ではあるものの実現しました。 

 

ṳ ║ ”  

休暇の事由 期  間 

１ 感染症の予防及び感染症の患者に対する

医療に関する法律(平成 10 年法律第 114 号。以

下この表において「感染症予防法」という）に

よる交通遮断 

その都度認める期間 

２ 風水震火災その他の非常災害による交通

遮断 
上に同じ 

３ 風水震火災その他の天災地変により次の

いずれかに該当する場合で、非常勤講師が勤

務しないことが相当であると認められると

き 

 イ 非常勤講師の現住居が滅失し、又は損壊

した場合で、当該非常勤講師がその復旧作業

等を行い、又は一時的に避難しているとき 

 ロ 非常勤講師及び当該非常勤講師と同一

の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等

が著しく不足している場合で、当該非常勤講

師以外にはそれらの確保を行うことができ

ないとき 

１週間を超えない範囲内においてその都度必要と認める

期間 

４ その他交通機関の事故等の不可抗力によ

る場合 
その都度認める期間 

５ 裁判員（裁判員候補者、補充裁判員及び選

任予定裁判員を含む）、検察審査員（補充員を

含む）、証人、鑑定人又は参考人として国会、

裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ

の出頭 

上に同じ 

６ 選挙権その他公民としての権利の行使 上に同じ 

７ 学校の事務又は事業の運営上の必要に基

づく事務又は事業の全部又は一部の停止 
上に同じ 



８ 非常勤講師の親族（別表の親族欄に掲げる

親族に限る）が死亡した場合で、非常勤講師が

葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認

められる行事等のため勤務しないことが相当

であると認められるとき 

別に定める期間内において、必要と定める期間 

【別表】 

7 3

5 1

3 1

1

1 1

10

①   生計を一にする姻族の場
合は血族に準ずる

②   いわゆる代襲相続に場合
において祭具等の継承を受け
た者は、父母及び子の血族に
準ずる

③   遠隔地の場合は実際に要
した往復日数を加算する

 

９ 非常勤講師が免疫法（昭和26年法律第201

号）第 16 条第 2項に規定する停留の対象とな

ったとき 

免疫法による停留期間 

１０ 非常勤講師が感染症予防法第 44 条の 3

第 2項の規定に基づき、新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ等感染症

にかかっているという疑うに足りる正当な理

由のある者として、当該者の居宅又はこれに相

当する場所から外出しないことを求められた

場合および当該感染症の防止に必要な協力を

求められた場合（出勤することが著しく困難で

あると認められる場合に限る） 

感染予防法による当該者の居宅又はこれに相当する場所

から外出しないことを求められた期間および感染症の感

染防止に必要な協力を求められた期間（出勤することが著

しく困難であると認められる期間に限る） 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‚ ⁸⁴Ή ῌῸ⁮ 

 

 職場の現状から注意が必要な「特別休暇」が、県教委作成「休暇制度のＱ＆Ａ」でどのように整

理されているのでしょうか。いくつかの休暇について引用してみます。 

 

■交通遮断休暇（２号） 

ア 要 件…「風水震火災その他の非常災害による交通遮断」により，職員が勤務に就くことができない場

合 

イ 期 間…「その都度必要と認める時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 「必要と認める時間」とは，1 時間単位で承認するということか。 

Ａ１ 必要とする正確な時間（分単位）により承認するものであり，休暇簿への記載もこれによることに  

  なる。 

   したがって，他の方法により必要な時間が確認できる場合を除いては，遅延証明書等により確認す 

  べきである。 

Ｑ２ 大雪により，通常の通勤に利用している交通機関が麻痺して，午後３時頃ようやく復旧

したが，開通後の最初の電車を利用しても，出勤できるのは勤務時間終了時刻を過ぎてし

まうような状況であるため，本日は出勤できないという。 

 この場合，１日の特別休暇を承認しても差し支えないか。 

 Ａ２ 並行する他の交通機関についても運行を中止しているような事情があり，勤務時間終了時刻まで出

勤できないのであれば，その日１日について，特別休暇を承認して差し支えない。 

 

Ｑ３ 年次有給休暇を使用した旅行中に台風が襲来したため，船舶，飛行機が欠航し，年次有

給休暇の期間を過ぎても勤務に就くことができない場合，その期間について本号の休暇を

承認して差し支えないか。 

Ａ３ 交通遮断休暇は，住居から勤務公署における通勤途上において，風水震火災その他の非常災害が発

生し，現実に交通遮断等の状態に陥って勤務することができない場合に認められるものであり，年次

有給休暇を利用した私的な旅行中に交通遮断に遭い，休暇期間を過ぎても勤務することができない場

合についてまでも認めることはできない。 

 

Ｑ４ 台風の接近により，現に勤務している職員の中に，勤務終了時刻には道路の通行止めな

どにより帰宅できなくなる可能性が高くなった者がいる。 

   帰宅できるうちに当該職員を退庁させたいが，本号の休暇を承認して差し支えないか。 

Ａ４ この特別休暇は，基本的に職員が勤務に就くことができない場合を想定しているが，退庁の場合で，

交通遮断の蓋然性が極めて高いと所属長が判断した場合には，承認して差し支えない。 

   なお，この特別休暇の適用に当たっては，天気予報や道路情報等を十分把揜し，個々の職員の通勤

方法等を踏まえて承認する必要がある。 

 

 



■交通機関事故休暇（４号） 

ア 要 件…前 3 号以外の，本人の責めによらない交通機関の事故等（交通事故によるバス，列車等の遅れ，

交通ストなど）の丌可抗力により，職員が勤務に就くことができない場合 

イ 期 間…「その都度必要と認める時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 「必要と認める時間」とは，1 時間単位で承認するということか。 

 Ａ１ 必要とする正確な時間（分単位）により承認するものであり，休暇簿への記載もこれによることに

なる。 

したがって，他の方法により必要な時間が確認できる場合を除いては，遅延証明等により確認すべ

きである。 

 

Ｑ２ 交通渋滞により交通機関が遅延した場合も，本号の休暇は認められるか。 

 Ａ２ 渋滞が日常化しており，遅延が予見可能な場合は認められない。 

 

Ｑ３ 代替交通機関がある場合の取扱いはどうか。 

 Ａ３ 出勤が客観的に丌可能と認められる場合のみならず，代替交通機関の利用により出勤は可能である

が，その場合には長時間又は多額の費用を要すると認められる場合には，本人の請求により，本号の

休暇を承認して差し支えない。 

ただし，長時間又は多額の費用を要しないで，代替交通機関による出勤が可能であるにもかかわら

ず，出勤しなかった場合には，仮に出勤したとして事故等により遅れたと考えられる時間についても，

本号の休暇の対象とはならない。 

 

Ｑ４ 帰郷先から出勤する際に，交通機関の事故により遅参した場合，本号の休暇が認められ

るか。 

 Ａ４ 帰郷することが常態となっている場合には，認めて差し支えない。 

 

Ｑ５ 交通ストが予定されているとき，住居を離れて結婚式に出席し，そのために出勤できな

かったとき，本号の休暇は認められるか。 

Ａ５ その行事に参加することが社会通念上相当であり，かつ本人の相当の努カにもかかわらず，その日

に帰宅できず，翌日の交通ストにより出勤できないときは認められる。 

 

Ｑ６ 自家用車で出勤途中，車のタイヤがパンクした。 

この修理に手間取り，出勤時間に遅れることとなった。この場合，特別休暇に該当する

か。 

Ａ６ 該当しない。 

ただし，次の点に注意すること。 

「交通機関」の中にはマイカヸは含めうるが，休暇の対象となるためには，「本人の責によらない事

故等の丌可抗力」によって，職員が勤務に就くことができないことが必要である。 



これを前提に検討すると，例えば，マイカヸで通勤中に交差点で停止しているところを追突された

場合のようなケヸスであれば，「本人の責によらない事故等の丌可抗力」に該当し，休暇として承認で

きると考えられる。 

一方，タイヤのパンクは，それが本人の所有に属し，本人の支配下にあることから，本人の責によ

らないとは一般的には考えられず，これを特別休暇として承認することはできない。 

 

Ｑ７ あらかじめ始業時刻から午前１０時３０分までの年次有給休暇を届け出ていた職員が，

出勤途上，交通機関の事故等により出勤が遅れた場合，特別休暇を承認することはできる

か。 

 Ａ７ 午前１０時３０分からその職員の到着時刻までの間を特別休暇として承認して差し支えない。 

 

 

 

■官公署出頭休暇（５号） 

ア 要 件…「裁判員（裁判員候補者，補充裁判員及び選任予定裁判員を含む。），検察審査員（補充員を含

む。），証人，鑑定人又は参考人として国会，裁判所，地方公共団体の議会その他の官公署への出

頭」の場合 

イ 期 間…「その都度必要と認める時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 原告，被告等の裁判の当事者として裁判所に出頭する場合も，本号の休暇は認められる

か。 

Ａ１ 出頭の必要性が本人に起因する場合は，本号の休暇は認められないので，当事者として出頭する場

合は承認できない。 

 

Ｑ２ 地方公務員災害補償基金広島県支部審査会から職員に対し参考人として出頭し，意見陳

述するよう文書により通知があった。これを特別休暇とすることができるか。 

Ａ２ 認めて差し支えない。 

 

Ｑ３ 自宅に強盗に押し入られた職員について参考人としての事情聴取のため，警察から出頭

の要請があった場合，これを特別休暇とすることができるか。 

Ａ３ （任意の出頭要請の場合を除き，）認めて差し支えない。 

 

■公民権行使休暇（６号） 

ア 要 件.…「選挙権その他公民としての権利の行使」の場合 

イ 期 間…「その都度必要と認める時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 「選挙権その他公民としての権利の行使」として，具体的にはどのようなものがあるか。 

Ａ１ 「選挙権その他公民としての権利の行使」とは，公民に認められる国家又は地方公共団体の公務に

 



参加する権利を指すものと解され，具体的には次のようなものが挙げられる。 

① 選挙権 ② 最高裁判所裁判官の審査権 ③ 憲法改正の場合の国民投票権 

④ 地方公共団体の議員，長の解職の投票権  

⑤ 一地方公共団体のみに適用される特別法についての住民投票権 

 

Ｑ２ 投票日当日，私用により投票できない職員が，期日前投票又は丌在者投票をする場合，

本号の休暇は認められるか。 

Ａ２ 認めて差し支えない。 

ただし，期日前投票等は，一定の要件の下に認められるものであることに留意すること。 

 

 

■男性職員の育児参加休暇（１３号） 

ア 要 件…「職員の配偶者の産前産後の期間において，出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまで

の子（配偶者の子を含む。）を養育する場合」 

イ 期 間…「配偶者の出産予定日の 8 週間（多胎妊娠の場合は 14 週間）前の日から出産の日後８週間（出

産の日以前の期間が 6 週間に満たないこととなった場合にあっては、その満たない期間を８週間

に加算した期間）を経過する日までの期間内において５日を超えない範囲内で必要と認める日又

は時間」 

      ※2011 年 4 月１日に期間が拡大され、出産休暇と同じ期間になりました。 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 職員にとって初めての配偶者の出産であり，配偶者の子もいない場合，産前の期間につ

いてこの特別休暇は取徔できないのか。 

 Ａ１ 出産に係る子以外に，他に養育すべき子がいない場合は，配偶者の出産より前にこの特別休暇を取

徔することはできない。 

 

Ｑ２ この休暇を１日毎又は１時間毎に分割して取徔することは可能か。 

 Ａ２ 可能である。 

    時間を単位として取徔した場合には，７時間 45 分をもって 1 日に換算する。 

育児短時間勤務職員等のうち，勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては，勤務日ごと

の勤務時間の時間数をもって 1 日とし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては，１

日についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数をもって１日とすることになる。 

 

Ｑ３ 配偶者が在宅している場合や，既に産前休暇を取徔している場合など，出産に係る子以

外の子についても，配偶者が養育することができる状態である場合でも，この特別休暇を

取徔することができるのか。 

 Ａ３ この特別休暇は，男性職員が育児に参加することにより，出産する配偶者の負担を軽減することを

目的としている。 

    このことから，配偶者が在宅しているような場合であっても，配偶者の状況等により，職員が子を



養育する必要があり，実際に子を養育する場合にはこの特別休暇を承認して差し支えない。 

 

Ｑ４ 職員の配偶者の出産予定日や子の養育について，どのように確認するのか。 

 Ａ４ 原則として，職員の申告に基づいて承認して差し支えない。 

ただし，特に必要と認めるときは，母子手帱の写しなどの提出を求めることができる。 

 

 

■育児休暇（育児時間）（１４号） 

ア 要 件…「職員の生後満１年３月に達しない子の養育（男子職員にあっては，その配偶者が当該子を養

育できる場合を除く。）」 

○ 勤務を前提とした休暇であり，１日の全てについて勤務しなくなる場合には認められない。 

イ 期 間…「1 日 2 回，それぞれ 45 分」 

  ○ ３０分と６０分の組み合わせで１日２回としてもよい。 

  ○ また，１回にまとめて，１時間３０分を請求することもできる。 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 在宅の両親と同居している職員についても，本号の休暇は認められるか。 

 Ａ１ 生後 1 年３月に満たない子を養育していることのみが，本号の休暇の要件であり，養育の事実さえ

あれば，家族構成，勤務中の保育形態（在宅か保育所等か）を問わず認められる。 

 

Ｑ２ １日に４５分ずつで 2 回請求しようとする場合，必ずしも午前に１回，午後に 1 回とし

なくてもいいのか。（午前又は午後だけに，２回請求することはできるのか。） 

 Ａ２ 育児の実態がある限り，可能である。 

 

Ｑ３ 12:1 ５～13:OO の休憩時間を挟んで，その前後に本号の休暇を請求することは認めら

れるか。 

 Ａ３ Ｑ２と同様，育児の実態がある限り認められる。 

 

Ｑ４ 本号の休暇の請求は一定の期間まとめて行うのが妥当と思われるが，どの程度の期間を

単位として請求するのが適当か。 

 Ａ４ 個々の事例ごとに，請求のあった職員の健康状況及び家族状況を勘案して，所属長が判断する 

こととなるが，概ね 1 か月ごとに請求させ，承認するのが妥当である。 

 

Ｑ５ 夫婦がともに職員の場合，両者が同一の日に育児休暇を請求することは可能か。 

 Ａ５ 夫婦が同一の日に育児休暇の請求をすることは可能であるが，その場合，両者の育児休暇の請求時

間の合計は，１日について１時間３０分を超えることはできない。 

    また，両者同一の時間帯で請求することはできない。 

 



     夫の育児休暇承認時間 ＋ 妻の育児休暇承認時間 ≦ １時間３０分 

 

Ｑ６ 育児休暇が承認されている職員に，旅行を命ずることはできるのか。 

Ａ６ 育児休暇を承認している職員に対し，その時間帯を含む内容の旅行命令を行うことは，休暇の承認

と矛盾することとなるためできない。 

   なお，日帰りで，育児休暇に影響を不えない内容の旅行を命ずることは差し支えない。 

 

■家族の看護のための休暇（１５号） 

ア 要 件…「配偶者，父母，配偶者の父母又は子（配偶者の子を含む。）の看護（負傷し，もしくは疾病に

かかったその者の世話を行うこと又は中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合におい

て疾病の予防を図るためにその子に予防接種もしくは健康診断を受けさせることをいう。）を行う

職員が，当該職員以外に看護者がいないため（中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場

合にあっては，当該子の看護のため）勤務しないことが相当であると認められる場合」 

イ 期 間…「１の年において５日（中学校就学の始期に達するまでの子を２人以上養育する場合にあって

は，５日をその子の看護のために加えた期間）を超えない範囲内で必要と認める日又は時間」  

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 「１の年において５日」というのは，対象となる家族１人について５日ということか。 

 Ａ１ 対象となる家族の数にかかわりなく，対象となる家族を持つ職員１人につき，１暦年（１月１日か

ら１２月３１日までの１年間を指す。）に５日という意味である。 

 ただし，中学校就学の始期に達するまでの子を 2 人以上養育する場合は，５日をその子の看護の

ために加えた日数となる。 

【例】 小学生３人を養育している職員の場合  年１０日（５日＋５日）使用可能 

    ただし，母の看護のために使用できる日数は５日が限度 

 

Ｑ２ 時間を単位として受けた休暇を日に換算する場合は，どういう計算になるのか。 

 Ａ２ ７時間 45 分をもって１日とすることになる。 

    育児短時間勤務職員等のうち，勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては，勤務日ごと

の勤務時間の時間数をもって 1 日とし、勤務日ごとの勤務時間数が同一でない職員にあっては，１日

についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数をもって１日とすることになる。 

 

Ｑ３ 「勤務しないことが相当」というのは，どういうことか。 

 Ａ３ 家族が負傷又は疾病もしくは中学校就学の始期に達するまでの子に予防接種又は健康診断を受けさ

せることにより看護の必要があり，かつ職員が実際にその看護に従事することから仕事を休まざるを

徔ないと認められる状態をいう。 

   ① 中学校就学の始期に達するまでの子以外の者を看護する場合 

    職員以外に当該家族の看護を行う者がいる場合は「相当である」とは認められないが，当該家族の

看護を行う者が入院等の事情により看護に当たることができないような場合もあることから，事情



を十分に確認の上，処理する必要がある。 

   ② 中学校就学の始期に達するまでの子を看護する場合 

    他に看護可能な家族等がいる場合であっても，職員が子の看護を行う必要があり，実際にその看

護に従事する場合には「勤務しないことが相当」と認めて差し支えない。 

 

Ｑ４ 「負傷，疾病等の確認」及び「その職員が実際にその看護に従事することの確認」は，ど

のように行うことになるのか。 

Ａ４ 家族の負傷，疾病等の確認については，特段，診断書の提出は必要ない。 

   また，実際にその看護に従事することの確認についても．基本的には職員の申告に基づいて承認して

差し支えない。 

   ただし，偽りの申告をしている疑いがあり，特に確認する必要が認められるときは，別途調査等を行

うことになる。 

   なお，取徔要件の「負傷し，若しくは疾病にかかった」の負傷ヷ疾病とは，基本的にはその程度や特

定の疾病に限るものではなく，風邪，発熱等を含めてあらゆる負傷，疾病（予防接種による著しい発熱

等の場合を含む。）が含まれるが，負傷，疾病が治った後の機能回復訓練は含まない。 

Ｑ５ 休暇の対象になる子とは，何歳までか。成人した子も対象となるのか。 

 Ａ５ 年齢による制限はないので，成人した子どもであっても休暇の対象になる。 

    ただし，中学校就学の始期に達するまでの子と，それ以外の子では休暇の承認のための要件が異な

るので，注意する必要がある。 

 

Ｑ６ 夫婦がともに県職員の場合に，同一の者について，同一日に双方にこの休暇を承認でき

るか。 

 Ａ６ 「その者の看護のため勤務しないことが相当であると認められる場合」に，どちらか一方の請求の

みを承認できる。 

 

Ｑ７ 子どもの予防接種について，この休暇を取徔することはできるか。 

 Ａ７ 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合において，疾病の予防を図るためにその子に予

防接種もしくは健康診断を受けさせる場合には，取徔することができる。 

 

Ｑ８ ４月１日付けで採用された者は，その年の勤務する期間は，４月から１２月までの９か

月となり１年に満たないが，その年において請求できる子ども看護休暇の日数は何日か。 

 Ａ８ 採用された時期にかかわりなく，「１の年において５日（中学校就学の始期に達するまでの子を２人

以上養育する場合にあっては，５日をその子の看護のために加えた期間）を超えない範囲内で必要と

認める日又は時間」であり，この事例の場合も５日である。 

 

 

 

 



■短期介護休暇（１６号） 

ア 要 件…「勤務時間等条例第 14 条第 1 項に規定する日常生活を営むのに支障がある者（以下この項 

において「要介護者」という。）の介護その他の人事委員会が定める世話を行う職員が， 

当該世話をするため勤務しないことが相当であると認められる場合」 

イ 期 間…「１の年において 5 日（要介護者が 2 人以上の場合にあっては，10 日）を超えない範囲内 

で必要と認める日及び時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

 

 

 

Ａ１ 要介護者の範囲は，次のとおり，無給の介護休暇（勤務時間等条例第 14 条第 1 項に規定する休暇） 

と同一となる。 

配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情がある者をも含む。以下，この項について同じ），

父 母 ， 子 ， 配 偶 者 の 父 母 そ の 他 人 事 委 員 会 が 定 め る 者  

なお，人事委員会規則で定める者とは次のものをいう。 

① ２親等以内の親族（配偶者，父 母 ， 子 及 び 配 偶 者 の 父 母 を 除 く 。）  

② 配偶者の父母の配偶者で職員と同居しているもの 

 

Q２ 「人事委員会が定める世話」とは，どのような世話か。 

A２ 「人事委員会が定める世話」とは，次に揚げる世話をいう。 

① 要介護者の介護 

②  要介護者の通院の付き添い，要介護者が介護サヸビスの提供を受けるために必要な手続 

の代行その他の要介護者の必要な世話  

 

 

Q３ 短期介護休暇を請求する場合，添付書類は必要か。 

A ３ 要介護者の氏名及び職員との続柄等を記載した『要介護者の状態等申出書』を休暇簿と併せて，提出

する。 

   なお，要件のうち「勤務しないことが相当である」とは，職員が，A2 ①又は②に揚げる世話を行う必

要があり，かつ，実態にそれらの世話に従事するために仕事を休まざるを徔ないと認められる状態をい

うことから，所属長はその事情を十分確認の上，処理すること。 

   また，短期介護休暇を承認する際に，その事由を確認する必要があると認めるときは，証明書類の提

出を求めることができる。 

 

 

■生理休暇（１７号） 

ア 要 件…「女子職員の生理の場合」 

イ 期 間…「2 日を超えない範囲内においてその都度必要と認める期間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 同一月に 2 回生理がある場合も，本号の休暇は 1 月に２日しか認められないのか。 

 Ａ１ 本号の休暇は，「１回の生理で 2 日を超えない範囲内」ということであるから，それぞれの生理ご

とに２日以内ということになる。 

 

Q１ 要介護者の範囲は，どの範囲か。 



Ｑ２ 本号の休暇を 2 時間請求し，承認されて早退した場合，計算上は 1 日使用したことにな

るのか。 

 Ａ２ そのとおりである。 

    休暇の残日数の算出に当たっては，１日の勤務時間の一部について時間単位で承認された場合も，

２日のうちの１日を使用したことになる。 

 

Ｑ３ 「2 日を超えない」とは，「連続した 2 日」ということか。 

 Ａ３ そのとおりである。 

    なお，生理に伴い，就業が困難な日が２日を超えるときに，当該超える日について，病気休暇を請

求することは可能である。 

 

Ｑ４ 金曜日に生理休暇の承認を受けた職員が，翌週の月曜日に生理休暇の請求をすることは

できるのか。 

 Ａ４ できない。 

    間に週休日を挟んだ場合は，「連続した２日」ということができないためである。 

 

Ｑ５ 木曜日の午前中に生理休暇の承認を受けた職員が，その日の午後は出勤し，翌日，また

生理休暇の請求をすることはできるのか。 

 Ａ５ （「連続した２日」が，木曜日と金曜日になるため）金曜日も請求できる。 

Ｑ６ 本号の休暇は，生理であれば直ちに認められるのか。 

 Ａ６ 生理に伴い就業が困難な場合に認められるものである。 

 

Ｑ７ 生理に伴い就業が困難であるかどうかについては，どのようにして確認するのか。 

 Ａ７ 生理日に勤務することが困難かどうかについては，第一義的には，本人の申し出を尊重し，それに

よるべきである。  

ただし，例えば週休日に接続して請求されることが頻繁にあり，著しく周期が丌規則であるなど，

偽りの申告をしている疑いが強い場合には，確認を求めることができる。 

 

■結婚休暇（１８号） 

ア 要 件…「職員の結婚」の場合 

○ 「職員の結婚」という事実を前提として，結婚式，新婚旅行，婚姻届の提出その他の社会的行事の

必要性を総合的に勘案して承認される。 

イ 期 間…「７日を超えない範囲内においてあらかじめ必要と認める期間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 本号の，「７日を超えない範囲内」というのはどういう意味か。 

 Ａ１ ここでいう「７日を超えない範囲内」というのは，カレンダヸで連続する７日間を意味するので，

この中には，週休日，祝日法上の休日等も含まれる。 



    職員は，この連続する７日間の中で，本号の休暇を請求できるものである。 

 

Ｑ２ 土曜日に結婚式を挙げる場合，本号の休暇は月曜日から請求してもよいか。 

 Ａ２ 結婚という事実と合理的な関連性があればよく，月曜日から請求があれば，その日から７日以内で

休暇を請求することができる。 

    なお，通常勤務職員の場合，土曜日と日曜日は週休日で休暇の対象ではないので，どの曜日の日を

始期として休暇を請求したとしても，実質的に休むことが可能な日数は最大５日である。 

 

Ｑ３ 月曜日と火曜日について本号の休暇の承認を受けた職員が，翌水曜日に出勤し，木曜日

と金曜日に再度本号の休暇の請求をすることはできるか。 

 Ａ３ できる。 

Ｑ４ 結婚式直後には新婚旅行を行わず，後日これを行うこととした場合に，結婚式時点では

本号の休暇を請求せず，新婚旅行時に請求することは可能か。 

 Ａ４ 本号の休暇は，結婚という事実に付随する社会的行事のための休暇であり，自ら一定の期間的制約

はあるが，必ずしも挙式直後のみしか認められないものではなく，個人的事情，職務上の都合等を総

合的に判断し，やむをえないと認める場合は，挙式後ある程度の期間経過後の休暇も承認することが

できる。（ただし，その請求理由は，新婚旅行等本号の休暇の目的に合致する必要がある。） 

Ｑ５ 本号の休暇は，挙式前にも請求できるか。 

 Ａ５ 結婚のため必要があれば，合理的な範囲で挙式前から請求できるが，請求可能な期間は休暇の開始

日から引き続く７日以内であるという点に留意のこと。 

 

Ｑ６ 婚姻届の提出や結婚式，新婚旅行がなくても，本号の休暇は請求できるか。 

 Ａ６ 本号の休暇は，社会慣習上，職員が結婚する場合には，結婚式，旅行その他の結婚に伴う行事等が

一般に行われ，勤務しないことが相当と認められることに着目して制度化されているものである。 

    結婚に伴い必要と認められる行事としては，結婚式など以外でも，結婚式や新婚旅行の準備，新居

の準備，仲人又は親類への挨拶回り等が考えられる。 

    これらの行事又は行為を行うため，勤務しないことが相当である場合には，本号の休暇が認められ

ることになる。 

 

Ｑ７ 本号の休暇は，初婚のみならず再婚の場合でも請求できるか。 

 Ａ７ できる。 
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 1985 年４月に実現した家族看護欠勤は、女性教職員を中心とした永年の要求を実らせたものでし

た。その後、87 年４月に 60 日に限度日数を引き上げさせ、92 確定で 90 日に延長｡さらに 94 年１月

に 120 日、96 確定で 180 日までに延長させてきました｡この運動は、すべての労働者を対象に ｢家

族介護のための休暇｣を求める運動とも結びつき、95 年４月からは、介護休暇として再スタートを

きっています。2006 年４月からは、時間取得が可能な制度になり、2010 年６月 30 日には、有給の

短期介護休暇(5 日)も制度化されました。他にも、2008 年 4 月 1 日より「休憩時間の短縮及び早出

遅出勤務」制度が導入されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職員に適用される介護休暇の概要は、次のように整理されます 

■被介護人 

(介護休暇の対象となる

人) 

・ 配偶者(事実上の婚姻関係を含む) 

・ １親等及び２親等の親族 

・ 配偶者の父母の配偶者で職員と同居している者 

 

■介護休暇を取る場合の要件 

入院・在宅に関わらず、重度の負傷・疾病又は老齢により日常

生活を営むのに支障がある者の介護をするために、勤務をしな

本人の病気やけがを理由にした制度は、

先輩たちの努力の中で徐々に整備されて

きました。しかし、家族の病気などによる

介護の必要な教職員には、1985 年までそう

した保障はまったくありませんでした。  
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  介護休暇は、職員が配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。

以下、この項において同じ) 、父母、子、配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者で重

度の負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者 (以下 ｢要介護者｣ という。)

 の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 
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  条例第 14 条第１項の人事委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当するものと

する。 

 １ ２親等以内の親族 (配偶者、父母、子及び配偶者の父母を除く。) 

 ２ 配偶者の父母の配偶者で職員と同居している者 



 いことが相当であると認められる場合。（形式上は校長の承認

です｡） 

 

■回数、期間など 

 

介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、１日または

１時間を単位として３月まで認められる。さらに必要があ

ると認められる場合には６月まで可能。（時間単位で取得

する場合は、始業からまたは終業まで連続した時間で、１

日４時間以内） 

 

■その他の注意すべき事項 

・１回目の承認期間の終了後においても要介護の状態が継

続しており、再度の介護の必要が生じた場合には、通算

６月を限度として再度の取得が可能。 

・ ｢介護を必要とする一つの継続する状態ごと｣とは要介護者

の介護を必要とする状態が生じてから消滅するまでをい

う。 

したがって、要介護状態が一端終息した後に、再度同じ病気

が発病した場合には、新たな休暇が取得できる。 

 

 以上のことは、「休暇制度のＱ＆Ａ」では、次のように整理されています。 

■介護休暇 

１ 総 論 

（１） 趣 旨…職員が，家族を介護する必要が生じた場合には，肉体的，精神的に職業生活と介     護

という二重の負担がかかることになり，離職のやむなきに至ることになりかねない。 

     介護休暇は，このような事態を回避するため，一定期間の休暇を認めることにより職員の

離職を回避しその後の十全な勤務を確保することを目的に，平成７年４月１日から設けられ

たものである。なお，介護休暇はその期間（時間）について給不が支給されない唯一の休暇

である。 

（２） 要 件…「職員が配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。），父母，

子，配偶者の父母などの者で重度の負傷，疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ

るもの（要介護者）の介護をするため，勤務しないことが相当であると認められる場合」 

○ 「介護休暇の承認を受けようとする職員は，当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日

の前日から起算して，原則として１週間前の日までに任命権者（所属長）に請求しなければなら

ない。」 

○ 「職員は，介護休暇を請求しようとする場合において，任命権者（所属長）から求められたと

きは，その事由を確認することのできる証明書類を提出しなければならない。」 

 

（参 考） 要介護者の範囲 

           祖父母             祖父母 

 

 

 

          父 母＝配偶者         父 母＝同居の配偶者  

 

 



配偶者＝兄弟姉妹                          兄弟姉妹  

 

           本 人              配偶者 

 

 

 

                  配偶者＝子     配偶者の子   

 

 

 

                   配偶者＝孫    配偶者の孫 

（３）期 間 

ア 「要介護者の介護を必要とする一の継続する状態ごとに，１日又は１時間を単位として３月の範囲内（要

介護者の負傷の状況等を考慮し，必要があると認められる場合は，３月を加算した６月の範囲内）におい

て必要と認められる継続した 期間」 

イ 「１時間を単位として，介護休暇を取徔する場合は，正規の勤務時間の始めから又は終わりまで連続し

た時間で，１日を通じて４時間以内とする。 

ウ 「アに規定する介護休暇の期間が満了した後において，要介護者の介護を必要とする状態が継続してお

り，再度介護の必要が生じた場合においては，１回に限り再度の介護休暇を受けることができるが，休暇

期間は通算して，アの期間を超えることができない。」 

 

 

２ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ ある職員が６月１日から１１月３０日まで６か月間の予定で介護休暇の承認を受け，要

介護者の介護を行っている。 

   要介護者の病状も順調に回復していたので，予定どおり，１２月１日から職務に復帰し

ようと思っていたところ，要介護者が１１月末になって足を骨折し，さらに介護が必要にな

った。 

 この場合，職員は，新たに介護休暇を請求できるか。 

 Ａ１ 当初の疾病が治癒して，職員が一旦復帰した後であれば，骨折を理由に新たな介護休暇の請求は可

能だが，最初の疾病が回復しておらず，最初の疾病と骨折が重複した場合には，請求できない。 

 

 

Ｑ２ 職員の子が長期にわたる丌登校児童である場合，この子どもの世話も介護休暇の事由に

該当するのか。 

 Ａ２ 単に丌登校だけを理由に請求があっても，休暇は認められない。 

    しかしながら，それが疾病等に起因するものであって（医師の診断書や意見書等で確認できるもの

であって），かつ，職員が世話をしなければ子どもの日常生活に著しい支障を及ぼすものであれば認め

られる場合もある。 

 



 

Ｑ３ 時間単位で，介護休暇を取徔する場合，始業時刻から１時間と終業時刻前に３時間，計

１日４時間という取徔はできるのか。 

 Ａ３ 取徔できる。 

    「１日を通じて４時間以内」とされており，それぞれが正規の勤務時間の始めから又は終わりまで

連続した時間であれば取徔は可能である。 

    なお，休憩時間をはさんで前後１時間といった，いわゆる中抜きとなる時間での取徔は認められな

い。 

 

Ｑ４ 時間単位で介護休暇を取徔する場合は，３月の範囲内（必要があると認められる場合は

６月の範囲内）という取徔期間の計算はどうなるのか。 

   ８時間をもって１日と計算するのか。 

 Ａ４ 介護休暇を時間単位で取徔する場合も，取徔期間の計算に当たっては１日として取扱う。 

    つまり，介護休暇を取徔できる期間は，１日を単位とした場合も１時間を単位とした場合も同じで

ある。 

 

 

Ｑ５ 介護休暇を，毎週火曜日と金曜日に始業時刻から２時間取徔するということはできるの

か。 

 Ａ５ できない。 

    介護休暇は，「必要と認められる継続した期間」において認められるものである。 

    このことからたとえ定期的ではあっても特定の曜日のみといった連続しない形態で取徔することは

できない。 

 

 

Ｑ６ 介護休暇中は給不は支給されないということだが，諸手当の取扱いは，具体的にどうな

るのか。 

 Ａ６ 次のとおりとなる。 

    なお，①から⑤以外の手当は，減額が行われないものである。 

①地域手当 勤務しなかった期間に対応して減額される給料の月額に係る部分の地域手当を減額

する。 

②通勤手当 月の全部を勤務しない場合のみ支給しない。 

③期末手当 期末手当の算定基礎となる在職期間中に介護休暇により勤務しなかった期間があっ

ても減額しない。 

④勤勉手当 介護休暇により勤務しなかった期間から週休日と休日を除いた日が３０日を超える

場合には，その勤務しなかった期間を勤務期間から除算して手当額を算定する。  

    ⑤退職手当 介護休暇により勤務しなかった期間は，在職期間の計算から除算しない。また，退職

手当に係る調整額の算定対象からも介護休暇の期間は除外されない。 

 



 

Ｑ７ 職員が介護休暇中に被介護人が死亡し，介護休暇に引き続いて，親族の葬儀，服喪のた

めの休暇（２２号）の承認をしたとき，当該休暇期間中も，臨時的任用職員は引き続き措

置されるのか。 

 Ａ７ 措置される。 
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 介護休暇は、 ｢特別休暇｣ の一種として位置付けられていますから、承認は所属長 (校長) が行

います。原則として、一週間前までに所定の ｢休暇簿｣ によって、請求します。この場合、診断書

等についての定めはありませんが、所属長から求められた場合には、要介護の事由を確認できる証

明書類を提出することになります。 
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 介護休暇を取得した場合、休暇の期間が 30 日を超える場合には代替者が配置されます。 ｢家族看

護欠勤｣ の時には、数日でも代替者配置がありましたが、他の制度との整合で整理されました。一

方、 ｢介護休暇｣ になったことで代替者は、97 年４月からすべての職種で「臨時的任用」となり、

労働条件の改善が進みました。 

 なお、介護休暇の取得中に不幸にして被介護者(介護を受けている人)が亡くなるケースも残念な

がら生じてきます。この場合、「代替配置の要件がなくなった」ということで代替者は引き上げられ

ていましたが、93 確定で「忌引期間」への期間延長が認められ、97 確定では労働基準法による「解

雇予告手当制度」を実現させることができました。 

  ṻ ……労働基準法第 20 条によって、労働者を解雇する場合には 30 日前までの予

告またはそれに対応する賃金の支払いが義務付けられています。上記のよう

なケースで、当初の辞令に 30 日以上の残余期間があれば、休暇の要件消滅（＝

被介護者の死亡など）の日から 30 日までを雇用期間とする辞令の書き替えが

行われます。これによって、従来行われていた臨時教職員に｢(一身上の都合

で)辞表をかかせる｣ 事態は回避されることになりました。 

           この制度は、「２か月を超える任用」が条件となっており、介護休暇を取得

する期間を考える際には考慮する必要があります｡ 
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 介護休暇は、基本的には賃金が保障されない休暇として位置付けられています。全教広島では、

権利としての休暇を実効あるものとするためには、賃金保障は最低限の条件であるとして取り組み

をすすめています。現在では、介護休暇期間中は、互助組合より ｢介護休暇手当金｣ として、給料

日額の 60％相当額が支給されています。 

 なお、休暇と給料・手当上の扱いは、次のようになっています。 

給料 支給されない。(計算式は、勤務しない１時間につき相当の給与額を減額) 

復職調整 介護休暇を取得した期間の２分の１に相当する期間を、勤務した期間とみなして調

整する。(復職後１年経過で再度の調整あり) 

退職手当 介護休暇を取得した期間は除算されず、勤続期間への影響なし。 

 

期末手当 

・勤勉手当 

・ 期末手当・勤勉手当は、基準日に介護休暇取得中であっても支給される。 

・ 期末手当は介護休暇取得にかかわらず減額されない。 

・ 勤勉手当は、基準日と基準日の間において 30 日を超える介護休暇等の期間があ

った場合においては減額され、期間率に応じた手当が支給される。 



 

 

 

 

介護休暇と公立学校共済組合や教育職員互助組合の掛金、給付、償還金の取り扱いなどは、「休暇制度のＱ＆

Ａ」では、次のように整理されています。 

Ａ８  

 項  目 内    容 

１ 
介護休業手当金の 

支給額等  

【共済組合】（介護休業手当金） 

 介護が必要な一の継続状態について，初めて承認を受けるとき，２週間

以上の期間を一拢して請求した場合に，介護休暇開始の日から３月を超え

ない期間。 

○ 支給額：給料日額の４０／１００×１．２５ 

（平成１７年４月から給付日額に上限額が設定） 

 ○ 支給日数：対象期間のうち，週休日を除いた日数 

※ 対象期間中に給料の全部又は一部，教職調整額が支給 

 される場合には，給付額の全部又は一部の支給が停止又 

 は調整される。 

 

【互助組合】（介護休暇手当金） 

 介護休暇を取徔したとき，全介護休暇期間 

○ 支給額：給料日額の６０／１００ 

ただし，共済組合の介護休業手当金や給料等が支給された場合は，

その額を控除した額。 

  （共済組合の給付日額の上限額の適用を受ける場合は，その額の６０

／５０を支給） 

 ○ 支給日数：共済組合の介護休業手当金と同様 

２ 共済組合掛金免除  掛金の免除はできない。 

３ 
互助組合掛金免除期

間 
 介護休暇のため，給不の減額を受けた期間 

４ 貸付金の償還猶予 

【共済組合】 

 介護休暇の期間は「償還猶予申出書」の提出により定期償還の猶予を受

けることができる。 

 

【互助組合】 

 償還猶予はできない。 
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 始業終業時刻を３０分の範囲内で繰り下げ、繰り下げをすることができます。 

 詳しくは、P８０をご覧ください。 

Ｑ８ 介護休暇により勤務しなかった際の共済組合，互助組合の介護休業手当金等はどうなる

のか。  また，共済組合，互助組合の掛金，償還金はどうなるのか。 
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２００７年３月１日現在、広島県内の小・中学校の教職員のうち、２８３人が病休・休職を余儀なくされて

いました。教職員総数に対して、２％近くにもなる深刻な数字が、ここ数年続いています。 

 病気になったときに一番大切なことは、一日も早く元気になることです。長年にわたる教職員の運動が、

不十分さを残しながらも到達させている制度などを知り、元気になる道筋を考えたいものです。 

 

 

 

 

 

 

 
 病気やケガなどで休む場合は、「病休」が認められます。病休は、特別休 

暇の一種(特別休暇８号)で、「時間」単位でも「日」単位でとることが 

できます。また、連続でも断続でもとることができます。 ただし、連続 

６日（週休日及び休日を除く）を超える場合は、診断書等を添付した休暇 

報告書の提出が必要になります。 
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一般の疾病の場合は、90 日までは 100％有給です。 精神疾患によるものについては、90 日の病

休の後、さらに 90 日の病休の延長が可能となります。（180 日まで 100％の賃金保障ということにな

ります。）公務災害によるもの、結核によるものは特例の扱いです。  

原則的に、病休の期間は、医師による診断書の期間に基づきます。 

 この「病休」の期間が過ぎても復職できない場合は、「休職」となります。法律上は、「分限処分」の扱い

となり、履歴カードにも記載されることになります。これは、認められた期間を越えた「休み」は、「欠勤」

の扱いとなり給料上のデメリットが大きくなるための措置です。 

「休職」は、３年間まで認められ、最初の２年間は給料が、最後の１年は互助・共済などからの給付として、

それぞれ「休職前の給料の８割」が支給されることになります。なお、病休・休職に入った後は、昇給しま

せんから、基本的には病休前の号俸でそのまま経過することになります。  ３年で復職できない場合は、退

職の扱いとなります。 
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病気休暇は、前述のように特別休暇の一種です。特別休暇は、正当な事由が認められる場合には、「有給」

で休むことができる制度です。従って、病気休暇中（一般疾病なら９０日間）は完全に給与が保障されます。

月の最初から最後まで病気休暇の場合などは、通勤手当はでませんが、他の手当も基本的には完全保障です。 
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 病休の期間が 30 日を超えると、一時金(ボーナス)の一部である「勤勉手当」が減額になります。

病 気 休 暇 の 形 態 市教委への報告 病気休暇の期間 

    休日 

月 火 水 木 金 土 日 月 火

 水 

① ②   ③ ④     ⑤ ⑥ 

     ６日を超えない 

 

① ②   ③ ④     ⑤ ⑥

 ⑦ 

６日を超える 

     

 

 

報告の必要なし 

 

 

報告必要 

（診断書等を添付） 

 

 

週休日及び休日を除

き 

 ６日間 

 

週休日及び休日を除

き ７日間 

「病気になった時」「ケガをした時」に

安心して治療に専念できるための、休暇制

度等は次のようになっています。 

 

 



6 月・12 月に支給される勤勉手当は、30 日を超える期間に応じて減額され、期間率による支給とな

ります。15 日につき 5％～10%の減額です。 

この｢30 日｣とは、週休日及び休日を除いた、勤務日を数えます。30 日を超えると、暦日での計算

に変わります。判定期間と 11 年度の期末・勤勉手当（年間 3.95 月分）の割合は次の通りです。 

 

 
支給日 

支給率 
判定期間 

期末手当 勤勉手当 

６月 ６月３０日 1.10 0.675 3/2～6/1 

１２月 １２月１０日 1.15 0.675 6/2～12/1 

 ３月  ３月１５日 0.35  12/2～3/1 

※病休の日数が概ね 41 日を超える場合は、次期の昇給が延伸となります。これらの不利益のうち、
昇給延伸については、復職時と復職後１年経過で部分的に復元の措置が講じられることになってい
ます。 
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 結核性の疾病や原爆症による病休・休職には、特例措置が適用され、１年間は給料、期末手当、

勤勉手当の満額が保障されます。３年間まで休職が認められ、そのうち２年間は給料・期末手当の

満額が保障され、勤勉手当はカットになります。 
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 公務によると認められた場合の欠勤は、給料・手当の上で、一切の損失がありません。ただし、

通勤手当は、その月のすべてを休む場合には支給されません。また、従来は、勤勉手当算定期間に

まったく勤務期間がない場合は、勤勉手当が減額されていましたが、95 確定で前進し、全額支給と

なっています。 

 

□休暇日数、賃金などをまとめると、次のようになっています。 
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 教育の仕事は、子どもたちの成長に関わる継続的な営みであり、

休暇を実質的に保障させるために、ほとんどの休暇に「代替」が

配置されます。 

病休についても「１ヶ月程度」を超える場合、代替の配置は行

われます。つまり、「１ヶ月程度」を超えない診断書の場合には、

代替が行われないので、制度を説明して医師に「１ヶ月以上の診

断書が欲しい」とお願いすることがひとつのポイントです。(市

 

 

給料 

10 割 

2 年間(給料 8 割)＋ 

1 年間（共済･互助 8 割）  

 

 

給料 

10 割 

2 年間(給料 8 割)＋ 

1 年間（共済･互助 8 割）  

∑╒⅓₰ 
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₁) 

║ З’  

 

退職後、共

済の任意継続

組合員に加入

すれば、傷病

手当が 6 月、

同附加金がさ

らに 6 月の計

1 年の給付が

あります） 



町村費で代員を配置している自治体もありますが、県内では尐数

です。) 

なお「授業確保」の名目での配置のために、長期休業中(夏・

冬・春休み)の任用がカットされます。これは、病休に対する代

替配置が、国庫補助の対象となっておらず、県単独予算からの支

出になるためと説明されています。ただし、「休職」「精神疾患に

よる病休延長」の場合は長期休業期間も継続になります。 

また、代替者の任用は病休者の診断書の期間と重なります。１

度の更新は可能ですが、２度目の更新はできず、１日の空白をつ

くって対応しなければなりません。この空白は、臨時的任用者の

月例賃金・一時金に 10 万円を超える損失をつくります。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

□ 病気休暇は、病気やけがなどの一般疾病、精神疾患によるもの、結核性疾病・原爆症によるもの、

公務災害があり、それぞれ休暇の日数・給与面等尐しずつ違います。 下の表に整理しています。 

 一般疾患 
精神疾患 

によるもの 
結核性疾病 

原爆症 

によるもの 

公務災害 

によるも

の 

病 

 

 

休 

期間 ９０日 １８０日 １年 １年  

給料 １０割 １０割 １０割 １０割 １０割 
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学級を担任する病代者で、長期休業中における登校日及び保護者懇談会に業務が必要となる

場合。一の任用につき、県費の非常勤講師として、２０時間を上限として任用されます。 

病院で「高額療養費の手続きを」と言われたら･･･ 

 

「高額療養費」とは、1 ヶ月に 1 つの医療機関で

支払う金額のうち、自己負担限度額を超えた部分の金

額のことをいいます。 

 高額療養費の給付対象となる場合、給付方法は次の

2 種類から選ぶことができます。（どちらの方法でも、

最終的な自己負担額は同じです。） 

 

①  窓口で自己負担額全額を支払い、概ね 3 ヵ月後に

「高額療養費」の給付を受ける。（手続き丌要） 

②  共済組合発行の「限度額適用認定証」を利用して、

「高額療養費」に当たる部分を支払わない。（手

続きが必要） 

 

※ 「限度額適用認定証」を希望する場合は、共済

組合ホヸムペヸジをご確認ください。 

 

3 ヶ月以上の 

病休の場合･･･ 

 

広島県教育職員互助組合

の事業として、傷病のた

め３ヶ月以上の(集団感染

等による)療養又は 3 ヶ月

以上の病休ヷ休職中の職員

に「長期療養者見舞金」と

して 1 万円支給されます。 

 

 

「代替者（臨時的任用者）」

の 

代替はつきません。（ただし、

産休代替を除く） 

 左にあるとおり、正規採用

者の代替は、確保されていま

すが、もし代替者が任期中に

病気やケガになった場合、そ

の代替は配置されないので

す。ですので、もしも代替者

が病休を取得する必要が生じ

た場合は、辞職を余儀なくさ

れてきたのが現実です。（ただ

し、任用期間中に産休を取得

する場合は除く） 

 組合としては、せめて定数

内臨採(欠補）には代替者の代

替をつけるよう要求していま

す。 



一

時

金 

期

末 
１０割 １０割 １０割 １０割 １０割 

勤

勉 

勤務した期

間 

に応じて 

勤務した期間

に応じて 

勤務した期間

に応じて 

勤務した期間

に応じて 
１０割 

昇給 

期間の 1/6 

（41 日程度）

を超えると延

伸 

期間の 1/6 

（41 日程度）

を超えると延

伸 

期間の 1/6 

（41 日程度）を

超えると延伸 

期間の 1/6 

（41 日程度）を

超えると延伸 

影響なし 

 

 

休 

 

 

職 

期間 ３年 ３年 ３年 ３年  

給料 

８割 

２年間－給料 

３年目－共済･互

助 

８割 

２年間－給料 

３年目－共済、互

助 

８割 

２年間－給料 

３年目－共済、互

助 

８割 

２年間－給料 

３年目－共済、互

助 

１０割 

一

時

金 

期

末 

最低保障の

率 
最低保障の率 １０割 １０割 １０割 

勤

勉 
０ ０ ０ ０ １０割 

昇給 昇給停止 昇給停止 昇給停止 昇給停止 影響なし 

 

 

また、病気休暇について、県教委作成の「休暇制度Ｑ＆Ａ」では、次のように整理されています。 

■病気休暇（８号） 
ア 要件 

職員の「負傷又は疾病（予防接種による著しい発熱等の場合を含む。）」の場合 

○ 公務上の傷病，私傷病のいずれも，休暇の根拠は本号である。 

○ 「職員は，請求しようとする場合において，休暇の期間が週休日，勤務時間の全部について時間外

勤務代休時間が指定された勤務日等，休日及び代休日を除いて引き続き６日を超えるものであるとき

は，医師の診断書その他勤務しない事由を証明するに足る書類を（所属長に）提出しなければならな

い。」（勤務時間等規則第13 条第２項） 

イ 期間 

「医師の証明等に基づいて最小限度必要と認める日又は時間」 

 

 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 直腸腫瘍の切除手術を受けた職員が，退院後も，医師の指示により検診（月数回）を

受ける場合，これに必要な時間を病気休暇として取り扱ってよいか。 

Ａ１ 疾病の性格上，再発等の危険性があり，定期検診の必要ありとして，医師の指示の下に検診を受け

る場合は病気休暇として取り扱って差し支えない。 

 

Ａ２ 

医師の診

断書や証

明書により，必要性が認められる場合には，差し支えない。 

 

Ｑ２ 時間単位で継続した病気休暇を請求すること（例えば，毎日，決まった時間帯に病気

休暇を請求すること）は可能か。 



Ｑ３ 長期にわたる病気休暇中の職員について，病気休暇期間中に夏季厚生計画による職務

専念義務免除が認められるか。 

Ａ３ 当該職務専念義務免除が，病気療養に利用されることが明白である以上，夏季厚生計画の趣旨に反

するものであり，職務専念義務免除は認められない。 

なお，病気休暇承認前又は病気休暇終了後において，夏季厚生計画による職務専念義務免除を承認

することは可能である。 

 

Q4 病気休暇を承認する場合に，診断書は何日から必要か。 

Ａ４ 病気休暇の承認を受けようとする場合，その休暇の期間が週休日，休日を除いて引き続き６日を超

えるものであるときは，医師の診断書を提出することとされている。 

なお，６日を超えない場合であっても，病気休暇を承認するに当たり，詐病等の疑いがある場合な

ど，病状を確認するために特に必要と認めるときは，医師の診断書や証明書の提出を求めることがで

きる。 

 

Ａ５ 妊

娠に伴い，

通常予想される身体的変化は，一般的には病気ではないと解されるが，実際に身体に障害がある等医

師が疾病と判断する事実があれば，病気休暇とすることができる。 
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復帰する際には「職員出勤報告書」を提出します。そのときに「治癒証明書」を添付します。 

 

Ṍ ”  ■  

Ὸ⁮”  （90 日の病休の後、さらに 90 日の病休の延長が可能） 

１か月以上（広島市は３か月以上）の病気休暇から復職する際には、学校において病気休暇の期間中に

任意の経過観察が１週間程度実施されます。 

県教委は、２００４年１０月から「病気休暇から復帰する際の取り扱い」を変更し、１か月以上の病休

（＝精神疾患）から復帰する際に、１週間程度の「任意の経過観察」を導入することを強行しています。 

全教広島は、教職員の病気の大半が「公務起因性」を疑わせるものであり、病気になった個人を悪者に

するような制度改悪は許されないと厳しく批判してきました。その際、次のような問題点を指摘し、それ

ぞれの立場に沿った対処を呼びかけてきました。 

ʙ 病気休暇承認中に「任意」とは言え、「経過観察」を義務付けることは、休暇承認の趣旨を覆すもの

です。校長に「報告書」の提出を求めながら、「任意」と主張することは、“ためにする言葉”に過ぎ

ません。「診断書でいいでしょ」と拒否し、任意性を徹底させることが必要です。 

ʙ 校長による「経過観察」の結果によっては、病気休暇の延長、時期によっては休職の手続きに入り

ます。校長は、病休者に対して、医師の診断書を覆す判断を行うことになります。「主治医との連携」

は、患者のプライバシーとの関係でも重大です。主治医との連携は拒否が原則です。 

Ｑ５ 妊娠に伴う腰痛は，病気と解釈して差し支えないか。 



ʙ 「経過観察報告書」は、病気休暇取得前の状況から観察期間中の状況まで詳細な報告を求めるもの

となっており、最終的には「復帰の可否」まで記述することが求められています。 
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休職になった場合の復職時には、「復職審査会」の審査を受けることになります。県教委では２００

７年４月から、広島市教委所管の教職員は、２００９年４月から「教職員職場復帰サポートシステム」

が動いており、休職期間の終わりの約１か月を復職に向けてのプログラムを任意で受けることとされて

います。復帰支援と言いながら、病気のおおもとである教職員の勤務などには目を向けず、個人の努力

だけを奨励する仕組みであり注意が必要です。 

復職プログラムは、所属長が、本人の状況や職場の体制など 

を考慮して作成し、本人の同意を得た上で、主治医に協議を 

しながら作成していきます。これは、すべての職員が適用に 

なりますが、教員の場合の内容例は、次のとおりです。 

また、「休職」期間であるために、不慮の事故などに対す 

る手立てとして民間保険に加入します。 

詳細は、全教広島書記局にお問い合わせください。 

 

 

 

 

【広島県・教員の実施計画例】                  

段階区分 内容（例） 勤務時間 

第１段階 
職場の雰囲気
に慣れる 

通勤、単純事務作業な
ど 

週３日 
２～３時間／
日 

第２段階 
職場・事務的
な仕事に慣れ
る 

文書作成等事務補助 
など 

週５日 
４時間／日 

第３段階 
児童・生徒の
指導等に慣れ
る 

児童・生徒に対する指
導（読書、給食、清掃、
クラブ活動等）など 

週５日 
児童・生徒在
校時間 

第４段階 
授業を実施す
る 

授業実施（１～４時間
／日）など 

週５日 
正規の勤務時
間 

 
【広島市・教員の実施計画例】 

段階区分 内容（例） 勤務時間 

第 1 週 
職場の雰囲気
に慣れる 

通勤、単純事務作業な
ど 

週 5 日午前の
み 4 時間／日 

第 2 週 
事務的な仕事
や 
児童生徒への
指導に慣れる 

文書作成事務の補助、 
行事への参加など 

週 5 日 
正規の勤務時
間 
8 時間／日 

第 3 週 
授業を実施す
る。児童生徒
への指導を行
う。 

授業の実施（１～３時
間／日）、児童生徒へ
の指導（清掃・給食等）
など 

週 5 日 
正規の勤務時
間 
8 時間／日 
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この復職システムは、神経・精神障

害の「再発」「職場復帰の是非の検討」

に傾斜したものであり、重大な問題点

を持っていると指摘せざるを得ませ

ん。教職員のメンタルヘルス不全の大

半が、教育活動および教職員の仕事を

要因としているものであり、その要因

を放置して、｢再発防止｣｢職場復帰の是

非の検討｣を行うことは、病気のすべて

を自己責任の範疇に追いやるものであ

ることを、全教広島は問題点として指

摘しました。 

また、休職の期間内に事実上の勤務

を求めることは、その法的な性格から

しても合理性を欠くものです。休暇制

度の趣旨や復職・就労を可能とした主

治医の診断の取り扱いなどからしても

不当といわなければいけません。 

全教広島は、メンタル不全者の治療

と職場復帰にあたっては、職場復帰後

の仕事のあり様が予後に決定的な影響

を持つとされていることを考慮し、休

職からの職場復帰後に「リハビリ勤務

制度」を確立すること。｢リハビリ勤務

制度｣にあっては、復職後 1 ヶ月程度

を視野に、治療と両立できる軽度の勤

務を可能とする補助教職員を配置する

ことを要求しています。 

原則、同じ職場で受けるこ

ととされていますが、事情

によっては職場を変えて受

けるケースもうまれていま

すので、詳しくは書記局へ

相談してください。 



 病気休暇から復帰１か月以内に同一疾病で病気休暇を再び請求した場合には、引き続く病気休暇として取

り扱われます。その結果、当初の病気休暇の始期から９０日（精神疾患１８０日）を超える場合には、休職

に入っていきます。また、休職から復帰し、復職後１か月以内に同一疾病で病気休暇を請求した場合は、病

気休暇ではなく休職の延長の扱いとなります。 

 つまり、同一疾病で１か月以内に再度休んだ場合は、前の病気休暇（又は休職）期間が通算されるという

ことです。 
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病気休暇などに関わる賃金や手続きなどについて 

                                             全教広島本部書記局 

 

  病気休暇の取得などに関わって、当面必要と思われる項目を列記し、権利パンフの該当部分を

お届けしますので参考にしてください。 
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  病気などで休む場合は、病休が認められます。病休は、特別休暇の一種で、校長による承認によ

って認められます。この休暇は、完全に有給であり、通勤手当以外の手当も完全に保障されます。

一般の疾病の場合は、９０日間が認められています。（正確に言えば、９０日までは給料カットな

しで認められます）この期間の代替（臨採）は、長期休業期間の任用がカットになります。 

なお、「精神疾患」によるものについては、一般疾病扱いの病休を承認し、９０日を経た後に、

必要に応じて「病休の延長」が発令されます。＜従来の「療養」が、０３年４月から病休に一本化

され、病休と通算して１８０日まで認められます＞大半の取り扱いは、病休と同じですが、給料に

関わる国の補助との関係で、代替者（臨採）は長期休業期間中も任用継続になります。 

  この「病休」の期間が過ぎても復職できない場合は、「休職」となります。法律上は、「分限処分」

の扱いとなり、履歴カードにも記載されることになります。これは、認められた期間を越えた「休

み」は、「欠勤」の扱いとなり給料上のデメリットが大きくなるための措置です。「休職」は、３年

間まで認められ、最初の２年間は給料として、最後の１年は互助・共済などからの給付として、そ

れぞれ「休職前の給料の８割」が支給されることになります。なお、病休・休職に入った後は、昇

給しませんから、基本的には病休前の号俸でそのまま経過することになります。 

  ３年で復職できない場合は、退職の扱いとなります。 

 

        復 帰      再 発 

 

            

例１                          病休②は 61 日目から数えて 

90 日。 

            

例２                          病休②は１日目から数えて 

30 日。 

             

例３                          病休②は 61 日目から数えて、91

日目から休職 

病休②（30 日）＋休職（10 日）                        

1 ヶ月以

内 

1 ヶ月を超え

る 

1 ヶ月以

内 

病 休 ① (60

日) 

病 休 ① (60

日) 

病 休 ① (60

日) 

病 休 ② (30

日) 

病 休 ② (30

日) 

病 休 ② (40

日) 
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  病気休暇は、前述のように特別休暇の一種です。特別休暇は、正当な事由が認められる場合には、

「有給」で休むことができる制度です。従って、病気休暇中（一般疾病なら９０日間）は完全に給

与が保障されます。月の最初から最後まで病気休暇の場合などは、通勤手当はでませんが、他の手

当も基本的には完全保障です。 

  但し、病気休暇が「一時金基準日（ボーナスの計算基礎になる日＝6/1､12/1､3/1 の３回)から

基準日」の間に３０日を超えると、ボーナスの一部である勤勉手当が減額されます。３０日は、年

休などと同じ積み上げで計算します。休日・週休日はゼロとなり、週振りなどは基本の形で繰り入

れることができます。従って、３０日は実質的には１月半程度になります。３０日を超えると暦で

の計算になり、３１日目はいきなり１月半位となります。以後、病気休暇の期間が長くなれば、勤

勉手当の減額が大きくなる仕組みです。 

ǒ 勤勉手当は、６月に 0.675 月分、１２月に 0.675 月分（11 年度水準）が支給されますが、

半月の休暇で５％程度ずつ減額になると考えれば大きな間違いにはなりません。 
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  病気休暇は、診断書が出された期間が基本の承認期間になります。但し、広島県の場合は「１か

月程度」を越えない診断書の場合には代替者の配置が行われませんから、制度を説明して医師に「１

か月以上の期間の診断書が欲しい」とお願いすることが一つのポイントです。（市町費で代員を配

置している自治体もありますが、県内では尐数です） 

  診断書に基づいて休み始めるにあたっては、冒頭部分を「年休」で処理することが可能です。上

述のように、病休が３０日を超えると賃金上の不利益につながりますから、影響を尐なくするため

にも、計算によって年休を入れることがプラスになるケースもでてきます。 

 また、現在のように、病休が長期化しているときには、昇給などへの影響も軽視できません。お

おむね、前の昇給期からの１年のうち、（年による違いがありますが…）41 日程度を超える病休が

ある場合には、次期の昇給が延伸となります。短期の病休を考える場合には、こうしたケースでも

年休を最初に入れることでデメリットを防ぐことができます。 
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  一般の疾病で病休に入った場合は、医師の「治癒」を証明する診断書で復職が可能となります。

「精神疾患」の診断で Ὸ ‖„ Ὸ ” Ὸ⁮  ⁴ ‚„᾿ ‚
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「休職」になった場合には、医師と関係の教育委員会などの対応で審査され、認めるか否かの判断

が行われることになります。審査には、「一般」と「精神疾患」が区分されている審査会があたり

ます。 

県教委では２００７年４月から、広島市教委所管の教職員は、２００９年４月から「教職員職場

復帰サポートシステム」が動いており、休職期間の終わりの約１か月を復職に向けてのプログラム

を任意で受けることとされています。復帰支援と言いながら、病気のおおもとである教職員の勤務

などには目を向けず、個人の努力だけを奨励する仕組みであり注意が必要です。 
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  休職後３年を経過して復職できない場合は、退職の扱いとなります。この場合注意すべきことは

次のような点です。 

 

  病気による退職の場合は、最終の賃金よりも２号の特別昇給を受けて退職金の算定をすることに

なります。退職金は、退職時の給料×退職理由に応じた乗率で計算されます。 

 

  １９８６年、９０年、９４年と続いた年金改悪によって、将来において年金を受け取るためには、

２５年間の保険者期間が必要とされています。現在の共済、民間企業などでの厚生年金、自営業な

どでの国民年金の３種類が年金の基本ですが、合計の加入期間が２５年あればＯＫということにな

ります。当然、加入期間によって年金額が変動する仕組みです。なお、病休や休職の期間も掛金は

支払っていますから、この期間が除外されることはありません。 

 

＊ その他については、権利パンフをご覧ください。たいていのことは記述しています。改訂版が

２０１１年春に発行されました。 

＊ その他、ご質問もあろうかと思います。遠慮なく書記局にご連絡ください。 

                                        ℡（０８２）２６４－７８５０ 
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尐子化が進行し、政府も「次世代育成支援

対策」のとりくみをようやくすすみ始めまし

た。 

安心して子どもを産み育てるための制度等

は次のとおりです。 
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 広島県教育委員会でも、次世代育成支援対策推進法に基づき、｢広島県教育委員会特定事業主行動

計画｣を策定し、実施されています。この計画は、県教育委員会が事業主としての立場から、職員の

子どもの健やかな誕生とその育成について、仕事と子育てや生活の調和を図るために策定されたも

のです。詳しい計画は、広島県教育委員会のホームページ「ホットライン教育ひろしま」で公表さ

れています。（http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/jinzai.htm） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この計画を実効あるものとするためには、妊娠･出産から子育て期にある職員が、次世代育成支援

に係る諸制度を知り、有効に活用するとともに、その周辺の職員も理解し協力することが不可欠で

す。制度は女性職員のみならず、男性職員を対象とした特別休暇もあります。これらの制度を活用

しながら、男性職員も積極的に子育てに参加し、男女が協力しながら子育てを行うことが大切です。 
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 永年にわたる女性教職員を中心にしたたたかいのなかで、妊娠者・母体を守る運動が積み重ねら

れてきました。その結果、十分ではないにせよいくつかの制度がつくられ、権利が確立しています。

しかし、このような権利等についての管理職の認識は、残念ながらきわめて不十分です。管理職研

修にしても、 ｢休暇｣ の権利として説明されるだけです。全教広島は、このような状況を改善する

ことをめざして、妊娠を中心とする女性の権利を一連のものとして説明する文書の作成とそれを使

った研修を求め、94 年度の確定で実現し、充実が図られてきました。 

 妊娠がわかったら……、職場の仲間とともに校長に告げ、権利の説明を受けましょう。  
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具体的内容 

１． 母性保護，子育て支援に関連する既存の制度の活用 

(1) 制度の十分な周知 

(2)母体と胎児を守るために 

(3)育児休業等の制度を利用しやすい環境の整備等 

(4)子どもの出生時における父親の休暇の取得を推進するために 

(5)家族の看護に係る休暇の取得を促進するために 

２． 仕事と生活の両立 

(1) 時間外勤務の縮減のために 

(2) 年次有給休暇の取得を促進するために 

(3) 異動に係る人事上の配慮について 

３． その他の次世代育成支援対策に関する事項 

(1) 子育てに関する地域活動に貢献するために 

(2) 子どもとふれある機会を充実させるために 

(3) 家庭の教育力の向上のために 

 



 全教広島女性部が、毎年実施している｢女性教職員の権利実態調査｣ では、妊娠異常などの高い数

字が一つの特徴となっています。特に、95 年夏に実施した調査では、妊娠経験者 (一度でも妊娠し

たことがある人) の 52％が何らかの妊娠異常があったと回答を寄せています。今日の学校の多忙化

や厳しい労働の状況が反映しているものとみられます。妊娠中途の母体を守る制度を効果的に使っ

ていくことも重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 文中の｢妊娠４月以内｣ は、81 年１月１日から ｢妊娠期間中｣ に拡大されています。 

＊ 母子健康手帳や妊娠証明は、98 年４月から「妊娠中の女性職員」になりました。 
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 全教広島女性部の要求で整理された県教委文書です。「妊娠判明時に該当職員に示して、権利関係

の徹底を図るよう指導している」と県教委は回答しています。県教委が、管理職研修資料として整

理している「教職員の勤務時間の適正管理について」（平成２３年４月）に掲載されている資料は次

のようなものです。 

Ṳ ” ᾿ ᾿ ‚  ⁴ 〔平成２３年３月１日現在〕 
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項  目 内  容 摘  要 

特 別 休
暇 

妊娠障害 
休暇 

・妊娠に起因する障害〔つわり・悪阻〕により勤
務することが困難と認められる場合 

・１４日以内の日または時間 
 

通勤緩和 
休暇 

・通勤経路の混雑の程度が、母体または胎児の健
康保持に影響があると認められる場合 

・通勤時間の始めまたは終わりに１日１時間以内 
 

広島県人事委員会委員長 

一部改正 昭和 49 年 4 月 1 日指令第 1

号 

‚  ⁴  

職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 (昭和 26 年広島県人事委員会規則第５号) の表中第

10 号に定める妊娠障害休暇の運用に関しては、次に定めるところによるものとする。 

１． この休暇は、母子健康手帳もしくは医師または助産婦の妊娠証明書によって妊娠の事実を証

明できる職員を対象とし、当該職員の申告に基づき妊娠に起因する障害によって勤務するこ

とが困難と認められる場合とする。 

２． 妊娠月数は 28 日をもって１月とし、妊娠４月以内 (妊娠第 16 週以内) の期間内に障害が生

じた場合に与えることができるものとする｡ 

３． 妊娠に起因する障害とは ｢つわり｣ または ｢悪阻｣ の症状をいうものとする。 

４．この休暇は、14 日を超えない範囲内で日または時間を単位として与えるものとする。時間単

位で取得したものについては 7時間 45 分をもって１日とする。（2004 年 1 月より時間の積算

が認められる） 



妊産婦検診
休暇 

・母子保健法の規定による保健指導または健康診
査 
・妊娠期間に応じて定められている回数につい
て、その都度必要と認める日または時間 

医 師 か ら 特 に
指 示 が あ っ た
場 合 は そ の 回
数 

職務専念義務の免除 
・業務が母体または胎児の健康保持に影響がある
場合 
・適宜休息し、または捕食するために必要な時間 

始業、就業、休
憩 等 に 連 続 し
た時間は不可 

就業制限 
・労働省令（女子労働基準規則）で定められた危

険有害業務には、原則として就業を禁止 
請 求 の 有 無 に
関わらず禁止 

業務軽減 ・職員が請求した場合に、軽易な業務に転換  

勤務制限 
・職員が請求した場合は、時間外勤務、休日（祝
日法による休日及び年末年始の休日）勤務、深
夜勤務を命じることができない。 
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項  目 内  容 摘  要 

特 別 休
暇 

出産休暇 

・出産予定日の８週間前（多胎妊娠の場合は１４週
間前の期間）の日から出産の日までの期間で必要
と認める期間ΐ ῖ 

 

・出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期
間で必要と認める期間ΐ ῖ  

・産前休暇の期間が６週間未満であった場合には、
その満たない期間を産後休暇に加算できる。 

産後６週間は

絶対的就業禁

止期間 

妊産婦検診
休暇 

・母子保健法の規定による保健指導または健康審査 
・出産後１年までに１回、必要と認める日または時

間 

医師から特に

指示があった

場合はその回

数 

就業制限 
・出産後１年を経過しない女性職員は、労働省令で

定められた危険有害業務には、原則として就業を
禁止 

請求の有無に

関わらず禁止 

勤務制限 

・出産後１年を経過しない女性職員が請求した場合
は、時間外勤務、休日（祝日法による休日及び年
末年始の休日）勤務、深夜勤務を命じることがで
きない 

 

＊ 出産とは、妊娠１２週以上の分娩をいう。この分娩には、早産、流産、死産、人工妊娠中絶を含む。 

ΐ ” Ό  ⁴  ‍ ῖ ͨ  

項  目 内  容 

特 別 休
暇 

配偶者出産
休暇 

出産予定日の前日から出産の日以後２週間の期間内で３日以内の
日または時間 

男性職員育
児参加休暇 
 

・配偶者の産前産後の期間に、出産に係る子または小学校就学の始期に達

するまでの子を養育する場合。  

・配偶者の出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日か

ら出産の日後８週間(出産の日以前の期間が６週に満たないこととなった場

合にあっては、その満たない期間を８週に加算した期間)を経過するまでの期

間内において、５日を超えない範囲内で必要と認める日又は時間 
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項  目 内  容 

休業 

育児休業 
・３歳未満の子どもを養育する場合 
・子が３歳になるまでの期間で職員が申請した期間 

部分休業 
・小学校就学前の子どもを養育する場合 
・勤務時間の初めまたは終わりに１日２時間以内（３０分単位） 



特別 
休暇 

育児休暇 
(育児時

間) 

・生後１年３月までの子を養育する場合 
・１日２回、それぞれ４５分（30 分・60 分の組み合わせでの取得や、１時

間３０分にまとめて取得することも認められている） 

※ただし、男性職員にあってはその配偶者が養育できる場合を除く 

家族看護 
休暇 

・子ども等の家族を看護する場合 
・年５日以内の日または時間（中学校就学前までの子を複数養育する場
合は、５日をその者の看護のために加えた時間） 

・看護とは負傷･疾病かかった者の世話をいう 

時間外勤務の制
限 

・小学校就学前の子どもを養育する場合 
・職員が請求した場合、深夜勤務と１か月 24 時間、１年 150 時間を超え

た時間外勤務をさせてはならない 

育児短時間勤務 

小学校就学前の子を養育する場合、勤務形態の変更を申し出ることができる。

（所属長との事前調整が必要） 

●期間･･･1 ヶ月以上 1 年以下。（承認期間が一旦終了した後は、特別な事情がな

い限り 1 年間は請求不可） 

●パターン ①週 5 日で 1 日 3 時間 55 分（週 19 時間 35 分） 

②週 5 日で 1 日 4 時間 55 分（週 24 時間 35 分） 

③週 3 日で 1 日 7 時間 45 分（週 23 時間 15 分） 

④週 3 日で 1 日 7 時間 45 分×2 日間＋3 時間 55 分×1 日(週 19 時間

25 分) 

⑤4 時間単位で週当たりの時間が①～④の時間となる変則勤務職

場 

●代員･･･非常勤講師を措置する(勤務しない時間の間数を条件とする) 

●給料･･･本来の月額を週当たりの勤務時間に対応して切り落とした月額とな

る。 

早出遅出勤務 

・小学校就学前の子どもがいる場合、または小学校に就学している子ど
もを送迎する場合 

・通常の勤務時間から３０分の範囲で始業および就業の時刻の繰り上げ、
または繰り下げた勤務時間をあらかじめ割り振り、職員が請求した場
合、早出遅出勤務をさせるものとする 

※期間が、1 月以上 6 月以内に限る。 

休憩時間の短縮 

・小学校就学前の子どもがいる場合 または小学校に就学している子どもを送迎

する場合 

・休憩時間が４５分を超えておかれている場合に、職員が請求した場合、休憩時

間を短縮することができる 

※期間が、1 月以上 6 月以内に限る。 
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① 中学校・高等学校の体育担当者には、妊娠判明時から、担当授業時数分の非常勤講師が配置さ

れます。 

② 小学校では、１校につき２名以上の妊娠者 (体育の授業担当者) が、同時期が最低一週間以上

重なったときに、体育の授業時数分の非常勤講師が配置されます。12 学級以下の学校では一

人の妊娠者でも配置されます。(2002 年 4 月～) 

この措置は、98 年４月に教育事務所内の６学級以下校で導入され、99 年４月～８学級以下

校、～10 学級以下校に一人でもと改善され、今日に至っています。体育の授業を担当しない

教員は該当になりません。重なりで配置の場合、１名が産休に入って妊娠者が１名になって

も、配置は継続になります。（2006 年 1 月より 12 学級のカウントから特別支援学級を除く） 

③ 特別支援学校については、妊娠者保護措置として体育授業に関わらず、小・中学校に準じて配

置されます。この場合、週 12 時間の配置が限度になります。分校、寄宿舎は１名でも配置さ

れます。 

④ 養護教諭の妊娠補助は、一人配置職場の限定措置として、もっとも繁忙な健康診断実施期間(原

則 4 月から 6 月ですが、定期健診が７月に延びた場合も対象となります)の必要な時に、週あ

たり 18 時間以内・総枠 72 時間以内の非常勤講師が配置されます。(98 年 4 月～) 総枠 72 時

間は、県教委との調整で上乗せが可能です｡ 



⑤ 小学校で体育授業を担当している教職員が妊娠した場合には、プール指導時に実技指導・緊急

時対応の補助要員として週３時間、総時間数４週間分の非常勤講師が配置されます。 

 

Ṍ ”  Ṍ（特別休暇） 

 遠距離通勤や通勤ラッシュによる妊娠者の母体を保護するために、出勤時・退勤時に、１日１時

間を限度とする ｢通勤緩和措置｣ が認められています。 

94 確定で、それまで交通機関利用者のみに認められていた制度を、片道通勤時間 30 分以上の自

家用車等 (原付などを含む) に拡大され、97 年１月から通勤時間による制約が撤廃されました。 

請求は、妊娠中の全期間に適用されますから、そのつど請求する必要はありません。あらかじめ

定めて請求し、承認されれば、出勤簿の備考欄に「通勤緩和休暇」「期間 平成○年○月○日～平成

○年○月○日」「時間８時２５分～８時５５分」「時間 １６時２５分～１６時５５分」のように記

載されることによって、特別休暇が成立します。 

 この場合、休憩時間などあなたの１日の勤務時間の割り振りを別に決めておく必要があります。 

 

Ṍ ”Ή ᾿ ῌ Ṍ（職専免） 

 母子保健法の改正によって、98年４月から妊娠中の職員が、母体・胎児を守るために必要な｢休息、

捕食｣を取るための時間は、職務専念義務免除の扱いで認められます。 

こうした制度を実効あるものとするためにも、それぞれの職場に休養室など条件整備が必要です｡ 

 

Ṍ ” ᾿  Ṍ （特別休暇） 

 妊娠中の職員が健康診断(産検)や保健指導を受けることは、母体・胎児を守るために必要なこと

です｡妊娠期間に応じた次の日数が特別休暇として認められています。 

妊 娠 の 期 間 回 数 

 ２３週まで(７月まで) ４週に１回 

 ２４週～３５週(８～９月) ２週に１回 

 ３６週～出産まで １週に１回 

 産後１年まで その間に１回 

   ＊医師等から特別な指示があった場合には、その回数です｡ 
 

Ṍ ‚–΅― Ṍ（産前は８週前から） 

 出産に関わる休暇については、労働基準法で次のように定められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 産前の休暇は、96年４月から本則８週間 (多胎の場合には 98年４月から 14週間) となりました。

これは、出産予定日の８週間前から、有給の休みに入ることができるということです。予定日前の

出産、都合で産休に入るのが遅れたなどで産前が６週に満たない場合には、産後の休暇に加算する

ことができます。母体と胎児を守る観点からすれば、産前休暇が有給であることを重視して、産休・

母体保護の様々な権利を活用することが重要です。 

 産前休暇に関わっては、次のような ｢運用方針｣ が示されています。 

 

 

 

ṻ  65 ( ) 
① 使用者は、６週間 (多胎妊娠の場合にあっては、10 週間) 以内に出産する予定の女子が

休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。 
② 使用者は、産後８週間を経過しない女子を就業させてはならない。ただし、産後６週間を

経過した女子が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に
つかせることは、差し支えない。 

③ 使用者は、妊娠中の女子が請求した場合においては、他の軽易な業務に転換させなければ
ならない。 

昭和62年3月30日 
広島県人事委員会 

” ‚  ⁴  
 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和 26年広島県人事委員会規則第５号)第４条第１
項の表中第９号に定める出産休暇のうち産前休暇の運用に関しては、次に定めるところによる
ものとする。 
 １ 出産予定日は、医師または助産婦の証明書によって確認する。 
 ２ 産前の期間は、出産予定日から起算する (出産日は産前の期間に含まれる)。 
 なお、昭和 50 年人事委員会指令第３号 (職員の産前休暇に関する運用方針) は、廃止する。 

 

●職務専念義務免除承認簿に記載 例：「母体の健康保持等に必要な時間 （○月○日～

○月○日）」 

休息をとる時は、所属長に対し休息時間・休息場所を口頭で申し出ること。 
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 出産 (産前・産後) 休暇の前後に１日ずつ、代替職員との引継ぎ日が措置されています。産休か

ら育児休業に引き続いて入った場合には、育休後に１日措置となります。引継ぎ日は、休暇に入る

職員と代替職員の任用が重なる日になります。引継ぎ日が、休日・週休日と重なった場合には、前

後に１日移動することができます。 

一人職場の学校事務職員、栄養職員、養護教員については、95 確定で引継ぎ日の拡大が実現し、

産前の引継ぎが２日になりました。 一人職場とは、県費負担の養護教諭等、栄養教諭、事務職員

及び学校栄養職員が同一職場にいない場合をいいます。 

ṳ „ ₀ ( „14 ) 

 出産後の休暇は、労働基準法によっても最低８週が保障されています。この場合の出産とは、妊

娠４か月以上 (１か月は 28 日として計算します。４か月以上とは 85 日以上をさすことになります) 

の分娩をいいます。この場合、通常の出産だけでなく、死産も含むとされています。 

 なお、広島県ではこの産後休暇と産前の休暇について ｢通算制｣ を採用しており、産前休暇が６

週に満たなかった場合には、その部分だけを産後に加算して取得することができます。この場合の

産後休暇は、予定日と実際の出産日との関係で次のように動きます。 
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 出産の日から８週間保障。結果として ｢産休｣ 期間はのびることになります。 

《  産前休暇８週で請求し、出産が予定日より遅れた場合》 
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 ６週に満たない産前の期間となった場合には、６週の不足分だけ産後に加算することができます。

６週以上の産前が保障されていた場合では、８週の産後休暇だけが認められます。 

《  産前休暇４週で請求し、出産が予定日より１週早まった場合》 

 

 

 

 

 

Ṳ ‡᾿  ―  ΅  

 産前の休暇は８週間前になって初めて請求することができます。したがって、出産予定日の８週

間前以前の出産については、現行制度では産後休暇しか認めないという矛盾が生まれています。こ

の場合、県人事委員会の見解としては ｢事前に、医師の証明を持って、予定日の変更が特定されれ

ば、変更後の出産予定日を起算点として取り扱うことができる｣ とされてきました。全教広島など

の取り組みによって、この制度が「医師の証明による出産予定日または出産日」として、周知され

ています。しかし、事例として尐ないこともあってなかなか徹底できていません。注意が必要です。 

《  出産予定日が８月５日の人が、産休８週を請求する前に体の異常を感じ、医師の診断を

受けたところ、 ｢３日後には出産する｣ と言われて急きょ入院、１週間後に出産した。》 

 

産休開始―――――――――出産予定日―――出産日―――――――産後休暇終了 

 7/8            8/5      8/19 ―――――― 10/14 

  |―――――――――――――――――――――｜―――産後 8週――｜ 

         ＊産前休暇の開始からの通算は、18 週になります。 

産休開始―――――――――出産日―――出産予定日――――産後休暇終了 

 7/8           7/29     8/5 ―――――― 9/16 

  |――産前 3週―――――――｜―――――産後 8週＋繰越 3週――｜ 

        ＊産前休暇の開始からの通算は、1４週になります。 

入院・実質産休――出産日―――産休開始予定――当初の出産予定日――――産後休暇終了 

5/27－１週間――― 6/3 ―――― 6/10 ――――― 8/5 ―――――――――― 8/19 

   5/30      ｜―――――産後 8週＋産前の繰越 5週 ――――――――――｜ 

  →医師の診断による新しい出産予定日 
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共済

組合 

出産費 

家族出産費 

４２万円 

（ただし、産科医療保障制度の対象 

分娩でない場合の出産費は３９万

円） 

附加金 ５万円 

互助

組合 
出産手当金 １児につき １万円 

 

 この出産費については、職員の負担軽減のため、共済組合から直接、分娩費用を医療機関へ支払うことが

できるようになっています。（ただし、医療機関等の了承が得られた場合） 

 支給方法としては、分娩費用が４２万円以上の場合は、４２万円を超えた金額について、職員が医療機関

へ支払うようになります。また、逆に分娩費用が４２万円未満の場合は、差額（出産費－分娩費）が職員へ

給付されます。またこれと平行して附加金（５万円）も職員へ給付されます。 

 

 

 

休暇について、県教委作成の「休暇制度Ｑ＆Ａ」では、次のように整理されています 

■出産休暇（産前ヷ産後休暇）（９号） 

ア 要 件…「職員の出産」の場合 

○ 「職員の出産」という事実を前提に，その前後の期間について母性保護のために措置された休暇。 

○ 出産とは，妊娠満１２週以上（妊娠８５日以上）の分娩をいい，分娩には，死産，人工妊娠中絶を

含む。 

イ 期 間…（ア）産前休暇…出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は 1 ４週間）前の日から，出産の日ま

での期間内において必要と認める期間 

（イ）産後休暇…出産の日の翌日から 8 週間を経過する日までの期間内において必要と認める

期間 

（ウ）産前休暇の産後休暇への通算…産前休暇の期間が 6 週間未満であった場合には，その満

たない期間を産後休暇の 8 週間に加算できる。 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 産前休暇は８週間（多胎妊娠の場合は 1 ４週間）とされているが，出産日が予定日より

遅れて，これより延びた場合，その延びた期間の取扱いはどうなるのか。 

Ａ１ 産後休暇の場合，『「出産日の翌日」という確定した日から８週間を経過する日まで』と期間で特定

しているのに対し，産前休暇の場合は，「出産予定日から８週間前の日から」と始期を特定する形で定

められている。 

したがって，実際の産前期間がこれより長くなる場合であっても，短くなる場合であっても，休暇

＊双生児を出産した場

合には、その産児ごと

に１回の出産があった

ものとして出産費及び

家族出産費が支給され

ます。  



の承認を受けた日から出産日までが産前休暇の期間となる。 

 

Ｑ２ 出産予定日は，何で確認するのか。 

 Ａ２ 医師又は助産師の証明等によって確認する。 

Ｑ３ 出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日より前に分娩しそうな場合に，

産前休暇を請求することはできないか。 

 Ａ３ 早産等の場合，医師等の証明等によって，あらかじめその予定日が特定できれば，出産予定日を変

更し，その変更後の予定日の 8 週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日から産前休暇を請求できる。 

この場合で，産前休暇の期間が６週間に満たないことになった場合には，その満たない期間を産後

に通算することができる。 

 

Ｑ４ 早産等により，出産予定日の８週間前の日より早期に出産した場合にも，産前 6 週間を

産後に通算できるのか。 

 Ａ４ 妊娠満１２週以上の職員が，出産予定日の８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日より早期に

出産した場合の出産予定日については，医師又は助産師の証明等によって確認できる出産日に出産予

定日が変更されたものとして，６週間に満たない産前の期間を，産後に通算することができる。 

 

Ｑ５ 産前休暇を請求せず，出産予定日の１週間前から年次有給休暇を使用していた職員が，

予定日の 3 日前に出産した。この場合，出産以後の休暇の取扱いはどのようになるのか。 

 Ａ５ 出産日の翌日以降は，産後休暇に振り替えるべきである。（仮に，そのまま年休の扱いとした場合で

も，産後休暇は出産日の翌日から 8 週間以内であり，年次有給休暇の日数分だけ延長されるわけでは

ない。） 

    なお，この場合，産前休暇の 6 週間は，当然，産後休暇に通算することができる。 

 

Ｑ６ 本号の休暇の要件にいう「出産」の範囲はどの範囲か。正常分娩以外のいわゆる早産ヷ

流産ヷ死産等の場合につき，如何に取扱うべきか。 

 Ａ６ 出産については，昭和２３年１２月２３日付け基発第１８８５号により，「妊娠４か月以上（１か月

は 28 日として計算する。したがって，4 か月以上というのは，8 ５日（28 日×３か月＋1 日）以上

のことである。）の分娩であり，出産のみならず死産をも含む」ものであるとされている。 

   なお，従来は「妊娠 4 か月以上」と表示していたが，最近は，国際的な表示方法統一の要請から「妊

娠満１２週以上」の表示がよく用いられる。実際の期間の長さは，いずれの場合でも同じである。 

  （参 考） 

   ○「妊娠４か月以上        」…最終月経の初日から２８日目までを，妊娠１か月として計算する。 

その結果，妊娠３か月の最終日が８４日目となり，その翌日（８５日目）

からが妊娠４か月となる。 

   ○「妊娠満１２週以上」…最終月経の初日から７日目までを，０週として計算する。 

                  その結果，妊娠満１１週の最終日が８４日目となり，その翌日（８５日目）

からが妊娠満１２週となる。 

 



Ｑ７ 妊娠満１２週未満で分娩した場合、出産休暇は取徔できないのか。 

 Ａ７ 妊娠満１２週未満で分娩した場合には、産後休暇などの出産に係る特別休暇の対象とはならないが、

職員が受けた身体的、精神的負担は大きいと予想されるため、身体的丌調等により、病気休暇を取徔

することが可能である。 

 

Ｑ８ 出産後の期間について，職員本人から申し出があった場合には，就業させてもよいか。 

 Ａ８ 出産の日の翌日から 6 週間を経過するまでの期間は，労働基準法上の絶対的就業禁止期間であり，

本人が希望した場合でも就業させることはできない。 

    なお，産後６週間を経過した職員が請求した場合において，その者について医師が支障がないと認

めた業務に就かせることは差し支えない。 

 

■妊娠障害休暇（１０号） 

ア 要 件…「妊娠中の女子職員が妊娠に起因する障害（つわり又は悪阻）により勤務することが困難と認

められる場合」 

イ 期 間…産前休暇を承認されるまでの妊娠期間中において，「14 日を超えない範囲内において必要と認

める日又は時間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 本号の休暇の期間の「１4 日を超えない範囲」とは，1 回の休暇として請求できる範囲

か，それとも，全妊娠期間を通じて請求できる範囲か。 

 Ａ１ 全妊娠期間を通じて 14 日以内である。 

 

Ｑ２ 本号の休暇は，妊娠に起因する障害の状況に応じて，１日毎に分割して請求することも

可能か。 

 Ａ２ 可能である。 

 

Ｑ３ 本号の休暇を 2 時間請求し，承認されて早退した場合，計算上は 1 日使用したことにな

るのか。 

 Ａ３ この休暇の場合，時間を単位として使用した休暇を日に換算するときは，７時間４５分をもって１

日とすることになる。 

    なお、育児短時間勤務職員のうち、勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員に合っては、勤務日

ごとの勤務時間の時間数をもって１日とし、勤務日ごとの時間数が同一でない職員にあっては、１日

についてその者に割り振られた勤務時間のうち最大の時間数をもって１日とすることになる。 

 

■通勤緩和休暇（１１号） 

ア 要 件…「妊娠中の女子職員が請求した場合において，当該職員が通勤に利用する交通機関内又は原動

機付の交通用具（人事委員会が定めるものに限る。）による通勤経路の混雑の程度が母体又は胎

児の健康保持に影響があると認められる場合」 

      ○ 勤務を前提とした休暇であり，１日の全てについて勤務しない場合には認められない。 

イ 期 間…正規の勤務時間の始め又は終わりに，1 日を通じて１時間を超えない範囲内で必要と認める時



間」 

ウ Ｑ＆Ａ 

Ｑ１ 本号の休暇の承認を受けている職員が，1 日の年次有給休暇を届け出た場合の取扱いは

どうなるのか。 

 Ａ１ 本号の休暇は，通勤を前提としたものであり，年次有給休暇等によりその日 1 日勤務しないことと

なる場合には，通勤の実態がなくなるわけであるから，この休暇は請求できない。 

    なお，この日に年次有給休暇を使用するときは，本号の休暇を承認された残余の時間についてでは

なく，取徔単位１日として届出することになる。 

 

Ｑ２ 「交通機関」及び「原動機付の交通用具」とは，具体的には何をいうのか。 

 Ａ２ 「交通機関」とは，公共の交通機関をいう。 

    また，「原動機付の交通用具」とは，自動車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第３条に規

定する普通自動車及び自動二輪車をいう。）及び原動機付自転車（同法第２条第１項第１０号に規定す

るものをいう。）をいう。 

 

Ｑ３ 「混雑の程度」は，どのように判断することになるのか。 

 Ａ３ 社会通念により判断することになる。 

   ① 交通機関利用の場合…利用する時間帯において，通常座れるかどうかにより判断する。 

② 原動機付の交通用具使用の場合…使用する時間帯において，通常に比べ交通量が多いことにより，

運転時間が通常に比べて相当程度かかるかどうかで判断する。 

 

 

 その他、「配偶者出産休暇（12 号）」や「男性職員の育児参加休暇（１３号）」「育児休暇（育児時間）（１

４号）」も、出産に関連する特別休暇です。Ｐ９以後の特別休暇の欄を見て、必要な権利行使を行いましょう。 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の子育てを職場全体で支えていくた

めのさまざまな制度が改正されています。 

夫婦がともに、子育てと仕事の両立をしていく

ための制度は次のとおりです。 

 



 

 

 

 

 ３歳に満たない子どもの養育のために、３歳の誕生日の前日までの期間で、育児休業を取ること

ができます。育児休業を取ることができるのは、男女を問いません。(３歳までに延長は 02 年 4 月

～) 

 産休の間は、有給ですが、育児休業中は、無給になります。だだし、共済組合から育児休業手当

金が 1 歳、または、1 歳６ヶ月までは支給されます。共済掛金は、３歳まで免除されます。 

                    

   07/7/3          8/23        08/7/2       10/7/2 7/3 

    ｜    8 週間     ｜         ｜（３歳前日まで可能）｜  ｜ 

出産   産後休暇     ｜        １歳前日      ３歳前日３歳 

                            |      必要な期間で育児休業     ｜ 

 

Ṳ ”  

 子どもの養育のためなら、男女を問わず、取得することができます。但し、次の職員は、対象か

らはずされています。 

 

 

 

 

※ 職員以外の当該の子の親が常態として養育することができる場合や、 

配偶者が育児休業をしている場合でも取得できるようになりました。 

 

Ṳ ”  

 養育の対象となる子どもが３歳に達する前日まで取得することができます。はじめに請求した期

間は１回に限り延長することができます。但し、特別の事情がある場合には、３歳までの期限内で

再度の延長も可能です。特別な事情とは次のような場合とされています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ṳ ‗  

 育児休業は、1975 年の制度確立以後、無給の休業制度でした。 ｢生活を考えると育休が取りにく

い｣ との声が絶えず、民間企業も含めた育児休業が実現した 1992 年以後も最大の課題です。こうし

たなか、93 年９月には、民間労働者を対象に、雇用保険給付として、通常賃金の 25％相当の支給が

実現しました。この 25％相当は、07 年 10 月から 50％相当に引き上げられています。 

 公務労働者については、雇用保険は適用になっておらず、全教広島などは ｢賃金｣ としての支給

を求めた運動を進めてきました。この結果、95 年４月から、育児休業中は共済組合・短期給付より

 ｢育児休業手当金｣ が支給されることとなり、07 年 10 月から 50％相当額に引き上げられています 

・ 非常勤講師（ただし、再任用短時間勤務職員又は任期短時間勤務職員を

除く） 

・ 臨時的任用の職員 

・ 承認請求日から起算して１年以内に任期が満了 (定年) となる職員 

■特別な事情……配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことそ

の他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が

生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延

長をしなければその養育に著しい障害が生じることとなったこと。 



なお、この制度にともなって、従来の ｢育児休業給｣ が廃止され、育児休業期間中(最大３歳まで)

の共済等の掛金は申し出により免除されることになりました。育児休業は最大３歳までとれますが、

育児休業手当金の支給は１歳または１歳６か月までです。また、扶養手当と税の扶養で扱いが違う

ので注意が必要です。 

 

■   

 

 

 

 

＊給付日額には上限があります。  

＊育児休業手当金の請求は、原則として毎月校長を通じて提出することになります。 

＊育児休業を開始した日以降、一括して請求。支給は１か月ごとにおこなわれます。 

 

 

Ṍ ‗ (∑╒⅓₰) 

育児休業取得日が、一時金(ボーナス)の基準日に重なると一円の一時金も支給されない不合理が

続いてきました。長年の運動によって、00 年３月期の一時金から改善されました。育児休業期間と

基準日の関係を整理すると次のようになります。 

基準日と基準日における 

勤務、育児休業の関係 

00 年３月以前 改善による現行の制度 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

すべて育児休業を取得 

6/2---すべて育休---12/1 

支給なし 支給なし 勤務日がないためにやっぱり支給な

し 

産休及び育休を取得 

6/2--産休----育休—12/1 

支給なし 支給なし 産休期間＋育休期間の 1/

2 

期間率に応じた支給 

育休を除

き期間率 

勤務-産休-育休の場合 

6/2－勤務--産休-育休-12

/1 

支給なし 支給なし 勤務期間＋産休期間＋育

休期間の 1/2 に応じた支

給 

育休を除

き期間率 

病休-産休-育休の場合 

6/2-病休-産休-育休—12/1 

支給なし 支給なし 病休期間＋産休期間＋育

休期間の 1/2 に応じた支

給 

病休・育休

を除き期

間率 

 

ṳ  

子どもが小学校就学の始期に達するまで（6 歳の誕生日の属する年度の３月 31 日まで）の期間、

１日２時間を超えない範囲で１日の勤務時間の一部を育児にあてることができます。（30 分単位）

但し、部分休業は、次の職員を対象からはずしています。 

 

 

 

部分休業は、勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日について２時間を限度に取ることができ

ます。育児時間を承認されている職員は、育児時間を含めて２時間が限度となります。育児時間と

部分休業をセットに考える場合、91 年４月から育児時間の組み合わせを ｢60 分｣ と ｢30 分｣とする

ことができるようになりました。 (従来、育児時間は、45 分を２回とされていました。) 

部分休業は、無給の扱いになります。したがって、部分休業の部分(＝育児時間とセットにした場

 ・非常勤講師  

 ・育児短時間勤務をしている職員  

 

１歳または１歳６か月までの育児休業中 

  ＝給付日額(給料日額×50/100×1.25)×支給日数（１月単位）  

                     ※休業日から週休日を除

く 

   



合は１日 30 分だけなり、セットにできない職員は２時間が上限) が給与から減額となります。部分

休業をした日が 90 日を超える場合は、勤勉手当の算定から、その勤務しなかった日を除算すること

になります。この場合、積算して 7 時間 45 分になると１日として計算します。 

【例えば……】 

部分休業 92 日 (１日 30 分)…30 分×92＝2,760 分＝46 時間→→→＠5 日 7 時間 15 分を除算しま

す。→→→除算後の勤務期間を「期間率」に対応させて、勤勉手当が支給されます。5 日 7 時間 1

5 分を除算する場合は、「5 月 15 日以上 6 月未満」となり、対応する期間率で 95/100 を本来の勤

勉手当額に乗じることになります。（勤勉手当の満額は、11 年度 0.675 月） 

  ＊この場合の計算期間は、勤勉手当の基準日である 6／2～12／1、12／2～ 6／1 の間です。 

 

ṳ  
 育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立のため作られた制度のひとつです。 

小学校就学前の子を養育する場合、勤務形態の変更を申し出ることができます。詳しくはＰ６２を

ご覧ください。 

 

ṳ  
小学校就学前の子どもがいる場合または小学校に就学している子どもを送迎する場合。 

通常の勤務時間から３０分の範囲で、「始業時刻より早く出勤し、早く退校」および「遅く出勤

し、遅く退校」することが可能できます。詳しくはＰ８０をご覧ください。 
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 教職員の育児休業には、代替教職員の配置が不可欠です。現在の代替配置は、次のように整理されていま

す。 

＜広島県教委が任命権を持つ小・中学校の教職員の場合＞ 

・ 1 年以内を期間として育児休業が請求された場合……臨時的任用 

・ 1 年を超える期間で育児休業が請求された場合………育休任期付職員 

＜広島市教委が任命権を持つ小・中学校の教職員の場合＞ 

・ 期間を問わず、臨時的任用を配置する。 

 

 この制度の違いは次のようになっています。 

勤務労働条件など＼任用の形

態 

  

任用される場合 １年超の育児休業の代替者 １年以内の育児休業代替者 

広島市では、すべての育休代替

者 

職名 教諭（臨時免許の場合は助教

諭） 

教諭（臨時免許の場合は助教

諭） 

－－ 臨時教職員と産休－－ 

 育休制度の拡大などにつれて増加の一途をたどった臨時教職員。しかし、産休や育休

の代替を勤める臨時教職員には、育休はおろか産休さえ認められていませんでした。全

教広島などの運動で 92 年２月、 ｢産休を実質的に保障するための代替配置｣ が明言さ

れ、制度化がおこなわれました。 

ご 存 知 で す

か？ 



賃金、前歴などの計算 有効前歴を１７年まで換算して賃金決定を行い、教育職（３）

を適用 

 

 

諸手当 

通勤手当 正規職員に準じて支給される。 

扶養手当 正規職員に準じて支給される。 

住居手当 正規職員に準じて支給される。 

一時金 正規職員に準じて支給される。 

その他 正規職員に準じて支給される。 

 

 

休暇制度 

年次有給休暇 任用月数に応じて年２日から 20 日 

特別休暇 正規職員に準じて保障されるが代替の配置がない。 

介護休暇 正規職員に準じて保障されるが代替の配置がない。 

病気休暇 正規職員に準じて保障されるが代替の配置がない。 

産休 正規職員に準じて保障され、任用期間に限定した代替の配置。 

その他 基本的な権利関係は正規職員に準じる。 

 

社会保障制

度の適用 

健康保険 共済組合（短期） ２月以上の任期で全国健康保

険協会に加入、１年超の場合は

共済。 

年金 共済組合（長期） ２月以上の任期で厚生年金に

加入、１年超の場合は共済とな

る。 

雇用保険 加入しない 任用期間が 30 日超で加入。12

月以上の被保険者期間で受給

資格。 

退職手当 勤続期間に応じて支給される。 支給されない。 

勤務時間 正規職員に準じた勤務時間管理が行われる。 

研修の取り扱い 正規職員に準じる。 学校によって対応が異なる。 

出張の取り扱い 正規職員に準じる。 学校によって対応が異なる。 

その他の注意事項 次の任用まで 1年あける。 1 回だけの更新が可能。 

 

以上のことは、県教委作成の「休暇制度Ｑ＆Ａ」では、次のように整理されています。(一部抜粋) 

 

■育児休業Ｑ＆Ａ 

Ａ１  

地方公務

員の育児

休業等に

関する法

律等の一部改正（平成22 年６月30 日施行）により，職員の配偶者の就業の有無又は育児休業等の取

徔の有無等の状況にかかわりなく，職員は育児休業等をすることができるものとされたことから，本事

例については，育児休業の請求をすることができる。 

 

Ｑ１  ある職員の妻は専業主婦であるが，この度，病院で第１子を出産し，出産日から１週

間後に，子とともに自宅に帰って来るという。 

この場合，夫は，妻と子が自宅に帰ってきた日から，育児休業を請求することができ

るか。 



Ｑ２  夫も妻もいずれも職員である場合に，妻の第２子に係る産前産後休暇中に，３歳未満の

第１子を養育するための育児休業を夫が請求することはできるか。 

Ａ２  Ａ１のとおり，本事例についても，育児休業の請求をすることができる。 

 

Ｑ３  養育すべき子が２人いる場合や双子の場合，両親（いずれも職員）ともに育児休業を請

求することはできるのか。 

Ａ３ Ａ１のとおり，いずれの事例についても，育児休業の請求をすることができる。 

 

Ｑ４  早産で子が入院している場合でも，育児休業は請求できるのか。 

Ａ４  職員と子とが物理的に離れている場合でも，それが一時的な状態であると判断されれば請求するこ

とができる。 

 

Ｑ５  職員が再度の育児休業の承認を受けた場合にも，臨時的任用職員との引継日は措置され

るのか。 

Ａ５  措置される。 

（女性職員の場合の例） 

 

 

 

 

 

 

■育児短時間勤務Ｑ＆Ａ 

Ｑ１  祖父母や保育園等に託児している場合も，育児短時間勤務をすることができるか。 

Ａ１  託児している時間帯については，職員はその子の日常生活上の世話に専念しておらず，「子を養育

している」とはいえないため，その時間帯を勤務しないこととする育児短時間勤務をすることはでき

ない（託児していない時間帯について勤務しない形態の育児短時間勤務をすることは可能である）。 

なお，育児短時間勤務の請求ヷ承認の要件は，現に職員が子の養育を行う（行っている）かどうかとい

うことであって，祖父母や保育園等に託児する余地があるかどうかは問わない。 

 

Ｑ２  夫婦がともに職員である場合，夫婦で同時期に育児短時間勤務を行うことができるか。 

Ａ２  地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正（平成22 年６月30 日施行）により，職員の

配偶者の就業の有無又は育児休業等の取徔の有無等の状況にかかわりなく，職員は育児休業等をする

ことができるものとされたことから，本事例については，夫婦で同時期（同時間帯）に短時間勤務を

行うことができる。 

Ａ３  

Ａ２のと

おり，本事

Ｑ３  夫婦がともに職員で，５歳と３歳の子を養育している。妻が３歳の第２子を養育する

ために育児短時間勤務をしているが，夫が５歳の第１子を養育するために，妻と同時期

に育児短時間勤務をすることができるか。 

産休 育児休業 育児休業 

子の 1 歳の誕生日 子の３歳の誕生日 

産前の引継日措置 
育休前後に引継日を措置 

 

産後の引継日を育休後に措

置 

 



例についても，同時期（同時間帯）に短時間勤務を行うことができる。 

 

Ｑ４  育児短時間勤務をしていない方の親が，その他の育児のための制度を使うことができ

るか。 

Ａ４  育児短時間勤務をしていない方の親が他の制度を使うことは可能である。ただし，男性職員の育児

時間（第14 号）については，その時間帯に妻が育児短時間勤務によって当該子を養育できる場合は，

取徔できない。 

 

Ｑ５  育児短時間勤務の期間中に，勤務日や勤務時間帯を変更することはできるか。 

Ａ５  育児短時間勤務の承認を受けた職員については，その育児短時間勤務の内容に従い勤務日や勤務時

間帯が定まる（割り振られる）こととなるため，育児短時間勤務を取り消さない限り，勤務日や勤務

時間帯を変更することはできない（育児短時間勤務の取消しができるのは，子の養育に関する状況に

変化があった場合に限られる。）。 

なお，育児短時間勤務職員が勤務しない日は週休日であり，週休日の振替を行って，勤務日と週休

日を入れ替えることは可能であるが，「育児のために勤務日や勤務時間帯を限定し，短時間の勤務を

承認する」という制度の趣旨を損ねることのないよう留意する必要がある。 

 

Ｑ６  育児短時間勤務職員の年次有給休暇はどうなるのか。 

Ａ６ 週当たりの勤務日数や勤務時間により，次のとおりとなる。また，取徔は日又は時間単位で行い，

日への換算は年末に一拢で処理する。 

区 分 年間の年次有給休暇日数 

週５日各３時間55 分勤務 20 日（３時間55 分で１日換算） 

週５日各４時間55 分勤務 20 日（４時間55 分で１日換算） 

週３日各７時間45 分勤務 12 日（７時間45 分で１日換算） 

週２日７時間45 分＋週１日３時間55 

分 

11 日（７時間45 分で１日換算） 

 

 

 

■部分休業Ｑ＆Ａ 

Ｑ1   部分休業と年次有給休暇を同一日に併せて取ることができるか。 

Ａ1   部分休業の前又は後に引き続いて勤務するかどうかで判断することになる。部分休業は育児と仕事

の調和を図るため，勤務時間内に勤務しないことを認める措置であり，その前又は後に勤務すること

を前提として認めるものである。 

したがって，部分休業の前又は後に年次有給休暇が引き続く場合には，部分休業は認められない（全

期間，年次有給休暇を使用することになる。）。 

一方，部分休業の期間と，年次有給休暇の期間とが引き続いていなければ，部分休業は認められる。 

 

 



Ｑ2  夫婦がともに職員である場合に，夫が出勤時に，妻が退庁時に，それぞれ部分休業を

請求することはできるか。 

Ａ2    地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正（平成 22 年６月 30 日施行）により，職員

の配偶者の就業の有無又は育児休業等の取徔の有無等の状況にかかわりなく，職員は育児休業等をす

ることができるものとされたことから，本事例については，夫婦で同時期（同時間帯）に部分休業を

行うことができる。 

 

夫も １日につき 部分休業 ≦ ２時間 

妻も １日につき 部分休業 ≦ ２時間 それぞれ請求可，同時時間帯可 

 

Ｑ3   職員が，部分休業と育児時間（特別休暇第 14 号）とを併せて請求しようとする場

合，何か制約があるか。 

Ａ3    職員が部分休業と併せて育児時間を請求する場合には，部分休業に係る時間と育児時間に係る時間

とを合計して１日２時間以内としなければならない。 

１日につき 育児時間 ＋ 部分休業 ≦ ２時間 

 

Ｑ4   部分休業を取徔した場合の給不はどうなるのか。 

Ａ4   給料は，部分休業を行った全ての時間に応じて減額される。 

給料を基礎として支給される地域手当も同様に減額される。 

扶養手当，通勤手当，住居手当は減額されない。また，期末手当は減額されないが，勤勉手当につい

ては，基準日以前６か月の期間内の部分休業を行った日数が 90 日を超える場合は，その間の部分休

業を行った全ての時間が勤務しなかった期間として扱われ，勤務期間から除算される。 
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全教の調査によれば、教職員の１月の時間外勤務は 80 時間を超えています。文部科学省による実

態調査でも、この勤務実態が裏打ちされました。厚生労働省が出した通知－「過重労働による健康

障害防止のための総合対策」では、月 45 時間を超える時間外労働で、健康上のリスクが生じ、月平

均 80 時間を超える疾病では「過労が原因」（亡くなった場合には、「過労死」）とされているのに、

まったく生かされていないのが今日の学校です。 

広島市内の各学校では、入校退校時刻記録の義務化が 2007 年からスタートしています。2010 年 6

月の集計では、過労死ラインである１か月の時間外の勤務・８０時間以上が小・中学校で６９７名

であったことが明らかにされています。県内の学校では、入退校記録のデジタル化を 2011 年 6 月か

ら実施する予定です。 

教職員の勤務時間の問題をどのように考えたらいいのでしょう。 

 

₀ ῴ⁴  
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 94 年４月、労働基準法の ｢改正｣ によってすべての労働者を対象にした週４０時間労働制がスタ

ートしました。労働基準法は、働くものの労働条件の最低基準を定める法律ですから、教職員にも

当然この規定は適用されるべきものです。 
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  第３２条  (労働時間 ) 

①  使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について４０時間を超えて、労働

させてはならない。  

② 使用者は、１週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き１日について８

時間を超えて、労働させてはならない。 

 

 

この労基法の規定を受けて、県職員を対象にした ｢職員の勤務時間及び休暇等に関する条例｣ が

定められています。2010 年 1 月、勤務時間が短縮となり、この条例で職員の労働時間は、週 38 時

間 45 分と改定されました。この勤務時間短縮に伴い、育児短時間勤務職員・再任用短時間勤務職

員・任期付短時間勤務職員の勤務時間も改定されています。 
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第２条  (１週間の勤務時間 ) 

①  職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間あた

り３８時間４５分とする。  

②  育児短時間勤務職員の１週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時

間勤務の内容に従い、任命権者が定める。  

③  再任用短時間勤務職員の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を

除き、４週間を超えない期間につき１週間あたり１５時間３０分から３１時間

までの範囲内で、任命権者が定める。  

④  任期付短時間勤務職員の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を

„ 40

 



除き、４週間を超えない期間につき１週間あたり３１時間までの範囲内で、任

命権者が定める。  

⑤  任命権者は、職務の特殊性または当該公署の特殊の必要により、前各項に規定

する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、人

事委員会の承認を得て、別に定めることができる。  

 

 

 教職員には、子どもたちの成長と発達を保障するためにも、この基本原則に沿った勤務時間の適

正化が必要です。 
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 休憩時間とは、単に作業をしない手待時間を含まず、労働者が権利として労働から離れること (1

947.9. 労働局発 17 号) で、 ” ‗’⁮’΅ です。休憩は、労働者を労働から切り離し、

休養させ、労働による肉体的・精神的疲労を取り除き、労働の負担の軽減を図り、労働者の健康を

守るためのものです。そのため、原則として、①一つの職場の職員に一斉に与えられ、②自由に利

用させなければならず、③勤務時間の途中に与えられることの３要件を満たすことが求められてい

ます。99 年４月からは、「一斉付与」に例外規定が置かれました。これらの規定に反する場合には、

使用者(学校にあっては管理者である校長、市町村教委)に対して、６月以下の懲役または 30 万円

以下の罰金が科せられることになっています。 
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第 34 条 (休憩 ) 

①  使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては尐なくとも４５分、８時間

を超える場合においては尐なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与え

なければならない。  

② 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。但し、当該事業所に、労

働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の

過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表するも

のとの書面による協定があるときはその限りではない。  

③ 使用者は、第１項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

 

この労働基準法の規定を受けて、勤務時間条例・規則では次のように定められています。 
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第６条  (休憩時間 ) 

①  任命権者は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては尐なくとも４５

分、７時間４５分を超える場合にあっては尐なくとも１時間の休憩時間を、それ

ぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。  

②  任命権者は、前項の休憩時間（１日の勤務時間が６時間を超え７時間４５分以内

の場合においておくものに限る）を４５分を超えるものとした場合において、当

該休憩時間によると福祉に重大な影響を受けると認められる職員であって人事

委員会規則で定めるものが人事委員会規則で定めるところにより請求した場合

には、当該職員に係る休憩時間を短縮することができる。  

③  第１項の休憩時間は、職員の職務の特殊性又は勤務する公署の特殊の必要がある

場合において、人事委員会規則で定めるところにより、一斉に与えないことがで

  



きる。  
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 第４条の３（休憩時間の一斉付与の例外）  

任命権者は、次の各号のいずれにも該当する場合においては、条例第６条第３項

の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる。  

１ 休憩時間の自由な利用が妨げられないと認められる場合  

２ 職員の負担が加重にならないと認められる場合  
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このように労働基準法、県条例では、厳格な休憩時間に関わる規定がおかれています。にもかか

わらず、実際の学校現場では休憩時間はほとんどと言っていいほど保障されていません。「子ども

がいるのに休憩なんて……」という声さえあがるのが学校の実際となっています。 

 しかし、休憩時間の確保は、労働者の権利として「与えない場合には罰則」という厳しい規定が

おかれているのは、それなりの意味があります。 
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２００７年４月１日から「国家公務員に準じて…」、休息時間が廃止されました。全教広島は違法・不当な

勤務管理の実態も示し、「休憩や休息の確保、勤務時間の適正確保が先だ」と主張しました。 

県教委施策の転換を求める追及によって、改めて「時間外勤務の縮減は、重要な課題である」との回答が

示され、その具体化と機械的な対応を許さない、今後の取り組みが重要になります。 

 

 

  

 

 勤務時間を割り振らない日のことを と言います。また、勤務時間が割り振られている日で

も勤務を要しない日のことを と言います。 
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第３条 (週休日及び勤務時間の割り振り) 

①  日曜日及び土曜日は、週休日 (勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。) 

とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員については必要に応じ、当

該育児短時間勤務の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５

日間において週休日を設けるものとし、再任用短時間勤務職員及び任期付短時

間勤務職員については日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において、週休日を設けることができる。 

②  任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、一日につき７時間４５

今の学校現場は休憩を取れないほど多忙化

を極めています。休憩を「まったく取れない」

「ほとんど取れない」という実態は、「過労

死の危険を高くしている」と専門家は指摘し

ています。 

║  

 



分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員については

１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務の内容に従い１日につき７時

間４５分を超えない範囲内で勤務を割り振るものとし、再任用短時間勤務職員

及び任期付短時間勤務職員については１週間ごとの期間について、１日につき

７時間４５分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。 
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第１条（県の休日） 

次の各号に掲げる日は、県の休日とし、県の機関の執務は原則として行わないも

のとする。 

日曜日及び土曜日、国民の休日に関する法律に規定する休日、12 月 29 日～１月３

日の日 
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 運動会や修学旅行の引率など、学校行事などで週休日に勤務しなければならない場合が生じます。

通常、この週休日の振替を「週振」と呼びます。一般的な言葉としての「代休」と同義です。  

「週振」は、勤務が必要な週休日を起算日として、４週前から８週後の期間内に振り替えること

ができます。 (職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第３条 ) 2010 年 4 月からは、特例措置として

大会試合引率に限って、４週間前から１６週間後の期間内に振り替えることができるようになりました。

（同３条但し書き）しかし、勤務のリズムなどからすれば直近の日に振り替えることが一般的です

し、当然の姿です。  

 

週休日の振替【特例措置が認められる２つの要件】 

①  対外運動競技等において、児童生徒を引率する業務を校長が出張を命じた場

合。 

②  従来の４週前ヷ８週後の間に週休日の振替を講じることが著しく困難な場合。 
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第５条 (週休日の振替等) 

任命権者は、職員に第３条第１項または前条の規定により週休日とされた日に

おいて特に勤務することを命ずる必要がある場合には、人事委員会規則の定める

ところにより、第３条第２項または前条の規定により勤務時間が割り振られた日 

(以下この条において ｢勤務日｣という) のうち人事委員会規則で定める期間内に

ある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務す

ることを命ずる必要がある日に割り振り、または当該期間内にある勤務日の勤務

時間のうち４時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該４時間の勤務時間を

当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。  

 

●職員の勤務時間及び休暇等に関する規則  

第３条（週休日の振替等）  

 条例第５条の人事委員会で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要が

ある日（以下この項において「当該勤務日」という）を起算日とする４週間前の

日から当該勤務日を起算日とする８週間後の日までの期間とする。ただし、県立



及び市町立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例第２条

第２項に規定する教育職員で、同条例３条第１項の規定により教職調整額が支給

される者について、この規定によることが困難であると人事委員会が認める場合

は、当該勤務日を起算日とする４週間前の日から当該勤務日を起算日とする１６

週間後の日までの期間とすることができる。  
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 部活動の指導や試合引率などで週休日に勤務することが必要なケースも生まれています。この場

合、引率を  ｢出張｣ とし、勤務の振替によって「週振」  が確保されます。授業確保、出張旅費な

どいろいろな理由をつけて出張扱いにすることを拒む管理職がいますが、  ｢第一義的に出張であ

る｣ ことは、県教委との間で、何度も確認されています。  
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 95 年の法改正によって、休日に対する代休制度ができました。この休日代休は、勤務した休日の

８週後までの間でとることができます。この制度によって、休日に安易に学校行事などを入れる傾

向も生まれていますが、給特条例による ｢限定４項目｣ の規制は従前の通りですから、事前計画に

よる学校行事などは行うことができません。 (限定４項目についてはＰ○参照) 

 また、週休日と休日が重なる場合に、学校行事を入れたり、勤務が命じられたりすると事実上週

休日の振替と休日の代休日の２日休みが措置されますから、注意が必要です。 
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 第 10 条（休日の代休日）  

任命権者は、職員に祝日法による休日または年末年始の休日 (以下この条において 

｢休日｣ と総称する) である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部  (次項におい

て ｢休日の全勤務時間｣ という ) について勤務することを命じた場合には、人事委

員会規則の定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日  (次項におい

て  ｢代休日｣ という )  として 、当該休日後の勤務日(休日を除く)を指定することがで

きる。                                                                      

 

 

”  

 

 2002 年４月から始まった完全学校五日制は、教職員の勤務時間にも大きな影響を与えています。

出発にあたって、県教委が発出した通知文書には、「職員の勤務時間にかかる一般的留意事項」が

記述されています。これが、教職員の勤務時間を考える一つのものさしです。 
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１ 職員のうち、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師及び寄宿舎指導員に対する時

間外勤務命令は、県立及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別

措置条例（昭和４６年広島県条例第６７号）第６条第２項の規定により、次に掲げる業務

に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限って行うことができ

るものであること。 

（１） 生徒の実習に関する業務 

（２） 学校行事に関する業務 

（３） 教職員会議に関する業務 

（４） 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 

２ 職員のうち事務職員及び栄養職員に対する時間外勤務命令は、労働基準法（昭和２２年

法律第４９号）第３６条の規定による協定を締結することにより、行うことができるもの

であること。 

３ 平成１４年４月１日から、条例等の改正により、育児又は介護を行う職員に係る深夜勤

務及び時間外勤務の制限規定が適用されることになるので留意すること。 

４ 週休日に勤務を命ずる必要がある場合においては、週休日確保の観点から、４時間の勤

務時間の割り振り変更を行うのは、真に必要な場合のみとし、週休日の振替とするのを原

則とすること。 

５ 休日と週休日が重なる日については、できるだけ学校行事等を行わないこととし、職員

に勤務を命じないよう努めること。 

  やむを得ず、この日に勤務を命ずるときには、週休日の振替に加えて、休日の代休日の

指定も行うことができることに留意すること。 

６ 所属長は、勤務時間管理者として、勤務時間の始期及び終期の確認に留意し、その適正

な管理に努めること。 
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勤務時間に関わる原則を具体的な形にしたのが ｢勤務時間の割り振り｣ と呼ばれています。 ｢割り振り｣ 

とは、通常の日が繰り返し続くように定められた勤務時間のことです。学校という流動的な場であることか

ら、それぞれの学校の事情や教育計画に基づいて、学校ごとに校長が割り振りを行います。当然、

週休日・休日勤務に対する週振・休代などもこの権限内ということになります。校長が行う ｢勤務

時間の割り振り｣ は、労働条件の根幹をなすものであり、教職員組合 (分会) との交渉事項です。

この場合、分会が尐数であったり、複数の組合が併存したりしていることなどは、交渉を拒否する

理由にはなりません。 

 

 

ṻ  38 2   -抜粋- 

  第２条 教育長の権限に関する事務のうち、次に掲げるものを県立学校長に

委任する。 

１． 校長及び教員の勤務時間の割り振りに関すること。 

……（以下、略） 

  

これまで説明してきた勤務時間等に関する条例や規則に沿って、教職員の勤務の割り振りを図示

すると次のようになります。 



 〔例〕 

 8:30              12:15  13:00                   17:00 

勤務時間 3 時間 45 分 

（実働 3 時間 45 分） 

休憩 

45 分 

勤務時間 4 時間 

（実働 4 時間） 

 

＊休憩時間（通常 45 分）を分割することも可能です。 

 

8:30             12:30  13:00         16:30  16:45  17:00 

勤務時間 4 時間 

（実働 4 時間） 

休憩 

30 分 

勤務時間 3 時間 30 分 

（実働 3 時間 30 分） 

休憩 

15 分 

15 分 

(実

働 15

分) 

 

〔注１〕昼休みの考え方について―― ｢昼休み｣ といっても、給食指導や生徒が用事を言ってきた

り、質問に来たりするために教職員はそれに応じられる態勢をとっているのが普通です。した

がって、労基法にいう休憩時間にはなりません。 

〔注２〕勤務開始および終了の時刻は、それぞれの職場の実態にあわせて決めます。 

   また冬季休業中や夏季休業中など異なる場合は、明記することが大切です。 
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県教委は、修学旅行等の泊を伴う引率に係る教育職員の勤務時間について、業務及び期間を限定

して、変形勤務時間制を運用しています。 

 これは、修学旅行等の業務の円滑な遂行とその業務に従事する職員の健康に配慮することを目的

にしたものであり、勤務時間の原則（１週間３８時間４５分、１日７時間４５分）を修学旅行等の

泊を伴う行事で生徒を引率する教職員については、修学旅行等の行事期間中の勤務時間を、1 つの

行事につき最大７時間４５分を加え、１日最大１１時間４５分（７時間４５分＋４時間）とし、反

対にその前後の期間中の、他の勤務日の勤務時間を、行事の期間中に加えた時間分だけ減じるとい

う特例的な運用を行なうものです。全教広島は、修学旅行などの実態を反映しない「１泊４時間限

定」に反対し、集合、就寝、起床など日程の節目に沿った計測と実労働時間による割り振り変更を

要求しています。また、この勤務時間の割振り変更は、該当者が同一にとることが極めて困難であ

るため、全教広島としては個人の割振り変更を要求しています。（広島市では個人での割振り変更

が認められています。※県教委も認めているケースがあります。） 

 
・対象業務 :  修学旅行等の集団宿泊的行事 

           （学習指導要領特別活動編に規定された学校行事） 

・対象期間 :  修学旅行等の日の属する週を含む４週間の期間 

・加える時間 : ７時間４５分に加える時間は、１時間単位で１日４時間を限度と

して 

         １泊２日  の場合 … ４時間以内 

         ２泊３日以上の場合 … ７時間４５分以内 

・減じる時間 : 対象期間中に１時間単位ですべての引率職員が同一に修学旅行等

の 

        期間中に加えた時間数を減じる 



・割振の要件 : 

①  対象期間中に週休日を８日設けること。 

②  勤務時間が割振られた日が引き続き１２日を超えないこと。 

③  期間中の 1 週間当たりの勤務時間を３８時間４５分とすること。 

④  時間を加えた又は減じた日の勤務時間は連続した勤務時間とするこ

と。 

⑤  時間を加えた又は減じた日の勤務時間が６時間を超える場合は４５分

の、７時間４５分を超える場合は１時間の休憩時間を勤務時間の途中

に置くこと。 

 

※ 校長は、原則として、変形勤務時間の１週間前までに勤務時間割振変更

簿により、対象職員に割振りの内容を明示する。 
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 教育職員には、超過勤務手当（時間外勤務手当）は、支払われません。ですから当然、時間外勤

務を命じることはできません。これは、給特法（＝国立及び公立の義務教育諸学校の教育職員の給

与等に関する特別措置法）と同法に基づく県条例で規定されています。 

■「給特法」の制定をめぐる歴史的な経過 

教育職員には、もともと時間外勤務手当が支給されていませんでした。しかし、実際には教育活動上必要

な「時間外勤務」は存在しており、全国的に「時間外勤務手当を支払え」という裁判が起こされ、各地で勝

訴判決（＝時間外勤務手当の支給を命じる判決）が出されるに至りました。政府は「教員の仕事は、勤務時

間としてきっちりと図ることが難しい」と言い出し、一律に４％の「教職調整額」を支給することで時間外

勤務手当の支給を回避しようとしました。これが、「給特法」制定の理由です。そのため、「教員には時間外

勤務を命じることができない」との条文を盛り込まざるを得なかったのです。 
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第６条 (正規の勤務時間を超える勤務等) 

① 県立及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員については、正規の勤務時間(職員の

勤務時間及び休暇等に関する条例〈平成７年広島県条例第５号。以下、｢職員勤務時間

条例｣という。〉第２条から第５条までに規定する勤務時間をいう。以下この項において

同じ。)の割振りを適正に行い、原則として (正規の勤務時間を超える勤務

をいい、休日等〈職員勤務時間条例第９条及び第 10 条第１項に規定する日並びに給与

条例第６条第３項に規定する人事委員会が定める日をいう。〉における正規の勤務時間

中の勤務を含むものとする。事項において同じ。)„  ’΅‾”‗ ⁴。 

② 県立及び市町村立の義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、

次に掲げる業務に従事する場合で臨時または緊急にやむを得ない必要があるときに限

るものとする。 

一 生徒の実習に関する業務 

二 学校行事に関する業務 

‗ ―Ή ₀  ’
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三 教職員会議に関する業務 

四 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務 
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「給特法」「給特条例」では、「時間外勤務を命じない」ことを原則として規定するとともに、「時

間外勤務を命じることができる」場合を限定しています。しかも、これらの事項についても、「臨

時または緊急にやむを得ない必要がある場合」というしばりのもとに認めています。 

・ 生徒の実習  (高校のみ ) 

・ 学校行事……学芸的、体育的、修学旅行的行事をさします。あらかじめ計画されている行事は含ま

れません。修学旅行などで、｢命じることができる｣のは、旅行先の突発的な対応だけで、あらかじめ計

画されているのは、｢命じられた時間外｣にはなりません。 

・ 教職員会議  

・ 非常災害等やむを得ない場合……非常災害に必要な業務のほか、子どもたちの負傷疾病等人命

にかかわる場合、非行防止等の指導で緊急措置を要するものも含むとされています  

 

ṻ͊ ‟⁯͋Ό ……４項目ならどんな場合でもＯＫというわけではない 

 この４項目以外のことについては、時間外の勤務そのものを命じることができません。しかも、この４項

目についてもその業務が ｢臨時に、または緊急やむを得ない｣必要がある場合に限られ、加えて ｢職員の健康

状態等も考慮して、意向を十分尊重 ｣して行うことが必要です。つまり、職員会議ならどんな時でも命じる

ことができるというものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限定４項目以外の業務（クラブ指導や各種会議など）については、超過勤務を命じられることは

ないというのが現行法の原則です。しかし、現実の学校は、過重な  ｢超勤体制｣ 下に置かれている

のは何度も述べてきた通りです。当初、教育職員に対して  ｢教職調整額｣ ４％の支給ですべての問

題を決させたいとしていた文部省も、この現実を前に、想定されるいくつかの業務について、表の

ような特殊業務手当（正確には、  ｢教員特殊勤務従事職員の特殊勤務手当｣ という）として、若干

の手当が制度化されました。この手当は、どの業務にしても、労働基準法に定められている  ｢割増

率｣ にも満ない不当なものとなっています。また、この「特業手当」の制度化は、限定４項目の歯

止めを拡大しようとする意図があることは明らかです。安易な「特業手当」依存は、危険な側面を

持っています。  なお、この特業手当の制度化にあたっての歯止めとして、次のようなメモが取り

交わされています。「回復措置はない」などと強調される昨今ですから、このまま使えるものでは

ないとしても、「特業手当」の性格を知るうえでは重要です。  
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教職調整額は、給料表の金額の４％で

す。１日７時間 45 分（＝465 分）の４％

は、18.6 分に過ぎません。 

‗

 



●  教 員 特 殊 業 務 従 事 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 メ モ           

1972(47).2.22 

 １．  人事規則９―30 第 24 条の２第１項第１号業務。  

   回復日を含む回復措置をはかる。  

 ２．  同上２号業務。  

   日曜日および土曜日については、勤務時間の割り振りを適正に行う。  

   回復日を含む回復措置をはかる。  

３．  同上３号業務。  

   運用上適切な回復措置  (研修制度の活用等 ) をはかる。  

 ４．  同上４号業務。  

   土曜日・日曜日に入試業務を行った場合には､  報償費で予算上配慮する。  

 ５． 事務職員の特殊業務に対する時間外勤務手当が実態に合うよう増額の努力

をする。  

 ６．  修学旅行引率の養護関係  (看護婦 ) に対する特殊業務手当については、学

校に迷惑がかからないように措置したい。  
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条文 業務の種類 支給額 

第 1

号 

学校の管理下におい

て行う非常災害時等

の緊急業務 

イ 非常災害時における児童若しくは生徒の

保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務 
６，４００円 

ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の

業務 
６，０００円 

ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務 ６，０００円 

第 2

号 

修学旅行,林間・臨海学校等（学校が計画・実施するものに限る。）に

おいて児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの。 
３，４００円 

第 3

号 

人事委員会が定める対外運動競技大会等に

おいて児童又は生徒を引率して行う指導業

務で泊を伴うもの又は週休日等に行うもの 

泊を伴うもの ３，４００円 

週休日等に行うもの

（泊を伴うものを除

く。） 

３，４００円 

第 4

号 

学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する

指導業務で週休日、休日等又は休日等に当たる日以外の正規の勤務時

間が３時間４５分若しくは４時間である日に行うもの。 

２，４００円 

    ＊各業務が適用になる条件が決まっています。詳しくは、全教広島まで問い合わせてください。 
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 「教育職員には、時間外勤務を命じてはならない」のが法律上の原則です。したがって、時間外勤務の実

態が生じたときには「回復措置」を講じるというのが従来からの考え方でした。県教委も押印した給特法施

行時の「覚書」「確認事項」には次のように記述されています。 
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３ やむを得ず時間外勤務をさせる場合は  

(1) 第３に掲げる業務に従事する場合で臨時にまたは緊急やむを得ない必要がある

ときに限る。  

(2) 関係教育職員の繁忙の度合、健康状況等を勘案し、その意向を十分尊重して行

うようにする。  

(3) 長時間の時間外勤務はさせないようにする。やむを得ず時間外勤務をさせた場

合には、適切な配慮をするようにする｡ 
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２ 教育職員の勤務時間管理に関する事項  

(1) ３、  ｢意向を十分尊重して行うようにする｣ とは、  ｢原則として関係教育職員

の同意を得て行うようにする｣ ということである。  

(2) ３、  ｢適切な配慮｣ とは、  ｢回復措置をはかる｣ という意味である。  

 ところが、県教委は「最高裁の判決で『回復措置が否定された』」として、｢覚書｣「確認事項」などはその

ままに、「回復措置はなくなった」と強調しています。県教委主張の根拠となっている最高裁判決は、1998

年（平成 10 年）４月 30 日に出されたものです。判決では、「教職員が時間外労働をしたからといって、その

勤務に対する何らかの対価請求権が発生するものではないし、時間外労働をした場合の健康と福祉を害しな

いための配慮も学校長に委ねられており、 時間外勤務

に見合うだけの時間について、職務専念義 務免除や時

間の質的軽減措置をとるよう学校長が義務 付けられて

いるものではない」（要旨）と述べています。 しかし、「給

特法」制定の経過や教職員の仕事の現実に はほとんど

言及されていない形式的な判決です。何よ りも、「時間

外勤務を命じない」とする法律をどのよう に実効性の

あるものとして動かすかという観点は完全 に欠如して

います。 

 全教広島は、「割り振り変更の厳格化で勤 務時間を守

れ」と要求しています。 

 

 

 ⁴ ‗ ”  

 

 「時間外勤務は命じてはならない」と規定されているにもかかわらず、今日の学校は必要やむを得ない時

間外勤務が恒常化しています。しかも、文部省「是正」や時間外勤務を取り扱った裁判事例をもとに、「１～

２時間の超過勤務は問題ではない」などの言動が繰り返されています。しかし、原則として、時間外勤務を

命じてはならないのに、やむを得ず勤務している実態は、県内の圧倒的多数の職場の現実です。これは、教

育条件整備が遅れていることに主要な原因があり、「教職調整額を支給すれば、時間外勤務手当を支給しない」

とする教職員の労働に対する誤った考えがあります。全教広島は、「週 40 時間労働」「原則として時間外勤務

をさせない」ことを出発点にした対応が求められていると考えています。 

 

 

 

  

現在の教職員の勤務実態は深刻です。全教広島の調査では、１か月の時間外労働は、83.22 時間にもなり

” „᾿  

 教職員の労働時間を論議するとき、問題になるの

が「命じたかどうか」です。「給特法」で「時間外

勤務を命じてはならない」と規定されているため

に、「私は命令したことはない」と管理職が口にす

るケースもあります。しかし、「残業の判断が労働

者確認の判断に任されている場合」には、使用者の

黙示の命令があったとみなされます。 

 直属の上司が、自発的な勤務の事実を知りなが

ら、特に残業の中止や休日出勤を中止させる措置を

とらなかった場合や、必要不可欠な持ち帰り残業な

ども同じ考え方です。  （昭 25．9.14 基収第

2983 号 参照） 
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ます。これは、厚生労働省が過労死裁判などを通じた医学的見地の到達として示している「過重労働による

健康障害防止のための総合対策」などにも反する異状なものです。 

 この異状な状況を打開することが教職員の勤務時間を考える基本です。全教広島では、全国の労働者の要

求が出させた厚生労働省通達「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準について」

なども生かした労働時間管理、いのちと健康を守る労働のあり方を提起しています。 
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 厚生労働省による「労働時間の適正な把握のために使用者が

講ずべき措置に関する基準について」（2001 年４月６日）は、

サービス残業という違法行為の根絶をめざした通達です。当然、

この通達は公務員・教職員にも適用になることが国会答弁でも

確認されています。全教広島の「学校にも全面適用し、具体化

を図ること」という要求に対して、県教委は 2002 年 4 月 1 日

付勤務時間通知（Ｐ○）にその趣旨を盛り込みました。交渉で

は、「（教職員一人ひとりの勤務の始期・終期についても）管理

職は聞かれると答えるだろう」と回答しています。職場に生か

すことが課題です。 

 この厚生労働省通達は、勤務時間管理の使用者責任（＝学校

では校長）を明確にするとともに、客観的な確認方法、記録の

重要書類としての保存などを打ち出した画期的な内容です。

「勤務時間の始期及び終期の確認」はその第一歩となるもので

す。すべての職場で、「勤務時間の始期、終期」が管理職の責

任で確認され、記録として保存される状態を作りたいものです。 

 広島市内の各学校では、私たちの要求も反映して、入退校時刻記録の義務化が 2007 年からスタートしてい

ます。広島市で行われている記録は、教職員が学校に備え付けてあるパソコンに入力する方法ですすめられ

ています。 

県教委は 2009 年 3 月 27 日付で「教職員の入校・退校時刻の記録について｣通知をし、4月 1日より「入校・

退校時刻記録票」に各教職員が自ら記入することにより記録することが実施されています。 
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 厚生労働省は、2002 年２月 12 日、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」と題する通

知を出しています。この通達は、前年 12 月 12 日に出されている「脳血管疾患及び虚血性心疾患等（負傷に

起因するものを除く。）の認定基準について」（平成 13 年 12 月 12 日基発第 1063 号通達）に基づいて、労働

者の命や健康を守る具体的な措置をとることを使用者に求めています。 
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 いわゆる「過労死」に関わる裁判などを通じて、労働者の労働時間と健康障害の相関関係が医学的にも明

らかにされ、その到達点を労働災害・公務災害を認定する際の基準に生かそうと改定された認定基準です。

発症（＝過労死などの健康障害が発生した時）前の 1か月の時間外労働（＝週あたり 40 時間を超える労働の

こと）が 100 時間を超えている場合には認定、発症前２～６か月のそれぞれの平均時間外労働が 80 時間を超

えている場合にも認定、時間外労働が月あたり４５時間を超えている場合には健康障害が生じている危険性

がある……などを内容としています。 
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（１）時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであること、また、時間外労働が月４５時間を超えて

ṳ ” ’  ṳ 

１．使用者は、労働時間を適正に管理する

ため、労働者の労働日ごとの始業・ 終

業時刻を確認し、これを記録すること。 

２．使用者が始業・終業時刻を確認し、記

録する方法としては、原則として次のい

ずれかの方法によること。 

・ 使用者が、自ら現認することにより

確認し、記録すること。  

・ タイムカード、ＩＣカード等の客観

的な記録を基礎として確認し、記録

すること。  

３．労働時間の記録に関する書類につい

て、労働基準法第１０９条に基づき、３

年間保存すること。 

４．事業場において労務管理を行う部署の

責任者は、当該事業場内における労働時

間の適正な把握等労働時間管理の適正

化に関する事項を管理し、労働時間管理

上の問題点の把握及びその解消を図る

こと。 



長くなるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まると判断されることを踏まえ、……中略……

事業者は、実際の時間外労働を月４５時間以下とするよう努めるものとする。  

（２）事業者は、上記１の（１）の趣旨を踏まえ、時間外労働を月４５時間以下とするよう適切な労働時間

管理に努めるものとする。  
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 以上のような全国的な到達点は、教職員の労働

実態を打開するためにも活用される必要があり

ます。全教広島は、困難を増す子どもたちに向き

合う教育活動を充実させることと教職員の勤務

時間、命や健康を守ることを両輪の課題として達

成することをめざしています。 

 勤務時間については、「割り振りの変更を適正

に行い、週４０時間労働を厳守する」ことを提起

し、こうした運動のなかから修学旅行の割り振り

変更も実現したのです。 
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疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられる

労働時間の評価の目安が次のとおり示された。  

（１）発症前１か月間ないし６か月間にわたって１か

月当たりおおむね４５時間を超える時間外労働が認

められない場合は、業務と発症との関連性が弱いと

判断されるが、おおむね４５時間を超えて時間外労

働時間が長くなるほど、業務と発症との関連性が

徐々に強まるものと判断されること。  

（２）発症前１か月間におおむね１００時間を超える

時間外労働が認められる場合又は発症前２か月間な

いし６か月間にわたって１か月当たりおおむね８０

時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務

と発症との関連性が強いと判断されること。  

 



 

 

 

 

 

 

 

２００８年４月１日より、子育て・介護支援のひとつとして「休憩時間の短縮及び早出遅出勤務」制度が

導入されました。学校現場では、休憩時間が４５分を超えておかれていることが尐ないので、ここでは、「早

出遅出勤務」について考えていきます。 
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職員の勤務時間の割り振りは、通常、公務運営上の必要から始業・終業時刻や休憩時間の配置を一律に定

められるもですが、育児又は介護を行う職員が請求した場合については、特例的に、公務の正常な運営を妨

げる場合を除き、1 日に割り振られる勤務時間数は変えずに、通常の始業時刻より早くから勤務して早く帰

る、又は遅くから勤務して遅く帰るという「早出遅出勤務」をすることができます。 
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１日の勤務時間が６時間を超え７時間４５分以内で、かつ、休憩時間が４５分を超えておかれている職員

のうち、次のいずれかに該当する職員が、請求できます。 
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 ６か月以内の期間となっていますが、引き続き必要な場合は、新たに請求することができます。請求期

間については、６か月以内の期間であること以外は、特に定められていません。期間の更新という考え方も

ありませんし、請求回数の制限もありません。 

また、日曜日から土曜日を一つの単位として、勤務日のすべて又は曜日を指定する方法により行うことと

なっているので、特定の曜日だけの請求もできます。 

 



Ṳ Ὼ„  

早出遅出勤務開始日の前日から起算して、1 週間前までに「別紙様式第 1 号」により、所属長に請求しま

す。 

Ṳ „‘ῲ ‼‍⁮⁭΅”‖ ⁬ῲῸ  

 早出遅出勤務の勤務時間は、通常の始業時刻及び終業時刻を、３０分の範囲内で繰り上げたり繰り下げ

たりすることになります。ただし、始業終業の時刻は、午前７時から午後１０時までの間でなければなりま

せんので、夜間定時制の学校等では、注意する必要があります。 

実際の勤務時間の設定に当たっては、繰上げ繰下げを一律に３０分にする必要はなく、それぞれの所属の

実情等を勘案して、公務の正常な運営に支障が尐ない勤務時間を設定し、職員が制度を利用しやすい環境を

つくるなどの工夫も必要です。 

なお、早出遅出勤務をする場合の休憩時間ですが、休憩時間は原則として同一の事業場で働く全職員に一

斉に与えなければならないことになっています。このことから通常の勤務時間で勤務する職員と同じ時間帯

とすることが適当です。 

 

【設定例】 

 課業日中 

8:30      12:30  13:00           16:30  16:45  17:00 

通常勤務 
勤務時間 

4 時間 

休憩 

30 分 

勤務時間 

3 時間 30 分 

休憩 

15 分 

勤務 

15 分 

   8:00               12:30   13:00      16:00  16:15  16:30 

早出勤務 
勤務時間 

4 時間 30 分 

休憩 

30 分 

勤務時間 

3 時間 

休憩 

15 分 

勤務 

15 分 

9:00          12:30   13:00                      16:30    16:45       17:30 

遅出勤務 
勤務時間 

3 時間 30 分 

休憩 

15 分 

勤務時間 

3 時間 30 分 

休憩 

15 分 

勤務時

間 

45 分 

 

 

 

せめて、長期休業中なら… 

 

      8:30             12:15  13:00         17:00 

通常勤務 
勤務時間  

3 時間 45 分 

休憩 

45 分 

勤務時間 

4 時間 

   8:00                        12:15   13:00           16:30 

早出勤

務 

勤務時間 

4 時間 15 分 

休憩 

45 分 

勤務時間 

3 時間 30 分 

       9:00         12:15    13:00                  17:30 

遅出勤務 
勤務時間 

3 時間 15 分 

休憩 

45 分 

勤務時間 

4 時間 30 分 

 

 

校長は、一斉休憩除

外承認申請をする。 



 

₲̋̏ Ω βɀ ₲1 ΰβṀ  

₲ɗ600 ᷾Ύɀ͢ ͜ᾙ ͤ͜ΈΘ͜ɈɈ 

ΒΖẻῶ ẹ βΦ͵Ɂ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₲ 15 Ω βɀ ₲1 ΰβṀ  

͚ͧΑ΄κ β΄͜ǤǤǤɁ 

ὂͻΓḝ Αΐκ ͯΦ͵Ɂ 

ʘ ὂ κ ͯɀ █ ḝΪᵐ Ύ͵Ɉ 

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇ 

ẍ ᾲ ῶ ꜠ 2,000 ᷾
ʤ 

Ẩ⅜ ẍ ᾲ ῶ ꜠ 500 ᷾ʤ 
ᾲ ῶ 

ᶒὕΕ↕ ῶ Ζ
ẍ Ε κ

 ꜠ 100 ᷾ʤ 
ᵤῶ 20 ᷾⌠ ɨ

ɩ 

΄ͯטּ₯  
͢ ῶʍ10,000 

ͯ΄  
͢ ῶʍ5,000 

ὕטּ₯ Β 
͢ ῶʍ20,000 

15 ɀ 25 ɀ 35

Ε͜ͺδͣ1 Ṱ 

ϖБϠϦВᾙ 
ʍ20,000 

Ṁ ὂἚ 10 ᵘ ͣΉ40 ᵘ Ε
Ύɀ⁮ ῶκ ͩ΄ͫΏΕΑ  ͜

ʚṍ ά ẍΒΪ 
Ʉṍ ↕ ῶ     ꜠ 10 ᷾ 
Ʉ ẍ↕ ῶ ꜠ 10 ᷾ 
Ʉ              1 ᷾ 
Ʉ ḹ              5 ᷾ 
Ʉᾍ ↕ ῶ     5 ᷾ 
 
ʚ͢ṶάΧͬΏΒΪ 
Ʉ ͤ ͧΑΈ΄Ώͥ  10 ᷾+ Ṯᾙ  

(ẻῶ ẹ) 

Ʉ ​ ͤ ͧΑΈ΄Ώ3ͥ ᷾ 
Ʉ ΐΪͤ ͧΑΈ΄Ώͥɨ25 ɩ  2 ᷾ 
Ʉ ͤ ΑͧΈ΄Ώ  ͥ    1 ᷾ 

( Ǥὰ Ǥ κ ͜ΦͻλɁ2 ṰΦΎ) 

 
 
 
 
 
 

●病気療養にも 
ヷ病気療養見舞金   1 万円 
(連続して 30 日以上の病気欠勤、ただし、給付は 1 年に 1 回) 



͜Φͻλɨ1 Β
Ή ɩͥ 

ᶍ↕ ῶ(2 ᵘ
) 

3 ᷾⌠ (
) 

↕  2 ᷾⌠ (
) 

ʤ1 ᾲ ὂἚΕ⌠ ẹΎ͵Ɂ 
ʘᾲ ὂἚ ╦ 3 ἚΖɀᾲ ὂἚ Ε ΒΉ͜Ό ὂἚκḃͯ Φ͵Ɂ 

ʚẻῶΖͧ͜αɇ 

 

ʚṀ Ύͥγ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

₲̋̏ Ω βɀ ₲1 ΰβṀ  

 

 

 

Βΰγ ẍ   Ε   ͥ   Ε ┴ͣαΕ    ṍΒΰγ ṲǤợ 

ʚẻῶΖͧ͜αɇ(℮ Ǥṅ 1 ◊͚΄β) 

 ͥ  ẹ 114 ᷾(₲ẹ 9.5᷾) Ύ ẹ 60 ᷾ɨ₲ẹ5 ᷾ɩʤ 

ʤ ΎΖ ₳͚ͤβΦ͵ɁḹὕκͬẬ ḹͭ͜Ɂ 

 

ẍᾙ κ ꜠1,000 ᷾ΦΎᾙ  

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇ 

  ᾙ ῼ  ᾙ ῶẹ(1 ◊͚΄
β) 

ͽΕ  

ἶ

⁪

 

ṍ  

̋ɟ̋̓ᾗ 1,000~100,000᷾ 

ᾙ ῶΕ15%(⌠ 200 ᷾)Ε
ᾲ ῶκꞋηͻΌᾙ Ɂ 

ʤ΄΅ͯ ẹκᾙ ͯ΄ ꞋΖ
ẋɁ 
ẍΕ ꞋΪ Ύ͵Ɂ 

Ε   ͥ
◊ ΒἜ″Α  ͧ
Β Έ΄ (̍̊ ᷾⌠)/ ỖΕΧΕ ẍ

Ζᵺ ̌  ᷾

Βΰγ
ẍ 

̋◊͚΄β2,500 ᷾ΏͯΌ ͯ΄ẹΏ ẹΏΕ͜ͺδͣ
Α͜ẹ 

(̐̊ ᷾⌠) 

ẍ  
̋ɟ̋̓ᾗ 1,000 ᷾ɟ50,000

᷾ ⌠ ẹ 20ɟ1,000 ᷾ 

 2,000 円～10,000
円 ⌠ ẹ 40ɟ300 ᷾ 

ẹ1,800᷾(₲ẹ150᷾) 

ΒẶ♣Ε Β ͵γῂ ᶅͤ Ύ͵ɨ65 ᵘḹ)Ɂ 
ῂᾲ Ε Εᾲ Ʉ ∑͜ͺδͣΒṀ ͯΌ͜γͫΏͤ Ύ͵Ɂ 

 

 
Q κḒ Β δΌⱴΈ΄ΏͥΒ Β͚ΈΌ ͤ ͯ΄ͫΏΒΰβɀ
ͣα ẍ κ ͠αδΦͯ΄Ɂᾙ ΏΑβΦ͵ͣɁ 

A Ṁ Β ͚ͤγΏ ῂᾲ ͤ Ω΄ ꞋΖ ΏΑβΦ͵Ɂ ͠ΒΰβɀṀ ͤḝ
κ ͯ΄ ꞋΒΖḝ Β ͯΌᾲ ῶͤᾙ ͭδΦ͵Ɂ Ṟ ΒΰβṀ

Β ͤ ΩαδδΗɀ ͵γ ẍ ῶΒ ͯΌΪᾲ ῶͤᾙ ͭδΦ͵Ɂ 
 

Q ᾇΧΕ Βῂ ᶅͤ κ ΈΌ ἡ↕ẶΒⱴΈ΄Ώͥɀ ͤϘ
ϓκͯΌɀᶈ κ ηδɀ ẍ ᾏͭδ΄Ɂ 

A ῂ ᶅΕ Ệ Ε΄Ωɀᾙ Ε ΏΑβΦͻλɁ΄΅ͯɀῂ ᶅΕῘ Ύ͚γΏ
Ωαδ΄ ꞋΖᾙ Ε ΏΑβΦ͵Ɂ 

ṍ ά ΖΪΆελɀͫ
λΑᾙ Ϊ͜ε͜εɈ 

1 אַ ɀ̌ϚКϖБɚϯ ɀ̍ϚКϖБɚϯϽДϪϖ ɀ̎ГКϓ ɀ̏ ɀ̐ ɀ̑ ṍ℮ ɀ 
̒ ṍ℮ ɀ̓ ṍ♦ ↕ ɨɴΦΆΊͧβ 



ẍ͢↕
ῶ 

ɨ 1Ʉ4ɩ 
̋ɟ̋̓ᾗ 100ɟ30,000 ᷾ ⌠ ẹ 4ɟ450 ᷾ 

 

ẍᾲ ῶ 
( 2ɟ4) 1ɟ19 ᾗ 100ɟ30,000 ᷾ ⌠ ẹ 6ɟ750 ᷾ 

ʤᾙ ῼ Ε ᾗΖɀ ΕỂꞋΒΰβΦ͵Ɂ 
( 1ɩṀ ͤ Β λΎ͜γ℮ ΕΧ Ɂ 
( 2) Ζἶ ⁪ Ṁ ͤ Ύἶ ⁪ Ώ ◊ Ύ͵Ɂ 
( 3) ṅǤ ṅΖ⁪ ΎͥΦͻλɁ 
( 4) ɨ κἤΨ)Β ὗᶆ͵γṍ ͢ΰΚ ṲΒΰγ ẍκ ΏͯΦ͵Ɂ 

 

ʚḼ◊Ζ δγΕɇ(4 ₳ΦΎ⁪ ΎͥΦ )͵ 

℮ 
 

Ε
 

1 (3.3ᴆ)͚΄βΕṀ ⌠
◊  

1 ₳͚΄βΕ⌠
◊  

   7 ◊ʤ 
400 ◊ Ύ  8 ◊ 

ʤ⌠ ◊ ͤἷ Ε Ꞌɀ1 ◊Ṁ͠​ ΒͯΌͧ΅ͭ͜Ɂ 
( ) ṅɄ Ε ꞋΖɀ℮ Ε⁪ Ζ ΦͻλɁ ṅΖɀ1 ┴ΕΧɁ 

ψϸɚϯ( ṅ)Ζṅ ΕṀ Ύᵐ Ɉ 

ṅ  
 

 ᾝ Ε  

ᾝ  ɟ20
 30  40  50 ɟ 

 40 ◊ 60 ◊ 90 ◊ 100 ◊ 
2  80 ◊ 150 ◊ 

200 ◊ 3  90 ◊ 160 ◊ 
4  100 ◊ 180 ◊ 

5 ᵘ  140 ◊ 200 ◊ 
ʤ ₳Ε⁪ ͚ͤγ ꞋΒΖɀꞋₐΎ200 ◊⌠ ΏΑβΦ͵Ɂ 
( ) ṅΕ ꞋΖɀṅ Ε⁪ Ζ ΦͻλɁ 

ʚ⁪ Ε  

 

 

 

 

ʚ⁪ Ε ΒΑαΑ͜ΪΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▬ ẍɄ▒ ┼ Ζ̋Ƀ̏( ꜠ 3,000 ᷾)ᾙ Ɉ 
ʘ̐̊ ΦΎ Ζ ꜠̌̊◊ɀ ​ Ζ ꜠̋̏◊Ṁ ΎͥΦ͵Ɂ 
ɨ̏̋ ᵘ Ύ ὔɄ ◊ͯ΄ ꞋΖ̐̊ ΦΎ ẻῶΏΑβΦ͵ɩ 

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇɨ̋◊͚΄βɩ 

 ᵺ  ̋̊̊ ᷾ 

ֹ ɨ ​ ɀ ₐκᾲΒ͵γ ἤΨɩΕ ΆṅΎɀ ( )ͤᾝ ͵γ ꞋΖɀ℮ Ǥṅ ͤ⁪

ΎͥΦ͵Ɂ 
ֺ ᵘ Ε Ε ΆṅΪɀṀ ͤᾝ ͯΌ͜γ ꞋΖ℮ Ǥṅ ͤ⁪ ΎͥΦ͵Ɂ 
ֻ Φ΄Ζ ͤ ͣΉᾝ ͯɀṀ Ώ ᵺ ↓ Β͚γ℮ Ζ⁪ ͤ Φ͵Ɂ 

ּ ​ Ǥ ₐκᾲΒ͵γ ͤṀ Ώ ᾝͯψϸɚϯκ βΌ͜γ ꞋΖɀṅΕΧ⁪ ΎͥΦ͵Ɂ 
ֽ ͥṅΕ ὔṀ Ζ ΦͻλɁ 

 

℮ ⁪ Ʌ ɀБϥɚϯЅКϞЎКɀᶰῘκ Ώ͵γψϸɚϯɄЅКϞЎКǤ 
ṅ ⁪ Ʌ Ṝɀ Ḿ ℅ɀ ɀᶃ ɀ ɀὖῶ ɀ ɀ ῝ɀ ɀⱣ ɀ ᵔɀ ₐ

ɀͽΕ ͽδΒ ͺγΪΕɀ ɀᶰῘ  

 

ǚȚǱǯǔȉ 

ὄⱲ  

ἚϰϪϖ ῶ ʤ̐̋  u 2,000 ᷾ 

ʤ2011 7 ₲ 31 Ε ͤ61 ᵘ Ε Ύɀ
ἚϰϪϖɄ ϰϪϖκ ͩ ├ ͚ͤΈ΄

ꞋɁ1 ᾲ ὂἚΒΉ 1ͥ ṰɁ 



▬ ẍɄ▒ ┼
 

150 ᷾ 

╦ᵲ ẍ(̋ɟ̋̎ᾗ) 1ɟ50
᷾ 

↕ ῶɨ ɩ̋ ̋̊ɂ̊̊̊
᷾ 

ʤ Ʉ╦ᵲ ẍᾙ Ζ̑̋ ᵘ Ζ̐Ểᾙ ΏΑβΦ͵Ɂ 
( )̋₿☻ Ε ₳Βẕ ͯ΄΄Ω ᾲ ῶͤ ηδΑ ͜

ꞋɀᾈΚ ⁪ ͤ ͯ΄ ꞋɁ 
 

ʚẻῶΖͧ͜αɇ 

0ɟ̌̎ ẹ 1,800᷾ɨ₲ẹ150 ᷾ɩ 
25ɟ39  ẹ 2,400 ᷾(₲ẹ 200 ᷾) 
40ɟ60  ẹ 2,880᷾ɨ₲ẹ240 ᷾ɩ 
51ɟ60 Ύ 
ὔɄ ◊ͯ΄

Ꞌ 

ẻῶ 
ẹ 3,600 ᷾(₲ẹ 300 ᷾)
ɨ ̋ɩ 

61ɟ65 ɨ ̌ɩ ẹ 9,840 ᷾(₲ẹ 820 ᷾) 
66ɟ80  ẹ 14,640 ᷾(₲ẹ 1,220

᷾) 
( )̋51ɟ60 Ύ ὔɄ ◊ͯ΄ Ꞌɀ̐̊ ΦΎΖ͵ΠΌΕ◊ 
ͤ ẻῶΏΑβΦ͵Ɂ 

ɨ ̌ɩ61 ᵘ Ε ὔṀ Ζ ẻῶͤ Ύ͵ɨ͢ ͜Ꞌηͻḹ
ͭ͜ɩɁ 

ʤ ὔṀ Ζ65 ΦΎΎ͵Ɂ 
ʤὁ Ε ὔṀ ΖΎͥΦͻλɁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ᶍ̋ ͣαᾙ Ɉ 
ʘ̐̊ ΦΎ꜠̋̊◊Ṁ ΎͥΦ͵ 
ɨ̏̋ ᵘ Ύ ὔɄ ◊ͯ΄ ꞋΖ̐̊ ΦΎ ẻῶΏΑβΦ͵ɩ 

 
ἶ ⁪  
ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇɨ1 ◊͚΄βɩ 

ͤλ ᶍ(ᾲ ὂἚ̋ ΒΉ 1ͥ80 ⌠ )( )̋ ̋ 2,000 ᷾ 
ᵺ Ʉ ẍ ᶍ(ᾲ ὂἚ̋ ΒΉͥ̋̒̊ ⌠)
ɨ ɩ̋ 

̋ 1,000 ᷾ 

ὂ ᶍ↕ ῶ( ͯΌ̋̒̋ ᵘ Ε ᶍΕ Ꞌ)
ɨ ɩ̌ 

30,000 ᷾ 

↕ ῶ(ה ) ᶍͯ΄ Ꞌ 10,000᷾ɟ40,000
᷾ 

ᶍͯΑ͜ Ꞌ 5,000 ᷾ 
ἵᵪ ↕ ῶ( ​ ᾈΚ Ε₰ ἚΕ

ה ΎΕᵪ ) 
20,000 ᷾ 

͜ῶ( Ʉ ​ Ύ ΕΧ ) 2,000 ᷾ 
↕ ῶ  

( )̋ ᶍ⌠ Ζᵺ Ʉ ẍɄͤλκ ͯ΄ Ύ͵Ɂ΄΅ͯɀ61 ᵘ Ζ Ύ90 ⌠ ΏΑβΦ͵Ɂ 
( )̌61 ᵘ Ζ ͯΌ91 ᵘ Ε ᶍΕ Ꞌͤ Ύ͵Ɂ 
( )̍ ↕ ῶ ᵺ Βὕ Εה Βͩ͢γ Ɂẕ ͯΑ͜ Ϊ͚βΦ͵Ɂ 

ʚẻῶΖͧ͜αɇɨ1 ◊͚΄βɩ 

0ɟ̌̎ ẹ 1,320 ᷾ɨ₲ẹ110
᷾ɩ 

25ɟ60  ẹ 2,580 ᷾ɨ₲ẹ215
᷾ɩ 

ʚḼ◊ δγΕɇ 

Ʉ 

​  

ɟ60  3Ʉ5Ʉ7Ʉ10Ʉ15Ʉ20 ◊ 

( ​ Ζ̋̏◊ΦΎ) 

61ɟ65  1ɟ̏◊( )̋ 

ΐΪ 29 ᵘḹ 3Ʉ5Ʉ7Ʉ10 ◊ 

ʤ ​ Ʉ ΐΪΕṀ ◊ Ζ Ε◊ ᵘ Ɂ 
ὔɄ ◊ͯ΄◊ Ζ₿☻ Ε ₳ͤ ηδΦ

͵ɁṀ Ζ̐̏ ΦΎΎ͵Ɂ 
ʤὁ Ε ὔṀ Ζ ΦͻλɁ 
ɨ ̋ɩ₄ Ṁ ΎΪ̐̋ ᵘ Ζ̏◊⌠ Ύ͵Ɂ 

̐̋ ᵘ Ζ ◊ ΦͻλɁ 
ʘ ΐΪΖ29 ΦΎṀ ΎͥΦ͵Ɂ 

ʚḼ◊ δγΕɇ 

Ʉ 
​  

ɟ60  3Ʉ5Ʉ7Ʉ10Ʉ15Ʉ20 ◊ 
( ​ Ζ̋̏◊ΦΎ) 

61ɟ65  1ɟ̏◊( )̋ 

ΐΪ 29 ᵘḹ 3Ʉ5Ʉ7Ʉ10 ◊ 

ʤ ​ Ʉ ΐΪΕṀ ◊ Ζ Ε◊ ᵘ Ɂ 
ὔɄ ◊ͯ΄◊ Ζ₿☻ Ε ₳ͤ ηδΦ

͵Ɂ 

ɨ ̋ɩ₄ Ṁ ΎΪ̐̋ ᵘ Ζ̏◊⌠ Ύ͵Ɂ 
̐̋ ᵘ Ζ ◊ ΦͻλɁ 

ʘ ΐΪΖ̌̓ ΦΎṀ ΎͥΦ͵Ɂ 



51ɟ60 Ύ 
ὔɄ ◊ͯ΄
Ꞌ 

ẻῶ 
ẹ 3,600 ᷾ɨ₲ẹ300
᷾)ɨ ̋ɩ 

61 ɟ 65
ɨ ̌ɩ 

ẹ 8,400 ᷾ɨ₲ẹ700
᷾ɩ 

66ɟ70  ẹ 12,840᷾ɨ₲ẹ820
᷾) 

71ɟ80  ẹ 16,800 ᷾ɨ₲ẹ
1,400 ᷾) 

ɨ ̋ɩ51ɟ60 Ε ὔɄ ◊Ṁ Ζ60 ΦΎ ẻῶΎ͵Ɂ ◊ͯ΄ ꞋΖɀ
Ṁ ◊ ͵ΠΌͤ ẻῶΏΑβΦ͵Ɂ 

ɨ ̌ɩ61 ᵘ Ε ὔṀ Ζ ẻῶͤ Ύ͵ɨ͢ ͜Ꞌηͻḹ
ͭ͜ɩɁ 

ʤ ὔṀ Ζ65 ΦΎΎ͵Ɂ 
ʤὁ Ε ὔṀ ΖΎͥΦͻλɁ 
 
ẍ  

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇɨ1 ◊͚΄βɩ 

▒ ┼Βΰγ ẍɨה ɩ 

ᶍɨ ̋ɩ ̋ ̒̊̊
᷾ 

ᶍ Ṁῶ
ɨ ̌ɩ 

̎̊̊᷾ 

ῂᵷ ΎΕ ┼Βΰγ
ẍɨה ɩ 

ᶍ ɨ ̋ ɩ
ɨ ̍ɩ 

̋ ̐̊̊
᷾ 

ᵺ ┼Βΰγ ẍɨה ẋɩ ᶍɨ ̋ɩ ̋ ̎̊̊
᷾ 

 

 

ᵐ͜ẻῶΎϘϓΒΰγ ᶍɄ ᶍΪ̋ ͣαᾙ Ɉ 

ǒ ▒ ẍ⁞ΏϼχІБɚ⁞Ε ΒṀ ͵γͫΏͤ Φ͵Ɂ 

ǒ  

▒ ẍ⁞(ה Ε▒ ┼Β) 

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇ(̋◊͚΄β) 

( ┼Ε ͣα̋̒̊ )u ̋̊ ̊  ᷾
╦ᵲ ẍɨ ┼Ε ͣα̋̒̊ ᵘ ɩ ꜠̋̊̊

᷾ 
ᶍɨ ┼Ε ͣα̋̒̊ κ⌠ ɩ ̋ ̋ɂ̏̊̊᷾ 
ᶍɨ ┼Ε ͣα̋̒̊ ᵘ Ύɀ̓̊ κ⌠
ɩ 

̋ ̑̏̊᷾ 

ᶍ Ṁῶɨ▒ ┼ ᶍ̏ ͬΏΒᾙ ɨ
Όɩɩ 

̎̊̊᷾ 

ʚẻῶΖͧ͜αɇ(̋◊͚΄β) 
Ʉ ​ Ʉ ΐΪɄ ᾝΕ ͽδ;δ ẹ̐̊̊᷾(₲ẹ̏̊)᷾ 

ʚḼ◊Ζ δγΕɇ 
̋ ΒΉͥ̋ɟ̋̊◊ 

 

ϼχІБɚ⁞ɨה Ε▒ ┼Ʉῂᵷ ΎΕ ┼Ώה ẋΕᵺ ┼Βɩ 

ʚΐλΑᾙ ͚ͤγΕɇ(̋◊͚΄β) 

ᾙ     
▒ ┼
Ε Ꞌ
ɨה ɩ 

ῂᵷ Ύ
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